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　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令

和８年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

北九州 中　間
水　巻 線 遠賀郡水巻町吉田西一丁目2278番３先から

遠賀郡水巻町頃末南二丁目714番７先まで

　福岡県告示第193号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路 線 名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

八　女 県　道 八　女
香　春 線

前 八女市星野村13340番６先から
八女市星野村8266番１先まで

10.0
～

29.2
1810.0

後 八女市星野村13340番６先から
八女市星野村8266番１先まで

11.0
～

43.3
1830.0

　福岡県告示第194号

　福岡県災害救助法施行細則に基づく救助の程度等（令和２年３月福岡県告示第344号

）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。

　　令和８年３月24日

　　　　人事委員会

○情報通信の技術を利用して行う福岡県人事委員会の所管する行政手

　続等　　　　　　　　　　　　　　　　　（人事委員会事務局任用課）……………30
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　県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

　る規則の一部を改正する規則　　　　　　　　（警察本部情報管理課）……………70
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　日及びその地域の指定　　　　　　　　　　　（警察本部生活保安課）……………70

○福岡県風俗案内業の規制に関する条例第12条第１号ニの規定に基づ

　く習俗的行事その他の特別な事情のある日及びその地域の指定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部生活保安課）……………70
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○福岡県警察本部長が管理する公文書の開示等に関する規程の一部を

　改正する告示　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部情報管理課）……………73

○電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

　る方法により行うことができる手続等の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部情報管理課）……………74
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○情報通信の技術を利用して行う福岡県労働委員会の所管する行政手
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　福岡県告示第192号

告　　　示
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区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

愛宕３丁目
⑶

福岡市西区愛宕三丁目（
別紙図面１に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載する表
のとおり

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第197号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

愛宕３丁目
－１

福岡市西区愛宕三丁目（別紙図面１に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第198号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

愛宕３丁目
－１

福岡市西区愛宕三丁目（
別紙図面１に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載する表
のとおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　第２の１の項⑴ア中「23,000円」を「24,200円」に改め、同イ中「17,100円」を「

17,600円」に改め、同ウ中「15,300円」を「15,900円」に改め、同エ中「15,800円」を「

16,400円」に改め、同オ中「15,900円」を「16,400円」に改め、同カ中「27,400円」を「

28,200円」に改め、同キ中「27,200円」を「28,000円」に改め、同ク中「27,600円」を「

28,900円」に改める。

　福岡県告示第195号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成26年３月福岡県告

示第268号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用

する同条第４項の規定により公示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

愛宕３丁目
⑶

福岡市西区愛宕三丁目（別紙図面１に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第196号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成26年３月福岡

県告示第269号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において

準用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路 線 名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

京　築 県　道 犀　川
豊　前 線

前 豊前市大字大河内2132番１先から
豊前市大字大河内2117番２先まで

10.4
～

15.1
101.7

後 豊前市大字大河内2132番１先から
豊前市大字大河内2117番２先まで

10.4
～

15.1
101.7

　福岡県告示第201号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令

和８年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

京　築 犀　川
豊　前 線 豊前市大字大河内2132番１先から

豊前市大字大河内2117番２先まで

　福岡県告示第202号

　知事等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（平成16年福岡県規

　備考　別紙図面１は省略し、その図面は福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第199号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市四山町80番93及び80番94の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　ベンゼン

　　カドミウム及びその化合物

　　六価クロム化合物

　　鉛及びその化合物

　　砒
ひ

素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

　　ほう素及びその化合物

　　ポリ塩化ビフェニル

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　カドミウム及びその化合物

　　六価クロム化合物

　　鉛及びその化合物

　　砒
ひ

素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

　　ほう素及びその化合物

４　規則第58条第５項第10号から第13号までの該当性

　　規則第58条第５項第12号（埋立地管理区域）に該当
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　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八　女 田主丸
黒　木 線

八女市上陽町上横山1087番１先から
八女市上陽町上横山1074番２先まで
八女市上陽町上横山1061番７先から
八女市上陽町上横山1053番１先まで

　福岡県告示第205号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、令和３年３月26

日福岡県告示第385号福岡広域都市計画道路事業７・７・１－102号西鉄天神大牟田線側

道17号線の事業計画の変更を認可したので、同条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定により次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　施行者の名称

　　福岡市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　福岡広域都市計画道路事業　７・７・１－102号　西鉄天神大牟田線側道17号線

３　事業施行期間

　　平成22年７月23日から令和８年６月30日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分　

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

則第25号）第３条の規定に基づき、次のように情報通信の技術を利用して行う手続等の

根拠となる法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続を公示す

る。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要する申請等の根拠となる法

令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続

手続等の根拠となる法令又は
条例等の名称 条項 使用の開始日 対象手続

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第77条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報開示請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第91条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報訂正請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第99条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報利用停止請

求

　福岡県告示第203号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令

和８年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 久留米
柳　川 線 久留米市大善寺町宮本2118番３先から

久留米市大善寺町宮本2114番先まで

　福岡県告示第204号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令

和８年３月24日から開始する。
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　　福岡広域都市計画道路事業　７・７・１－104号　西鉄天神大牟田線側道19号線

３　事業施行期間

　　平成22年７月23日から令和９年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分　

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第208号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 指定年月日

像生172 たまえ耳鼻咽喉科 宗像市平井一丁目１－37 Ｒ８・２・１

大野生
163 にしやま耳鼻咽喉科 大野城市錦町二丁目３番12　ラ・

フルール春日原２階Ｂ号室 Ｒ８・２・１

春生201 みやびクリニック 春日市惣利二丁目70－１－２階 Ｒ８・２・２

福津生歯
48 岡本歯科医院 福津市福間南一丁目1150－３ Ｒ８・２・１

古生歯87 しまぞえ歯科 古賀市天神四丁目13－１ Ｒ８・２・１

宰生歯60 やすたけ歯科医院 太宰府市国分一丁目13－26 Ｒ７・11・１

那珂生歯
9

医療法人宝歯会　那珂川スマ
イル歯科小児歯科医院 那珂川市道善五丁目68番28号 Ｒ８・３・１

　福岡県告示第206号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、令和３年３月26

日福岡県告示第386号福岡広域都市計画道路事業７・６・１－103号西鉄天神大牟田線側

道18号線の事業計画の変更を認可したので、同条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定により次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　施行者の名称

　　福岡市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　福岡広域都市計画道路事業　７・６・１－103号　西鉄天神大牟田線側道18号線

３　事業施行期間

　　平成22年７月23日から令和８年６月30日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分　

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第207号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、令和３年３月26

日福岡県告示第387号福岡広域都市計画道路事業７・７・１－104号西鉄天神大牟田線側

道19号線の事業計画の変更を認可したので、同条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定により次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　施行者の名称

　　福岡市

２　都市計画事業の種類及び名称
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古生歯79 しまぞえ歯科 古賀市天神四丁目13－１ Ｒ８・１・31

筑紫生歯
24 酒井歯科医院 筑紫野市二日市中央三丁目９－18 Ｒ８・２・25

粕生薬
213 ひまわり薬局うみ調剤薬局 糟屋郡宇美町宇美六丁目１番２号　

１Ｆ Ｒ８・１・31

像生薬57 くすのき薬局 宗像市光岡字京縄手５－１ Ｒ８・１・15

飯生薬
152 タカラ薬局新飯塚店 飯塚市新飯塚1863－2 Ｒ８・１・31

大川生訪
３

大川三潴訪問看護ステーショ
ン 大川市大字郷原482－24 Ｒ７・７・１

　福岡県告示第210号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名称の変更

指定番号 旧名称 新名称 所在地 変更年月日

粕生397 新宮クリニック 新宮内科・循環器内科
クリニック

糟屋郡新宮町大字
原上1574－１ Ｒ８・２・１

２　所在地の変更

指定番号 名称 旧所在地 新所在地 変更年月日

粕生252 せと眼科医院 糟屋郡篠栗町大字尾仲
字宮の下723－４

糟屋郡篠栗町尾仲
二丁目７番23号 Ｒ７・11・１

　福岡県告示第211号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

直生薬
113

ドラッグセイムス直方駅東口
薬局 直方市古町17番33号　 Ｒ８・３・１

飯生薬
196 すずらん薬局新飯塚店 飯塚市新飯塚16番16号 Ｒ８・３・１

筑紫生訪
17

訪問看護ステーションととの
い筑紫野

筑紫野市針摺中央二丁目15－５　
松尾ビル202 Ｒ８・２・１

筑生訪12 Eｔｏｉｌｅ訪問看護ステー
ション

筑後市大字熊野67－８　グリーン
タウン筑後105 Ｒ８・２・１

飯生訪58 訪問看護ステーションあいあ
い飯塚 飯塚市幸袋575－12 Ｒ８・３・１

田生訪50 訪問看護ステーションほっと 田川市大字伊田3414－４　原田テ
ナントビル１階103号室 Ｒ８・２・１

　福岡県告示第209号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 廃止年月日

像生166 たまえ耳鼻咽喉科 宗像市平井一丁目１－37 Ｒ８・１・31

大野生
157 にしやま耳鼻咽喉科 大野城市錦町二丁目３－12 Ｒ８・１・31

春生175 みやびクリニック 春日市惣利二丁目70－１－２Ｆ Ｒ８・２・１

春生69 医療法人かくた小児科医院 春日市上白水七丁目15 Ｒ８・１・31

糸島地生
13 宮内内科循環器科 糸島市前原北二丁目12－33 Ｒ８・１・31

飯生136 津川診療所 飯塚市新飯塚18－12 Ｒ８・１・１

福津生歯
36 岡本歯科医院 福津市福間南一丁目1150－３ Ｒ８・１・31
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粕生柔
224

坂上　辰法（新宮中央整骨院
・はりきゅう院） 糟屋郡新宮町杜の宮四丁目５－11 Ｒ７・４・30

柳生はき
１ 岡　孝臣（岡鍼灸治療院） 柳川市宮永町24－15 Ｒ８・１・４

粕生はき
41

安藤　ひかる（ぷらす鍼灸治
療院　糟屋店） 糟屋郡篠栗町庄二丁目４番28号 Ｒ７・11・30

粕生はき
64

葉　祥山（ぷらす鍼灸治療院　
糟屋店） 糟屋郡篠栗町庄二丁目４番28号 Ｒ７・11・30

　福岡県告示第213号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第51条第１

項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた

施術者から指定の辞退があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 指定の辞退年月日

北筑後生はき
３

地福　久美子（美容鍼灸サ
ロンｅｔｏｉｌｅ）

朝倉郡筑前町東小田448－
２ Ｒ８・２・28

　福岡県告示第214号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、同法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示

する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林の所在場所

　　田川郡添田町大字津野字平石84（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 指定年月日

春生マ26 口木　翔多（フレアス在宅マ
ッサージ春日施術所）

春日市春日原東町二丁目44－３　
アネックス春日原201 Ｒ８・２・２

像生マ24 木下　彰芳（さくら鍼灸整骨
院） 宗像市日の里八丁目２－１ Ｒ８・２・１

福津生マ
６

落石　宏之（フレアス在宅マ
ッサージ福津施術所）

福津市中央二丁目18－１　福間ス
テーションタワー508 Ｒ８・４・１

春生はき
29

口木　翔多（フレアス在宅マ
ッサージ春日施術所）

春日市春日原東町二丁目44－３　
アネックス春日原201 Ｒ８・２・２

福津生は
き14

落石　宏之（フレアス在宅マ
ッサージ福津施術所）

福津市中央二丁目18－１　福間ス
テーションタワー508 Ｒ８・４・１

　福岡県告示第212号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 廃止年月日

柳生マ２ 岡鍼灸治療院 柳川市宮永町24－15 Ｒ８・１・４
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　福岡県税条例（昭和25年福岡県条例第36号）第47条の６第２項の規定に基づき、軽油

引取税に係る特約業者の指定を取り消したので、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油

引取税に係る事務処理要領（平成24年３月23日23税第5288号福岡県総務部長通達）第４

の４の規定により次のように公示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　特約業者の氏名又は名称

　　ヒヤムタ興産株式会社

２　主たる事務所又は事業所の所在地

　　中間市鍋山町１番１号

３　特約業者の指定取消年月日

　　令和８年３月１日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市小郡字正尻1574番１、1574番13、1574番14、1576番５から1576番７まで及び

1577番１、字北口1615番１、1615番２、1616番、1622番１、1622番３、1623番１、

1623番２及び1623番４から1623番６まで並びに字才町1628番１並びにこれらの区域内

の水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市大板井字井尻1143番地の１

　　社会福祉法人こぐま福祉会

　　理事長　佐藤　英二

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び添田町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

）に掲載するほか、福岡県福祉労働部障がい福祉課に備え置きます。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見を募集しなかった理由

　　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年

厚生労働省令第19号）の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うもので

あり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見

公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　令和８年３月24日

公　　　告
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条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

　　エ　次に掲げる法律の規定により届出の義務が課されたものであって、当該届出の

義務を履行していない者

　　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条

　　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条

　　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条

　　オ　県内の市町村において個人住民税（個人県民税及び個人市町村民税）を特別徴

収すべき者に対して給与の支払を行っている者であって、地方税法（昭和25年法

律第226号）第321条の４に規定する特別徴収義務者の指定を受けていないもの（

特別の理由がある場合を除く。）

　　カ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

　　キ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

　　ク　消費税及び地方消費税に未納のある者

　　ケ　福岡県内に事業所を有する者であって、福岡県の県税に未納のあるもの

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

　　ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

　公告

　福岡県災害救助法施行細則の一部を改正する規則案について、令和７年６月３日から

令和７年７月２日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、文言の一部を整理し、令和８

年３月24日に公布しました。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　問合せ先

　　福祉労働部福祉総務課災害救助・生活再建支援係

　　電話：092－643－3243

　　メールアドレス：saigaifukusomu@pref.fukuoka.lg.jp

　公告

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　福岡県電子調達システム更新に係る要件定義業務委託

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

　　ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれか

に該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

　　イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当するため知事が一

定の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者であって、当該期間を経

過していないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人と

して使用する者

　　ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２
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　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092－643－3092（ダイヤルイン）

　　　申請書は、福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からダウ

ンロードすることにより入手することができる。

　⑶　申請書の受付期間

　　　この公告の日から令和８年４月17日（金曜日）までとする。

　　　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　　　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから令和

９年10月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　　　⑴の有効期間の更新を希望する者は、令和９年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける業務委託契約について、次のとおり一般競争入

札に付します。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　競争入札に付する事項

　⑴　契約の名称

　　　福岡県電子調達システム更新に係る要件定義業務委託

　⑵　業務内容及び仕様等

　　イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

　　ウ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

　　エ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

　　オ　社会保険等加入状況報告（誓約）書（様式第10号）及び確認資料

　　カ　個人住民税特別徴収実施申告（誓約）書（様式第11号）及び確認資料

　　キ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

　　ク　障がい者の雇用状況の報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し

、報告義務がない場合で障がいのある方を雇用しているときには、障がい者雇用

状況調査票（様式第４号）

　　ケ　営業概要表（様式第５号）

　　コ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

　　サ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

　　シ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

　　ス　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

　　セ　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

　　ソ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

　　タ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

　　チ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

あるものに係る評価申請書等（ただし、障がい者雇用はクに掲げるもの）

　　ツ　返信用封筒（460円切手を貼付した長形３号封筒）
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大分類 中分類 業種名

05 02 機械器具（電子通信機器）

13 07 サービス業種その他（ソフトウェア開発）

13 11 サービス業種その他（その他）

　　イ　本件入札への共同参加を行っていないこと。

　　ウ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな

い者であること。

　　エ　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13

管達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）

の期間中でない者であること。

　　オ　都道府県、政令指定都市若しくは中核市又は国（独立行政法人を含む。）の職

員を利用対象とした電子調達システムの要件定義業務の実績を有すること。

　⑵　共同参加の場合の資格要件

　　ア　共同参加者のすべてが、２の入札参加資格を有し、その業種が次のいずれかの

条件を満たしていること。

大分類 中分類 業種名

05 02 機械器具（電子通信機器）

13 07 サービス業種その他（ソフトウェア開発）

13 11 サービス業種その他（その他）

　　イ　本件入札への単独参加又は他の共同参加を行っていないこと。

　　ウ　共同参加者の全てが４の⑴ウ及びエの要件を満たしていること。

　　エ　共同参加者のいずれかが、４の⑴オの要件を満たしていること。

５　当該業務委託契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県企画・地域振興部情報政策課（県庁行政棟６階北棟東側）

　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　電話番号　092－643－3196（ダイヤルイン）

　　　入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　契約締結日から令和９年３月31日まで

　⑷　納入場所

　　　福岡県企画・地域振興部情報政策課

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加者資格をいう。以下同じ。）

　　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示

第244号）」に定める資格を得ている者

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望する者は、所定の競争入札参加

資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

　・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　〒812－8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　電話番号　092－643－3092（ダイヤルイン）

　　申請書は、福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp）からダウンロ

ードすることにより入手することができる。

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）

　　令和８年５月18日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

　　入札参加に当たっては、単独で参加する場合のほか、共同で参加できるものとし、

単独参加の場合は次の⑴に掲げる要件の全てを、共同参加の場合は次の⑵に掲げる要

件の全てを満たしていることを条件とする。

　⑴　単独参加の場合の資格要件

　　ア　２の入札参加資格を有し、その業種が次のいずれかの条件を満たしていること

。
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　　イ　提案書等の作成に係る費用は、提案者の負担とする。

　　ウ　提出された提案書等は、返却しない。

　　エ　総合評価のための提案書について不明な点がある場合は、個別に質問を行うこ

とがある。

　　オ　提出に係る詳細については、入札説明書を参照すること。

11　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法等

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　令和８年５月18日（月）午後５時00分

　⑶　提出方法

　　　持参（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

間内必着）で行う。

　　　なお、入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、その封皮

に氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「５月19日開封福岡県電子調達シ

ステム更新に係る要件定義業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。

郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中

封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には、

「５月19日開封福岡県電子調達システム更新に係る要件定義業務委託の入札書在中

」と朱書きしなければならない。

　⑷　注意事項

　　ア　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた金額）をもって落札価格とする。入札参加者は、消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の

100に相当する額を入札書に記載すること。

　　イ　入札書の記名は、福岡県に登録している代表者本人（以下「入札者」という。

）の名前を記載すること。

　　　　なお、入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、委任状を提出し、入札書の

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

８　入札説明書の交付

　　この公告の日から令和８年４月７日（火）までの福岡県の休日を定める条例（平成

元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日」という。）を除く

毎日、午前９時00分から午後５時00分まで５の部局で交付するほか、福岡県庁ホーム

ページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp）からダウンロードすることにより入手する

ことができる。

９　入札説明会の開催

　⑴　日時

　　　令和８年３月27日（金）午後２時00分から

　⑵　場所

　　　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県庁行政棟地下１階　総務部会議室

10　入札参加申請書及び総合評価のための提案書の提出期限等

　⑴　提出期限

　　ア　入札参加申請書

　　　　令和８年４月７日（火）午後５時00分まで

　　イ　総合評価のための提案書

　　　　令和８年４月22日（水）午後５時00分まで

　⑵　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑶　提出方法

　　　持参（ただし、県の休日には受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期

間内必着）で行う。

　⑷　その他

　　ア　入札参加の申請をしない者は、本件入札に参加することができない。
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だし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

　　ア　福岡県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の100分の５以上を保険

金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、福岡県若しくは福岡県以外の地方公共団体又は国（独立行政

法人を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する

書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

　⑵　契約保証金

　　　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提出す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

　　ア　福岡県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険

金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、福岡県若しくは福岡県以外の地方公共団体又は国（独立行政

法人を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する

書面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

14　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　　なお、12の⑷により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、こ

れに加わることができない。

　⑴　入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札

　⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札

　⑷　所定の場所及び日時に到着しない入札

　⑸　入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札

　⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が上記13の⑴に規定する金額に達しない

入札

　⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

　⑻　入札参加者資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名

停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った

者がした入札

記名は当該委任状により委任された代理人（以下「代理人」という。）の名前を

記載すること。

　　ウ　入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をす

ることができない。

　　エ　入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求め

られた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならな

い。

　　オ　入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札

を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し

、又はこれを中止することができる。

12　開札の日時、場所及び方法等

　⑴　日時

　　　令和８年５月19日（火）午前10時00分

　⑵　場所

　　　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県庁行政棟10階　ＯＡ研修室

　⑶　方法

　　　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合におい

て、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない

職員を立ち会わせてこれを行う。

　⑷　落札者がない場合の措置

　　　開札の結果、落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の８の規定により

、別に定める日時において再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその

代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られれば、その

場で再度入札を行う。

13　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　　　見積金額（入札書に記載する入札金額に100分の10に相当する額を加算した額）

の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提出すること。た
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　　　Business consignment contract of the requirements definition for e－

Procurement System.

　　　－　The details are described in the manual of this tender. 

　⑵　Contract Period

　　　From the date of contract conclusion to 31 March 2027

　⑶　Delivery Location

　　　Please find attached information for public tender

　⑷　Time Limit of Tender

　　　５：00 P. M. 18 May 2026

　⑸　Contact Point for Notice

　　　Policy Planning and Regional Development Department Information Policy 

Division, Fukuoka Prefectural Government Office, ７－７ Higashikoen, Hakata－

ku, Fukuoka City, 812－8577, Japan

　　　TEL 092－643－3196

　　　FAX 092－643－3121

　公告

　次の特定開発行為の許可に係る対策工事等が完了したので、土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第18条第３項の規定

により公告する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

開発区域（工区）に含まれる地域の名称 特定開発行為の許可を受けた者の住所及び
氏名（名称）

土砂災害特別警戒区域
愛宕３丁目⑶（135－Ｋ－445）

福岡市中央区大名一丁目８－７
スタープライスビル３F
株式会社グランディア
代表取締役　伊勢田　直

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

　⑼　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

15　落札者の決定の方法

　⑴　提案書評価による「技術点」と、入札価格評価による「価格点」の合計点が最も

高い者とする。ただし、次のいずれかに該当した者は失格とし、次点の者をもって

落札者とする。

　　ア　予定価格を超える入札価格により入札した者

　　イ　評価項目表に示す「最重要」又は「重要」項目の得点に０点の評価が１項目で

もあった者

　　ウ　技術点が375点に満たないもの

　⑵　最高得点者が２者以上あるときは、技術点が高い者を落札者とする。さらに技術

点が同じ者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する

。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない

者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ

るものとする。

　⑶　技術点及び価格点の合計点数は、1,000点満点とし、その得点配分については、

価格点を250点、技術点を750点とする。

16　その他

　⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。なお、契約書作成に要する一切の費用は落札者の負担とする。

　⑵　この調達契約は、世界貿易機構（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。なお、同協定に基づいて設置した

福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情の申立てについては、福岡県庁ホームペー

ジ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp）に掲載している。

　⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止を要請する場合がある。この場合、調達手続の停止等があり得る。

　⑷　入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

17　Summary

　⑴　The name of contract matter
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１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市大板井字五反田1431番11及び1432番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市博多区上牟田二丁目11番24号

　　大和ハウス工業株式会社　九州支社

　　支社長　戝津　高広

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　八女郡広川町大字広川字屋敷252番１、252番２、260番３及び260番10、字水落335

番３及び335番６、字鶴田407番２、407番５の一部、407番７から407番12まで、409番

３、409番６及び409番７並びに字浦山418番１、418番２及び422番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　久留米市小頭町136番地１

　　株式会社アペックスコーポレーション

　　代表取締役　梶原　龍太

　公告

　福岡県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則案について、令和７年４月25日

から令和７年５月26日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、原案のとおり令和８年３月24

日に公布しました。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　問合せ先

36条第３項の規定により公告する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡須恵町大字植木字松浦881番１、881番２及び881番６から881番35まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市南区向野一丁目21番６号

　　株式会社アルコ

　　代表取締役　金満　典弘

　公告

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第45条第２項の規定に基づき、糸島市泊土

地区画整理組合の解散を認可したので、同条第５項の規定により次のように公告する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　組合の名称

　　糸島市泊土地区画整理組合

２　事務所の所在地

　　糸島市泊1216番地の２

３　設立認可の年月日

　　令和３年４月８日

４　解散認可の年月日

　　令和８年３月11日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要する申請等の根拠となる法

令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続

手続等の根拠となる法令又は
条例等の名称 条項 使用の開始日 対象手続

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第77条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報開示請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第91条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報訂正請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第99条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報利用停止請

求

　福岡県選挙管理委員会告示第28号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定による選挙運動に関する収

支報告書について、令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補

者井上貴博、古賀篤、許斐亮太郎、岡部吉高及び栗原渉の出納責任者から訂正の報告が

あったので、同法第192条第１項の規定に基づき公表した令和６年10月27日執行の衆議

院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨（

令和７年４月福岡県選挙管理委員会告示第35号）の一部を次のとおり改める。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙（福岡県第１区）における公職

の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、井上貴博の項を次のとおり改める。

　　建築都市部都市計画課行政係

　　電話：092－643－3711

　　メールアドレス：toshi@pref.fukuoka.lg.jp

　福岡県教育委員会告示第２号

　福岡県教育委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（

平成16年福岡県教育委員会規則第２号）において例によることとされる知事等に係る情

報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（平成16年福岡県規則第25号）第３条

の規定に基づき、次のように情報通信の技術を利用して行う手続等の根拠となる法令又

は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続を公示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県教育委員会　　

　情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要する申請等の根拠となる法

令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続

手続等の根拠となる法令又は
条例等の名称 条項 使用の開始日 対象手続

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第77条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報開示請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第91条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報訂正請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第99条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報利用停止請

求

　福岡県選挙管理委員会告示第27号

　知事等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（平成16年福岡県規

則第25号）第３条の規定に基づき、次のように情報通信の技術を利用して行う手続等の

根拠となる法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続を公示す

る。
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の
う

ち
公

費
負

担
相

当
額

項
　

　
　

目
金

　
　

　
額

選
挙

運
動

用
通

常
葉

書
の

作
成

ビ
ラ

の
作

成

ポ
ス

タ
ー

の
作

成

選
挙

事
務

所
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

選
挙

運
動

用
自

動
車

等
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

№
1

井
上

貴
博

候
補

者
届

出
政

党
自

由
民

主
党

大
谷

明
治
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令

和
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月
24

日
　

火
曜
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第

68
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号
　令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙（福岡県第３区）における公職

の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、古賀篤の項を次のとおり改める。



20
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
１

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

1
,
4
3
3
,
0
0
0

円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

3
8
2
,
2
3
4

円

古
賀

あ
つ

し
後

援
会

8
6
,
7
2
6

円
　

　
 
(
選

挙
事

務
所

費
1
9
0
,
6
2
6

円
)

自
由

民
主

党
福

岡
県

第
三

選
挙

区
支

部
4
,
0
5
0
,
0
0
0

円
　

　
 
(
集

合
会

場
費

1
9
1
,
6
0
8

円
)

福
岡

県
宅

建
政

治
連

盟
1
0
0
,
0
0
0

円
通

　
　

信
　

　
費

8
4
,
1
8
3

円

自
由

民
主

党
福

岡
県

支
部

連
合

会
2
0
0
,
0
0
0

円
交

　
　

通
　

　
費

5
5
9
,
7
2
9

円

印
　

　
刷

　
　

費
1
,
8
0
0
,
9
5
0

円

広
　

　
告

　
　

費
2
,
1
6
5
,
2
7
1

円

文
　

　
具

　
　

費
3
9
,
7
2
8

円

食
　

　
糧

　
　

費
1
7
4
,
2
9
1

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

収
入

1
件

8
2
,
6
2
9

円
雑

　
　

　
　

　
費

2
1
,
4
1
1

円

今
　

　
回

　
　

計
4
,
5
1
9
,
3
5
5

円
今

　
　

回
　

　
計

6
,
6
6
0
,
7
9
7

円

前
　

　
回

　
　

計
0

円
前

　
　

回
　

　
計

0
円

総
　

　
　

　
　

計
4
,
5
1
9
,
3
5
5

円
総

　
　

　
　

　
計

6
,
6
6
0
,
7
9
7

円

1
4
2
,
4
5
0

円

3
7
7
,
3
0
0

円

1
,
1
7
1
,
2
0
0

円

1
1
3
,
2
2
6

円

2
1
4
,
4
0
4

円

1
2
2
,
8
6
2

円

2
,
1
4
1
,
4
4
2

円

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
２

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

0
円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

1
3
,
9
1
0

円

　
　

 
(
選

挙
事

務
所

費
1
1
,
0
0
0

円
)

　
　

 
(
集

合
会

場
費

2
,
9
1
0

円
)

通
　

　
信

　
　

費
0

円

交
　

　
通

　
　

費
0

円

印
　

　
刷

　
　

費
0

円

広
　

　
告

　
　

費
0

円

文
　

　
具

　
　

費
0

円

食
　

　
糧

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

収
入

2
件

2
6
,
9
8
4

円
雑

　
　

　
　

　
費

1
3
,
0
7
4

円

今
　

　
回

　
　

計
2
6
,
9
8
4

円
今

　
　

回
　

　
計

2
6
,
9
8
4

円

前
　

　
回

　
　

計
4
,
5
1
9
,
3
5
5

円
前

　
　

回
　

　
計

6
,
6
6
0
,
7
9
7

円

総
　

　
　

　
　

計
4
,
5
4
6
,
3
3
9

円
総

　
　

　
　

　
計

6
,
6
8
7
,
7
8
1

円

令
和

６
年

1
1
月

９
日

か
ら

令
和

６
年

1
2
月

９
日

ま
で

令
和

６
年

1
2
月

1
8
日

個
人

演
説

会
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

計

№
4

古
賀

篤
候

補
者

届
出

政
党

自
由

民
主

党
廣

畑
伸

令
和

６
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

６
年

1
1
月

８
日

ま
で

令
和

６
年

1
1
月

1
1
日

支
出

の
う

ち
公

費
負

担
相

当
額

項
　

　
　

目
金

　
　

　
額

選
挙

運
動

用
通

常
葉

書
の

作
成

ビ
ラ

の
作

成

ポ
ス

タ
ー

の
作

成

選
挙

事
務

所
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

選
挙

運
動

用
自

動
車

等
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

№
3

古
賀

篤
候

補
者

届
出

政
党

自
由

民
主

党
廣

畑
伸
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の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、許斐亮太郎の項を次のとおり改める
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22
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
１

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

2
7
0
,
0
0
0

円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

4
3
,
1
2
0

円

国
民

民
主

党
3
,
0
0
0
,
0
0
0

円
　

　
 
(
選

挙
事

務
所

費
4
3
,
1
2
0

円
)

国
民

民
主

党
福

岡
県

第
４

区
総

支
部

2
,
0
0
0
,
0
0
0

円
　

　
 
(
集

合
会

場
費

0
円

)

国
民

民
主

党
福

岡
県

総
支

部
連

合
会

1
,
0
0
0
,
0
0
0

円
通

　
　

信
　

　
費

0
円

九
州

電
力

労
働

組
合

政
治

活
動

委
員

会
3
0
,
0
0
0

円
交

　
　

通
　

　
費

1
6
,
9
8
2

円

印
　

　
刷

　
　

費
1
,
9
5
0
,
9
5
4

円

広
　

　
告

　
　

費
1
,
0
3
6
,
0
6
8

円

文
　

　
具

　
　

費
6
5
,
9
6
8

円

食
　

　
糧

　
　

費
1
2
4
,
2
0
5

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
7
8
,
4
5
5

円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
5
8
2
,
4
3
7

円

今
　

　
回

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
今

　
　

回
　

　
計

4
,
1
6
8
,
1
8
9

円

前
　

　
回

　
　

計
0

円
前

　
　

回
　

　
計

0
円

総
　

　
　

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
総

　
　

　
　

　
計

4
,
1
6
8
,
1
8
9

円

2
7
8
,
2
5
0

円

4
9
0
,
7
0
0

円

1
,
1
8
2
,
0
0
4

円

1
6
9
,
8
3
9

円

2
1
4
,
4
0
4

円

2
0
4
,
7
7
0

円

2
,
5
3
9
,
9
6
7

円

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
２

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

0
円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

0
円

　
　

 
(
選

挙
事

務
所

費
0

円
)

　
　

 
(
集

合
会

場
費

0
円

)

通
　

　
信

　
　

費
0

円

交
　

　
通

　
　

費
0

円

印
　

　
刷

　
　

費
0

円

広
　

　
告

　
　

費
0

円

文
　

　
具

　
　

費
0

円

食
　

　
糧

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
3
,
4
5
6

円

今
　

　
回

　
　

計
0

円
今

　
　

回
　

　
計

3
,
4
5
6

円

前
　

　
回

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
前

　
　

回
　

　
計

4
,
1
6
8
,
1
8
9

円

総
　

　
　

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
総

　
　

　
　

　
計

4
,
1
7
1
,
6
4
5

円

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
３

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

0
円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

2
3
,
8
4
4

円

　
　

 
(
選

挙
事

務
所

費
2
3
,
8
4
4

円
)

　
　

 
(
集

合
会

場
費

0
円

)

通
　

　
信

　
　

費
0

円

交
　

　
通

　
　

費
0

円

印
　

　
刷

　
　

費
0

円

広
　

　
告

　
　

費
0

円

文
　

　
具

　
　

費
0

円

食
　

　
糧

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
1
1
0

円

今
　

　
回

　
　

計
0

円
今

　
　

回
　

　
計

2
3
,
9
5
4

円

前
　

　
回

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
前

　
　

回
　

　
計

4
,
1
7
1
,
6
4
5

円

総
　

　
　

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
総

　
　

　
　

　
計

4
,
1
9
5
,
5
9
9

円

令
和

６
年

1
1
月

2
0
日

か
ら

令
和

６
年

1
2
月

２
日

ま
で

令
和

６
年

1
2
月

６
日

令
和

６
年

1
1
月

７
日

か
ら

令
和

６
年

1
1
月

1
9
日

ま
で

令
和

６
年

1
1
月

2
5
日

№
4

許
斐

亮
太

郎
候

補
者

届
出

政
党

国
民

民
主

党
許

斐
亮

太
郎

№
3

許
斐

亮
太

郎
候

補
者

届
出

政
党

国
民

民
主

党
許

斐
亮

太
郎

令
和

６
年

1
0
月

２
日

か
ら

令
和

６
年

1
1
月

６
日

ま
で

令
和

６
年

1
1
月

1
1
日

支
出

の
う

ち
公

費
負

担
相

当
額

項
　

　
　

目
金

　
　

　
額

選
挙

運
動

用
通

常
葉

書
の

作
成

ビ
ラ

の
作

成

ポ
ス

タ
ー

の
作

成

選
挙

事
務

所
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

選
挙

運
動

用
自

動
車

等
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

個
人

演
説

会
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

計

№
2

許
斐

亮
太

郎
候

補
者

届
出

政
党

国
民

民
主

党
許

斐
亮

太
郎



23
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

№
5 候

補
者

氏
名

出
納

責
任

者
氏

名

第
４

回
報

告
分

期
間

令
和

６
年

1
2
月

３
日

か
ら

令
和

６
年

1
2
月

1
6
日

ま
で

報
告

書
受

理
年

月
日

令
和

６
年

1
2
月

2
3
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

0
円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

0
円

　
　

 
(
選

挙
事

務
所

費
0
円

)

　
　

 
(
集

合
会

場
費

0
円

)

通
　

　
信

　
　

費
0
円

交
　

　
通

　
　

費
0
円

印
　

　
刷

　
　

費
0
円

広
　

　
告

　
　

費
0
円

文
　

　
具

　
　

費
0
円

食
　

　
糧

　
　

費
0
円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0
円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
5
8
,
0
1
4
円

今
　

　
回

　
　

計
0
円

今
　

　
回

　
　

計
5
8
,
0
1
4
円

前
　

　
回

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
前

　
　

回
　

　
計

4
,
1
9
5
,
5
9
9

円

総
　

　
　

　
　

計
6
,
0
3
0
,
0
0
0

円
総

　
　

　
　

　
計

4
,
2
5
3
,
6
1
3

円

許
斐

亮
太

郎
候

補
者

届
出

政
党

国
民

民
主

党
許

斐
亮

太
郎



24
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号
　令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙（福岡県第５区）における公職

の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、岡部吉高の項を次のとおり改める。



25
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
１

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

0
円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

1
7
0
,
6
6
5

円

参
政

党
福

岡
第

５
支

部
2
,
0
7
6
,
0
7
0

円
　

　
 
(
選

挙
事

務
所

費
1
7
0
,
6
6
5

円
)

参
政

党
2
3
3
,
7
5
0

円
　

　
 
(
集

合
会

場
費

0
円

)

通
　

　
信

　
　

費
0
円

交
　

　
通

　
　

費
3
,
7
0
0
円

印
　

　
刷

　
　

費
2
2
4
,
9
5
0

円

広
　

　
告

　
　

費
1
,
8
0
7
,
0
8
6

円

文
　

　
具

　
　

費
1
2
,
1
7
0
円

食
　

　
糧

　
　

費
0
円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0
円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
9
1
,
2
4
9
円

今
　

　
回

　
　

計
2
,
3
0
9
,
8
2
0

円
今

　
　

回
　

　
計

2
,
3
0
9
,
8
2
0

円

前
　

　
回

　
　

計
0
円

前
　

　
回

　
　

計
0
円

総
　

　
　

　
　

計
2
,
3
0
9
,
8
2
0

円
総

　
　

　
　

　
計

2
,
3
0
9
,
8
2
0

円

令
和

６
年

２
月

2
6
日

か
ら

令
和

６
年

1
0
月

2
8
日

ま
で

令
和

６
年

1
1
月

1
1
日

№
1

岡
部

吉
高

候
補

者
届

出
政

党
参

政
党

高
野

達
也



26
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号
　令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙（福岡県第５区）における公職

の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、栗原渉の項を次のとおり改める。



27
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
１

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

1
,
1
0
1
,
0
0
0

円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

1
,
2
9
6
,
8
9
0

円

自
民

党
福

岡
県

連
2
0
0
,
0
0
0

円
　

　
 
(
選

挙
事

務
所

費
1
,
2
3
5
,
7
5
5

円
)

自
民

党
五

区
支

部
1
0
,
9
0
4
,
0
9
8

円
　

　
 
(
集

合
会

場
費

6
1
,
1
3
5

円
)

通
　

　
信

　
　

費
1
,
8
3
5
,
7
8
9

円

交
　

　
通

　
　

費
5
5
,
5
7
0

円

印
　

　
刷

　
　

費
4
,
5
3
6
,
5
1
6

円

広
　

　
告

　
　

費
1
,
8
2
4
,
6
6
2

円

文
　

　
具

　
　

費
1
7
6
,
6
5
1

円

食
　

　
糧

　
　

費
2
7
7
,
0
2
0

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
0

円

今
　

　
回

　
　

計
1
1
,
1
0
4
,
0
9
8

円
今

　
　

回
　

　
計

1
1
,
1
0
4
,
0
9
8

円

前
　

　
回

　
　

計
0

円
前

　
　

回
　

　
計

0
円

総
　

　
　

　
　

計
1
1
,
1
0
4
,
0
9
8

円
総

　
　

　
　

　
計

1
1
,
1
0
4
,
0
9
8

円

2
2
7
,
5
0
0

円

3
8
5
,
0
0
0

円

1
,
1
9
1
,
8
5
8

円

1
6
8
,
2
2
6

円

2
1
4
,
4
0
4

円

8
1
,
9
0
8

円

2
,
2
6
8
,
8
9
6

円

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
２

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

0
円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

1
,
6
7
2
,
3
5
6

円

自
民

党
五

区
支

部
1
,
7
1
8
,
3
5
0

円
　

　
 
(
選

挙
事

務
所

費
1
,
6
7
2
,
3
5
6

円
)

　
　

 
(
集

合
会

場
費

0
円

)

通
　

　
信

　
　

費
4
5
,
9
9
4

円

交
　

　
通

　
　

費
0

円

印
　

　
刷

　
　

費
0

円

広
　

　
告

　
　

費
0

円

文
　

　
具

　
　

費
0

円

食
　

　
糧

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0

円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
0

円

今
　

　
回

　
　

計
1
,
7
1
8
,
3
5
0

円
今

　
　

回
　

　
計

1
,
7
1
8
,
3
5
0

円

前
　

　
回

　
　

計
1
1
,
1
0
4
,
0
9
8

円
前

　
　

回
　

　
計

1
1
,
1
0
4
,
0
9
8

円

総
　

　
　

　
　

計
1
2
,
8
2
2
,
4
4
8

円
総

　
　

　
　

　
計

1
2
,
8
2
2
,
4
4
8

円

田
代

朋
子

令
和

６
年

1
1
月

1
2
日

か
ら

令
和

６
年

1
1
月

2
6
日

ま
で

令
和

６
年

1
1
月

2
7
日

個
人

演
説

会
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

計

№
3

栗
原

渉
候

補
者

届
出

政
党

自
由

民
主

党

令
和

６
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

６
年

1
1
月

1
1
日

ま
で

令
和

６
年

1
1
月

1
1
日

支
出

の
う

ち
公

費
負

担
相

当
額

項
　

　
　

目
金

　
　

　
額

選
挙

運
動

用
通

常
葉

書
の

作
成

ビ
ラ

の
作

成

ポ
ス

タ
ー

の
作

成

選
挙

事
務

所
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

選
挙

運
動

用
自

動
車

等
の

立
札

及
び

看
板

の
類

の
作

成

№
2

栗
原

渉
候

補
者

届
出

政
党

自
由

民
主

党
田

代
朋

子



28
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号 　福岡県選挙管理委員会告示第29号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定による選挙運動に関する収

支報告書について、令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙における候補者井

上博行の出納責任者から訂正の報告があったので、同法第192条第１項の規定に基づき

公表した令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙における公職の候補者の選挙

運動に関する収支報告書の要旨（令和５年９月福岡県選挙管理委員会告示第82号）の一

部を次のとおり改める。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙（福岡市博多区選挙区）における公

職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、井上博行の項を次のとおり改める

。



29
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
１

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

4
9
5
,
0
0
0

円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

2
5
4
,
8
3
3

円

自
由

民
主

党
福

岡
県

支
部

連
合

会
3
0
0
,
0
0
0

円
　

　
 
(
選

挙
事

務
所

費
2
2
4
,
8
3
3

円
)

福
岡

市
医

師
連

盟
1
0
0
,
0
0
0

円
　

　
 
(
集

合
会

場
費

3
0
,
0
0
0

円
)

井
上

博
行

後
援

会
4
3
,
0
6
5

円
通

　
　

信
　

　
費

0
円

福
岡

県
宅

建
政

治
連

盟
3
0
,
0
0
0

円
交

　
　

通
　

　
費

1
0
1
,
9
8
0

円

印
　

　
刷

　
　

費
1
,
0
1
4
,
2
7
6

円

広
　

　
告

　
　

費
7
1
1
,
8
3
8

円

文
　

　
具

　
　

費
0
円

食
　

　
糧

　
　

費
1
6
5
,
7
2
3

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0
円

そ
の

他
の

収
入

6
,
0
0
0
,
0
0
0

円
雑

　
　

　
　

　
費

1
8
5
,
0
1
4

円

今
　

　
回

　
　

計
6
,
4
7
3
,
0
6
5

円
今

　
　

回
　

　
計

2
,
9
2
8
,
6
6
4

円

前
　

　
回

　
　

計
0
円

前
　

　
回

　
　

計
0
円

総
　

　
　

　
　

計
6
,
4
7
3
,
0
6
5

円
総

　
　

　
　

　
計

2
,
9
2
8
,
6
6
4

円

1
2
3
,
6
8
0

円

8
9
0
,
5
9
6

円

1
,
0
1
4
,
2
7
6

円

候
補

者
氏

名
出

納
責

任
者

氏
名

第
２

回
報

告
分

期
間

報
告

書
受

理
年

月
日

収
　

　
入

支
　

　
出

主
た

る
寄

附
人

　
　

件
　

　
費

9
0
,
0
0
0

円

（
氏

名
・

団
体

名
）

（
職

業
）

（
寄

附
額

）
家

　
　

屋
　

　
費

0
円

　
　

 
(
選

挙
事

務
所

費
0
円

)

　
　

 
(
集

合
会

場
費

0
円

)

通
　

　
信

　
　

費
1
0
9
,
6
1
2

円

交
　

　
通

　
　

費
3
,
8
0
0

円

印
　

　
刷

　
　

費
0
円

広
　

　
告

　
　

費
1
,
0
9
6
,
4
8
0

円

文
　

　
具

　
　

費
0
円

食
　

　
糧

　
　

費
5
,
4
9
7

円

そ
の

他
の

寄
附

休
　

　
泊

　
　

費
0
円

そ
の

他
の

収
入

雑
　

　
　

　
　

費
0
円

今
　

　
回

　
　

計
0
円

今
　

　
回

　
　

計
1
,
3
0
5
,
3
8
9

円

前
　

　
回

　
　

計
6
,
4
7
3
,
0
6
5

円
前

　
　

回
　

　
計

2
,
9
2
8
,
6
6
4

円

総
　

　
　

　
　

計
6
,
4
7
3
,
0
6
5

円
総

　
　

　
　

　
計

4
,
2
3
4
,
0
5
3

円

令
和

５
年

４
月

2
2
日

か
ら

令
和

５
年

６
月

８
日

ま
で

令
和

５
年

６
月

９
日

№
２

井
上

博
行

所
属

党
派

自
由

民
主

党
西

嶋
順

二

令
和

５
年

２
月

６
日

か
ら

令
和

５
年

４
月

2
1
日

ま
で

令
和

５
年

４
月

2
4
日

支
出

の
う

ち
公

費
負

担
相

当
額

項
　

　
　

目
金

　
　

　
額

ビ
ラ

の
作

成

ポ
ス

タ
ー

の
作

成

計

№
１

井
上

博
行

所
属

党
派

自
由

民
主

党
西

嶋
順

二



30
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

　福岡県人事委員会告示第３号

　福岡県人事委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平

成16年福岡県人事委員会規則第６号）において例によることとされる知事等に係る情報

通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（平成16年福岡県規則第25号）第３条の

規定に基づき、次のように情報通信の技術を利用して行う手続等の根拠となる法令又は

条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続を公示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　馬　場　貞　仁　　

　情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要する申請等の根拠となる法

令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続

手続等の根拠となる法令又は
条例等の名称 条項 使用の開始日 対象手続

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第77条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報開示請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第91条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報訂正請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第99条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報利用停止請

求

　監査公表第30号

　令和８年１月９日に提出された福岡県職員措置請求（住民監査請求）については、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第５項の規定に基づき監査を実施したので、

その結果を次のとおり公表する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一



31
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

-
 
 
1
 
 
-
 

住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
の
結
果
 

 第
１
 
監
査
の
請
求
 

１
 
請
求
人
及
び
請
求
書
の
提
出
年
月
日
 

(1
)請

求
人
 

住
所
  
（
略
）
 

氏
名
 
大
井
 
忠
賢
 

(2
)提

出
年
月
日
  
令
和
８
年
１
月
９
日
 

 

２
 
請
求
の
内
容
 

(1
)請

求
の
要
旨
 

福
岡
県
議
会
が
実
施
し
た
海
外
視
察
に
係
る
公
金
支
出
に
つ
い
て
、
違
法
又
は
著
し
く
不
当
な
支
出
が
行
わ
 

れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
た
め
、
監
査
及
び
必
要
な
是
正
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

(2
)違

法
又
は
不
当
と
す
る
事
実
及
び
そ
の
理
由
 

ア
 
短
期
間
に
極
め
て
高
額
な
海
外
視
察
費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
点
 

情
報
公
開
請
求
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
資
料
等
に
よ
れ
ば
、
20
24
年
１
月
か
ら
20
25
年
８
月
ま
で
の
間
に
実
施
 

さ
れ
た
海
外
視
察
15
件
に
つ
い
て
、
公
費
負
担
額
は
合
計
約
１
億
44
89
万
円
に
達
し
て
い
る
。
 

イ
 
議
長
並
び
に
各
交
渉
会
派
の
代
表
者
の
反
復
参
加
が
全
体
構
造
と
し
て
生
じ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
（
海

外
視
察
の
必
要
性
に
つ
き
、
極
め
て
疑
問
が
あ
る
こ
と
）
 

海
外
視
察
は
原
則
と
し
て
議
長
並
び
に
各
交
渉
会
派
の
代
表
者
が
参
加
す
る
運
用
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
 

り
、
ま
た
、
特
定
の
行
き
先
に
限
ら
ず
、
海
外
視
察
全
体
を
通
じ
て
、
同
一
人
物
が
短
期
間
に
複
数
回
、
反
復
 

し
て
参
加
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
再
参
加
の
基
準
や
上
限
、
選
定
理
由
は
何
 

ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
海
外
視
察
の
必
要
性
、
参
加
者
の
選
定
に
つ
い
て
明
ら
か
に
 

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
上
記
の
点
が
明
確
と
さ
れ
な
け
れ
ば
、
海
外
視
察
の
名
の
下
に
、
実
際
は
、
県
議
会
の
 

有
力
議
員
の
「
慰
安
旅
行
」
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
 

い
。
 

ウ
 
随
意
契
約
に
よ
る
手
配
の
妥
当
性
に
つ
い
て
  

海
外
視
察
に
係
る
航
空
券
、
宿
泊
施
設
、
通
訳
、
現
地
移
動
等
の
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
に
よ
り
  

特
定
又
は
限
ら
れ
た
業
者
に
発
注
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
仮
に
、
特
定
又
は
限
ら
れ
た
業
者
に
発
注
さ
 

れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
該
業
者
と
県
議
会
議
員
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
 

ば
、
住
民
は
、
契
約
形
態
が
随
意
契
約
で
あ
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
端
的
に
い
え
ば
、
贈
収
賄
の
疑
念
す
ら
生
 

じ
る
の
で
あ
っ
て
、
公
金
支
出
の
是
非
に
つ
い
て
、
有
効
な
判
断
を
な
し
え
な
い
。
他
の
自
治
体
に
お
い
て
は
、
 

競
争
入
札
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
手
続
が
取
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
福
岡
県
 

議
会
の
海
外
視
察
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
か
、
随
意
契
約
の
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。
随
意
契
約
自
体
を
否
定
す
る
 

も
の
で
は
な
い
が
、
随
意
契
約
を
行
う
以
上
、
少
な
く
と
も
、
価
格
比
較
、
相
見
積
、
業
者
選
定
理
由
等
が
明
 

ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
随
意
契
約
に
至
る
経
緯
も
、
競
争
入
札
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
 

手
続
で
は
不
都
合
で
あ
る
事
情
に
つ
い
て
も
、
何
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
随
意
契
 

約
が
取
ら
れ
た
こ
と
で
、
競
争
性
・
経
済
性
を
欠
く
合
理
的
疑
い
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

エ
 
随
意
契
約
後
の
反
復
的
な
契
約
変
更
と
上
限
潜
脱
の
疑
い
 

 
 
 
 
 
海
外
視
察
に
伴
う
業
務
委
託
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
上
限
額
の
範
囲
内
で
随
意
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
、
 

そ
の
後
す
べ
て
の
案
件
に
お
い
て
変
更
契
約
が
行
わ
れ
、
最
終
的
な
契
約
額
が
当
初
契
約
額
を
大
幅
に
上
回
っ
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て
い
る
。
支
出
金
額
を
増
加
さ
せ
る
方
向
で
の
契
約
変
更
を
行
う
必
要
性
及
び
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
明
確
 

に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
法
令
上
の
上
限
額
を
潜
脱
す
る
た
め
の
手
法
で
あ
る
と
の
疑
い
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
 

な
い
。
 

 
 
 
オ
 
知
事
選
挙
の
実
施
時
期
と
議
会
対
策
的
配
慮
が
疑
わ
れ
る
構
造
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
20
25
年
４
月
に
は
知
事
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
知
事
選
挙
を
控
え
、
又
は
直
後
の
時
期
に
お
い
て
は
、
 

執
行
部
に
と
っ
て
議
会
運
営
の
安
定
が
特
に
重
視
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
 

に
、
議
長
並
び
に
各
交
渉
会
派
の
代
表
者
が
反
復
し
て
海
外
視
察
に
参
加
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
選
定
が
 

純
粋
に
行
政
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
慎
重
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
 

が
、
海
外
視
察
の
名
の
下
に
、
実
際
は
、
県
議
会
の
有
力
議
員
の
「
慰
安
旅
行
」
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
の
 

で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

 
 
 
カ
 
行
為
か
ら
１
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
を
行
う
正
当
な
理
由
 

 
 
 
 
 
福
岡
県
議
会
が
支
出
し
た
海
外
視
察
費
に
か
か
わ
る
公
金
支
出
に
問
題
が
あ
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の

は
、
西
日
本
新
聞
社
の
情
報
公
開
請
求
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
請
求
人
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
た
の
は
、

20
25
年
12
月
22
日
の
報
道
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
本
件
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
に
は
正
当
な
理
由
が
あ

る
（
地
方
自
治
法
第
24
2条
第
２
項
）
。
 

(3
)求

め
る
措
置
 

ア
 
請
求
対
象
の
海
外
の
視
察
経
費
に
つ
い
て
、
監
査
を
行
う
こ
と
 

(ｱ
)各

海
外
視
察
に
お
け
る
参
加
者
（
氏
名
、
役
職
、
会
派
、
参
加
回
数
）
の
確
認
 

(ｲ
)同

一
人
物
が
複
数
回
参
加
し
て
い
る
場
合
の
選
定
理
由
お
よ
び
合
理
性
 

(ｳ
)各

海
外
視
察
に
お
い
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
を
利
用
し
た
参
加
者
（
氏
名
、
役
職
、
会
派
、
参
加
回
数
）
 

の
確
認
 

(ｴ
)ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
を
利
用
し
た
参
加
者
と
そ
れ
以
外
の
参
加
者
が
い
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
理
由
で
ビ
 

ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
を
選
定
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
理
由
及
び
そ
の
選
定
理
由
の
合
理
性
 

(ｵ
)各

海
外
視
察
に
お
い
て
、
各
参
加
者
が
具
体
的
に
宿
泊
し
た
参
加
者
毎
の
ホ
テ
ル
の
名
前
及
び
具
体
的
な
 

部
屋
の
グ
レ
ー
ド
（
具
体
的
な
部
屋
の
広
さ
）
並
び
に
宿
泊
費
 

(ｶ
)各

海
外
視
察
に
お
い
て
、
参
加
者
毎
の
宿
泊
費
用
が
異
な
る
場
合
、
い
か
な
る
理
由
で
宿
泊
ホ
テ
ル
を
選
 

定
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
理
由
及
び
そ
の
選
定
理
由
の
合
理
性
並
び
に
選
定
を
し
た
も
の
の
氏
名
、
役
職
名
 

(ｷ
)ロ

イ
ヤ
ル
ス
イ
ー
ト
ル
ー
ム
お
よ
び
ス
イ
ー
ト
ル
ー
ム
並
び
に
そ
の
他
ハ
イ
グ
レ
ー
ド
な
客
室
を
利
用
し
 

た
参
加
者
が
い
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
理
由
で
そ
れ
ら
の
グ
レ
ー
ド
の
客
室
を
選
定
し
た
の
か
に
つ
い
て
 

の
理
由
及
び
そ
の
選
定
理
由
の
合
理
性
 

(ｸ
)随

意
契
約
お
よ
び
契
約
変
更
の
適
法
性
・
妥
当
性
 

(ｹ
)随

意
契
約
を
し
た
具
体
的
な
業
者
名
の
確
認
、
当
該
業
者
の
役
員
、
実
質
的
支
配
者
に
福
岡
県
議
会
議
員
 

の
親
族
な
い
し
関
係
者
が
存
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
確
認
 

(ｺ
)競
争
入
札
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
手
続
で
は
不
都
合
で
あ
っ
た
具
体
的
事
情
 

(ｻ
)業

務
委
託
費
増
額
の
予
見
可
能
性
及
び
責
任
の
所
在
 

(ｼ
)海

外
視
察
の
必
要
性
 

(ｽ
)海

外
視
察
に
お
け
る
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
の
有
無
並
び
に
そ
の
内
容
 

(ｾ
)今
後
の
再
発
防
止
策
（
上
限
設
定
、
入
札
原
則
の
徹
底
、
再
参
加
ル
ー
ル
、
成
果
検
証
）
 

イ
 
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
是
正
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

(4
)事

実
証
明
書
等
 

ア
 
西
日
本
新
聞
記
事
（
20
25
年
12
月
22
日
付
朝
刊
及
び
同
電
子
版
の
写
し
）
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（
主
な
内
容
）
 

 
 
 
・
 
福
岡
県
議
会
の
海
外
視
察
委
託
、
１
社
が
15
件
の
う
ち
８
件
契
約
 

・
 
同
県
議
会
の
海
外
視
察
費
、
随
意
契
約
後
に
増
額
 
15
件
で
最
大
10
倍
、
契
約
変
更
が
常
態
化
 

 
 
 
・
 
他
県
議
会
は
入
札
な
ど
を
実
施
 

 
 
イ
 
西
日
本
新
聞
記
事
（
20
25
年
12
月
27
日
付
朝
刊
及
び
同
電
子
版
の
写
し
）
 

 
 
  
（
主
な
内
容
）
 

 
 
 
 
・
 
福
岡
県
議
会
が
海
外
視
察
に
公
費
１
億
44
00
万
円
 
航
空
機
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
、
高
級
ホ
テ
ル
利
用
 

 第
２
 
監
査
委
員
の
除
斥
 

本
件
請
求
は
、
福
岡
県
議
会
（
以
下
「
県
議
会
」
と
い
う
。
）
が
決
定
し
た
海
外
派
遣
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
県
議
会
議
員
か
ら
選
任
さ
れ
た
渡
辺
美
穂
 監

査
委
員
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以

下
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）
第
19
9条

の
２
の
規
定
に
よ
り
除
斥
さ
れ
た
。
 

 第
３
 
請
求
の
要
件
審
査
 

本
件
請
求
は
、
自
治
法
第
24
2条
第
１
項
の
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令
和
８
年
１
月
19
日

付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

そ
の
後
、
海
外
派
遣
ご
と
に
調
査
を
行
い
、
派
遣
の
事
実
が
公
表
さ
れ
た
日
、
海
外
派
遣
に
係
る
公
金
の
最
終
支

出
日
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
 

 
【
表
１
】

 
番
 

 号
 

 

用
 
務
 

 

派
遣
期
間
 

 

派
遣
決
定
の
方
法
 

 

派
遣
の
事
実

が
公
表
さ
れ

た
日
(※

1)
 

公
金
の
最
終

支
出
日
 

(※
2)
 

①
 
 ハ

ワ
イ
州
議
会
友
好
訪
問
 

令
和
６
年
１
月

14
日
～
 

１
月

19
日
（
６
日
間
）
 

令
和
５
年

12
月
 

定
例
会
議
決
 

令
和
５
年
 

12
月

20
日
 

令
和
６
年
 

５
月

29
日
 

②
 
 ハ

ノ
イ
市
友
好
提
携

15
周

年
記

念
訪

問
及

び
ハ

ノ
イ

市
人
民
評
議
会
友
好
訪
問
 

令
和
６
年
１
月

22
日
～
 

１
月

25
日
（
４
日
間
）
 

同
上
 

同
上
 

令
和
６
年
 

５
月
９
日
 

③
 
 バ

ン
コ

ク
都

議
会

友
好

訪

問
 

令
和
６
年
１
月

24
日
～
 

１
月

28
日
（
５
日
間
）
 

同
上
 

同
上
 

令
和
６
年
 

４
月

18
日
 

④
 
 欧

州
調
査
視
察
 

令
和
６
年
２
月
１
日
～
 

２
月
８
日
（
８
日
間
）
 

議
長
専
決
 

（
令
和
６
年
１
月
９
日
）
 

令
和
６
年
 

６
月
５
日
 

令
和
６
年
 

５
月

30
日
 

⑤
 
 大

韓
民

国
慶

尚
南

道
議

会

友
好
訪
問
 

令
和
６
年
２
月

22
日
～
 

２
月

24
日
（
３
日
間
）
 

令
和
５
年

12
月
 

定
例
会
議
決
 

令
和
５
年
 

12
月

20
日
 

令
和
６
年
 

４
月

18
日
 

⑥
 
 南

ア
フ
リ
カ
等
視
察
調
査
 

令
和
６
年
４
月

11
日
～

４
月

19
日
（
９
日
間
）
 

令
和
６
年
２
月
 

定
例
会
議
決
 

令
和
６
年
 

３
月

22
日
 

令
和
６
年
 

10
月
９
日
 

⑦
 
 ハ

ワ
イ
州
友
好
促
進
訪
問
 

令
和

６
年

５
月

９
日

～

５
月

12
日
（
４
日
間
）
 

同
上
 

同
上
 

令
和
６
年
 

10
月

21
日
 

⑧
 
 ロ

ン
ド
ン
・
パ
リ
訪
問
 

令
和
６
年
５
月

23
日
～

５
月

27
日
（
５
日
間
）
 

同
上
 

同
上
 

令
和
６
年
 

11
月

13
日
 

⑨
 
 ニ

ュ
ー

サ
ウ

ス
ウ

ェ
ー

ル

ズ
州
交
流
促
進
訪
問
 

令
和

６
年

８
月

３
日

～

８
月
８
日
（
６
日
間
）
 

令
和
６
年
６
月
 

定
例
会
議
決
 

令
和
６
年
 

６
月

24
日
 

令
和
７
年
 

１
月

10
日
 

⑩
 
 エ

ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
訪
問
 

令
和
６
年

11
月
２
日
～

11
月
７
日
（
６
日
間
）
 

令
和
６
年
９
月
 

定
例
会
議
決
 

令
和
６
年
 

10
月
９
日
 

令
和
７
年
 

５
月

14
日
 

⑪
 
 バ

ン
コ

ク
都

友
好

促
進

訪

問
 

令
和
６
年

11
月

19
日
～

11
月

22
日
（
４
日
間
）
 

同
上
 

同
上
 

令
和
７
年
 

３
月

10
日
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⑫
 
 ハ

ワ
イ
州
議
会
友
好
訪
問
 

令
和
７
年
１
月

13
日
～

１
月

17
日
（
５
日
間
）
 

令
和
６
年

12
月
 

定
例
会
議
決
 

令
和
６
年
 

12
月

19
日
 

令
和
７
年
 

３
月

18
日
 

⑬
 
 ハ

ノ
イ

市
人

民
評

議
会

友

好
提
携

10
周
年
記
念
訪
問
 

令
和

７
年

３
月

２
日

～

３
月
４
日
（
３
日
間
）
 

令
和
７
年
２
月
 

定
例
会
議
決
 

令
和
７
年
 

２
月

20
日
 

令
和
７
年
 

５
月
１
日
 

⑭
 
 大

韓
民

国
慶

尚
南

道
議

会

友
好
訪
問
 

令
和
７
年
３
月

26
日
～

３
月

28
日
（
３
日
間
）
 

同
上
 

同
上
 

令
和
７
年
 

５
月

12
日
 

⑮
 
 中

国
訪
問
 

令
和
７
年
８
月

20
日
～

８
月

24
日
（
５
日
間
）
 

議
長
専
決
 

（
令
和
７
年
８
月
６
日
）
 

令
和
７
年
 

８
月

18
日
 

令
和
８
年
 

２
月

16
日
 

(※
1)
 
派
遣
の
事
実
が
公
表
さ
れ
た
日
と
は
、
④
⑮
以
外
は
県
議
会
の
議
決
、
④
に
つ
い
て
は
新
聞
報
道
、
⑮
に
つ

い
て
は
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
よ
り
、
県
民
が
福
岡
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成

13
年
福
岡
県
条
例
第
５
号
）
に
基

づ
く
公
文
書
開
示
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
日
 

(※
2)
 
公
金
の
最
終
支
出
日
と
は
、
費
用
弁
償
（
旅
費
）
、
交
際
費
及
び
委
託
料
の
支
出
が
い
ず
れ
も
完
了
し
た
日
 

 
 

財
務
会
計
上
の
行
為
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
に
は
請
求
期
限
が
あ
り
、
自
治
法
第
24
2条
第
２
項
で
は
、
当
該

行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
請
求
の
期
間
を
制
限
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
 

上
記
「
正
当
な
理
由
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
最
高
裁
平
成

14
年
９
月

12
日
第
一
小
法
廷
判
決
は
、
当
該
行
為
が

秘
密
裡
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ

て
調
査
し
た
と
き
に
客
観
的
に
み
て
当
該
行
為
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
当
該
行
為
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
と
解
さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る

（
最
高
裁
昭
和
62

年
（
行
ツ
）
第
76
号
同
63

年
４
月

22
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事

15
4
号

57
頁
参

照
）
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
当
該
行
為
が
秘
密
裡
に
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
ず
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が

相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
を
尽
く
し
て
も
客
観
的
に
み
て
監
査
請
求
を
す
る
に
足
り
る
程
度
に
当
該
行
為
の
存

在
又
は
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

更
に
、
住
民
が
な
す
べ
き
「
相
当
の
注
意
力
」
を
も
っ
て
す
る
調
査
は
、
住
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
い
つ
で
も
閲
覧

等
で
き
る
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
方
で
積
極
的
に
調
査
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
る
（
神
戸
地
裁
平
成

16
年

11
月
９
日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
最
高
裁
平
成
14
年
９
月
12
日
第
一
小
法
廷
判
決
は
、
住
民
が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
す
れ
ば
客
観

的
に
み
て
住
民
監
査
請
求
を
す
る
程
度
に
財
務
会
計
上
の
行
為
の
存
在
及
び
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
日
か
ら
、

約
２
か
月
後
に
監
査
請
求
し
た
場
合
は
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
と
い
え
る
が
、
約
３
か
月
後
に
監
査
請

求
を
し
た
場
合
に
は
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
を
元
に
判
断
す
る
と
、
ま
ず
、
【
表
１
】
の
①
～
⑧
に
つ
い
て
は
、
監
査
請
求
日
（
令
和
８
年
１
月
８
日
）

時
点
で
、
全
て
の
財
務
会
計
行
為
（
公
金
の
支
出
）
が
行
わ
れ
て
か
ら
１
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

続
い
て
、
【
表
１
】
の
①
～
⑧
に
つ
い
て
、
１
年
を
経
過
し
て
も
請
求
が
可
能
で
あ
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
を

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
遅
く
と
も
令
和
６
年
６
月
５
日
ま
で
に
派
遣
の
事
実
は
公
表
さ
れ
て
お
り
、
公
務
で

派
遣
す
る
以
上
、
公
金
の
支
出
を
伴
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
点
で
開

示
請
求
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
 

更
に
、
令
和
６
年
５
月
に
は
、
【
表
１
】
の
⑥
の
派
遣
を
契
機
に
新
聞
報
道
等
で
議
員
の
海
外
派
遣
回
数
や
費
用

等
に
対
す
る
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
て
県
議
会
は
海
外
視
察
の
ル
ー
ル
見
直
し
を
議
論
す
る

「
議
会
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
立
ち
上
げ
、
同
年
６
月
に
協
議
結
果
を
中
間
答
申
と
し
て
報
道
機
関
に
公

表
し
た
。
 

同
年
７
月
に
は
、
こ
れ
ら
の
報
道
に
つ
い
て
請
求
人
は
Yo
uT
ub
eチ
ャ
ン
ネ
ル
で
自
身
の
考
え
を
配
信
し
て
い
る

4
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こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
。
 

請
求
人
は
請
求
書
の
中
で
、
海
外
派
遣
に
関
わ
る
公
金
支
出
に
つ
い
て
、
「
問
題
が
あ
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
 

た
の
は
、
西
日
本
新
聞
社
の
情
報
公
開
請
求
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
請
求
人
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
た
の
は

20
25
 

（
令
和
７
）
年

12
月

22
日
の
報
道
に
よ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
海
外
派
遣
の
事
実
は
い
ず
れ
も
少
な
く
と
も
 

１
年
以
上
前
に
は
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
20
25
（
令
和
７
）
年

12
月

22
日
の
西
日
本
新
聞
社
の
報
道
は
開
示
請
 

求
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
派
遣
が
公
表
さ
れ
た
時
点
で
、
誰
も
が
い
つ
で
も
開
示
請
求
を
行
え
ば
同
様
の
情
報
を
入
 

手
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
本
件
請
求
が
公
金
の
支
出
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
後
に
行
わ
れ
た
こ
 

と
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

こ
の
た
め
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
請
求
日
時
点
で
既
に
１
年
を
経
過
し
た
【
表
１
】
の
①
～
⑧
に
つ
い
て
は
、

監
査
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。
 

ま
た
、
【
表
１
】
の
⑨
～
⑪
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
費
目
に
つ
い
て
公
金
の
支
出
か
ら
１
年
を
経
過
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
海
外
派
遣
に
係
る
公
表
は
、
遅
く
と
も
請
求
日
の
１
年
以
上
前
の
令
和
６
年
10
月
９
日
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
前
記
①
～
⑧
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
公
金
の
支
出
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
費
目
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象

と
な
ら
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。
 

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
監
査
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
は
【
表
２
】
の
と
お
り
と
な
る
。
 

な
お
、
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て
は
、
関
係
法
令
等
の
改
正
が
令
和
７
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
た
 

め
、
【
表
２
】
の
⑨
～
⑭
は
改
正
前
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
 

 
 
【
表
２
】
（
網
掛
け
斜
線
部
分
は
監
査
対
象
外
）
 

※
複
数
の
支
出
が
あ
る
も
の
は
（
 
）
内
に
件
数
を
記
載
 

 

第
４
 
監
査
の
実
施
 

１
 
監
査
事
項
 

対
象
と
な
る
海
外
派
遣
に
係
る
公
金
の
支
出
に
違
法
性
又
は
不
当
性
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
監
査
す
る
こ
と
と
 

し
た
。
 

 
 
 

２
 
監
査
対
象
機
関
及
び
監
査
対
象
所
属
 

福
岡
県
知
事
を
監
査
対
象
機
関
と
し
、
議
会
事
務
局
総
務
課
を
監
査
対
象
所
属
と
し
た
。
 

 

番 号
 

用
 
務
 

費
用
弁
償
支
出
日
 

（
旅
費
）
 

交
際
費
支
出
日
 

（
土
産
代
）
 

委
託
料
支
出
日
 

（
通
訳
代
含
む
）
 

⑨
 

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ

州
交
流
促
進
訪
問
 

令
和
７
年
１
月

10
日
 

最
終
支
出
日
:令

和
６
年
８
月
９
日
 

（
１
年
を
経
過
）
 

令
和
６
年

12
月

23
日
 

（
１
年
を
経
過
）
 

⑩
 

エ
ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
訪
問
 

令
和
７
年
５
月

13
日
 

同
上
:令

和
６
年

11
月
７
日
 

（
１
年
を
経
過
）
 

令
和
７
年
５
月

14
日
 

⑪
 

バ
ン
コ
ク
都
友
好
促
進
訪
問
 

令
和
７
年
２
月

28
日
 

同
上
:令

和
６
年

11
月

22
日
 

（
１
年
を
経
過
）
 

令
和
７
年
３
月

10
日
 

⑫
 

ハ
ワ
イ
州
議
会
友
好
訪
問
 

令
和
７
年
３
月

17
日
 

令
和
７
年
１
月

20
日
 

～
１
月

22
日
（
２
件
）
 
 
 

令
和
７
年
３
月

18
日
 

⑬
 

ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
友
好

提
携

10
周
年
記
念
訪
問
 

令
和
７
年
４
月

14
日
 

令
和
７
年
２
月

25
日
 

～
３
月

17
日
（
８
件
）
 

令
和
７
年
５
月
１
日
 

⑭
 

大
韓
民
国
慶
尚
南
道
議
会
友

好
訪
問
 

令
和
７
年
５
月
２
日
 

令
和
７
年
２
月

28
日
 

～
４
月
３
日
（
５
件
）
 

令
和
７
年
５
月

12
日
 

⑮
 

中
国
訪
問
 

令
和
８
年
２
月

16
日
 

令
和
７
年
８
月

25
日
（
２
件
）
 

令
和
８
年
２
月

12
日
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３
 
請
求
人
の
陳
述
 

 
 
 
 
請
求
人
に
対
し
、
自
治
法
第
24
2条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
８
年
２
月
10
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

の
機
会
を
設
け
た
。
そ
の
際
、
監
査
対
象
所
属
の
職
員
の
立
会
は
な
か
っ
た
。
 

請
求
人
か
ら
は
、
お
お
む
ね
前
記
第
１
の
２
の
記
載
に
沿
っ
た
陳
述
が
あ
っ
た
。
 

 

４
 
議
会
事
務
局
長
の
弁
明
 

本
件
請
求
に
対
す
る
弁
明
を
議
会
事
務
局
長
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
令
和
８
年
２
月
４
日
付
け
で
以
下
の
内
容
の
弁

明
書
が
提
出
さ
れ
た
。
 

(1
)弁

明
の
趣
旨
 

本
件
請
求
を
却
下
又
は
棄
却
す
る
と
の
決
定
を
求
め
る
。
 

(2
)事

実
の
認
否
 

ア
 
監
査
請
求
期
間
の
経
過
 

請
求
人
は
、
事
実
証
明
書
と
し
て
西
日
本
新
聞

20
25

年
12

月
22

日
及
び
同
月

27
日
の
朝
刊
掲
載
記
事
の

写
し
を
提
出
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
中
の
「
福
岡
県
議
会
の
海
外
視
察
に
伴
う
業
務
委
託
の
契
約
額
」
及
び

「
福
岡
県
議
会
の
海
外
視
察
費
」
と
題
す
る
表
(以

下
「
本
件
記
事
の
表
」
と
い
う
。
)に

記
載
さ
れ
た
令
和
６

年
１
月
か
ら
令
和
７
年
８
月
ま
で
の
間
に
県
議
会
が
実
施
し
た
「
海
外
視
察
」
15

件
に
つ
い
て
、
公
金
の
支
出

又
は
当
該
海
外
視
察
に
係
る
航
空
券
、
宿
泊
施
設
、
通
訳
、
現
地
移
動
等
の
業
務
委
託
(以

下
、
単
に
「
業
務

委
託
」
と
い
う
。
)が

違
法
又
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 

し
か
し
、
本
件
記
事
の
表
の
う
ち
、
20
24

年
１
月
「
米
ハ
ワ
イ
」
の
項
か
ら
同
年
５
月
「
英
、
仏
」
の
項
ま
 
 
 

で
の
８
件
は
、
費
用
弁
償
 
(旅

費
)に

関
す
る
航
空
運
賃
及
び
宿
泊
費
等
に
関
す
る
契
約
並
び
に
業
務
委
託
契

約
の
締
結
の
時
点
は
も
ち
ろ
ん
、
費
用
弁
償
 
(旅

費
)及

び
業
務
委
託
料
の
支
出
の
時
点
か
ら
起
算
し
て
も
本

件
監
査
請
求
が
行
わ
れ
た
令
和
８
年
１
月
８
日
に
は
既
に
１
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
８
月

「
豪
州
」
の
項
に
つ
い
て
も
業
務
委
託
料
の
支
出
は

20
24

年
12

月
23

日
に
終
わ
り
、
や
は
り
本
件
監
査
請
求

の
時
点
で
１
年
以
上
経
過
し
て
い
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
契
約
又
は
支
出
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
は
不
適
法
で
あ
る
。
 

こ
の
点
、
請
求
人
は
、
「
(本

件
)海

外
視
察
費
に
関
わ
る
公
金
支
出
に
問
題
が
あ
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ

た
の
は
、
西
日
本
新
聞
社
の
情
報
公
開
請
求
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
請
求
人
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
た
の
は

20
25

年
12

月
22

日
の
報
道
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
か
ら
１
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

本
件
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
に
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
 

し
か
し
、
上
記
監
査
請
求
期
間
を
経
過
し
た
契
約
又
は
支
出
に
関
す
る
海
外
視
察
に
関
す
る
派
遣
議
決
の
内

容
は
県
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
請
求
人
は
、
西
日
本
新
聞
の
報
道
を
待

た
ず
と
も
開
示
請
求
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
指
摘
す
る
。
ま
た
、
請
求
人
が
論
拠
と
す
る
西
日
本
新
聞
 

社
は
じ
め
マ
ス
コ
ミ
各
社
は
、
本
件
記
事
の
表
の

20
24

年
４
月
の
項
に
記
載
さ
れ
た
「
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
」
の

視
察
を
契
機
と
し
て
、
県
議
会
の
海
外
活
動
経
費
が
高
額
で
あ
る
と
し
、
あ
る
い
は
そ
の
目
的
等
に
関
す
る
疑

念
を
表
明
す
る
報
道
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
。
 

さ
ら
に
、
請
求
人
自
身
も
、
「
セ
ン
キ
ョ
タ
イ
ム
ズ
」
と
い
う
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

20
24

年
７

月
６
日
に
出
演
し
、
本
件
監
査
請
求
に
お
け
る
主
張
と
類
似
す
る
批
判
を
既
に
行
っ
て
い
る
し
、
動
画
の
画
面

に
掲
示
さ
れ
た
表
に
は
、
本
件
記
事
の
表
の
う
ち

20
24

年
５
月
「
英
、
仏
」
の
項
の
「
海
外
視
察
」
も
記
載
さ

れ
て
い
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
20
24

年
当
時
の
報
道
に
は
、
今
回
の

20
25

年
12

月
22

日
の
西
日
本
新
聞
の
記
事
の
よ
う
に
 

業
務
委
託
契
約
に
関
し
、
当
初
契
約
の
委
託
金
額
と
変
更
契
約
の
委
託
金
額
を
比
較
し
、
何
倍
に
も
な
っ
て
い
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る
事
例
が
あ
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
記
事
が
最
大
 

10
倍
超
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
事
例
を
含
め
、
変
更
契
約
で
増
額
さ
れ
て
い
る
事
実
や
随
意
契
約
で
あ
る
 

こ
と
等
、
本
件
監
査
請
求
で
請
求
人
が
違
法
又
は
不
当
と
主
張
し
て
い
る
内
容
は
、
い
ず
れ
も

20
24

年
当
時
に
 

報
道
各
社
に
情
報
開
示
し
た
文
書
で
確
認
で
き
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
こ
の
点
に
関
し
、
最
高
裁
平
成

14
年
９
月

12
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
民
集

56
巻
７
号

14
81
頁
）
は
「
正
 

当
な
理
由
の
有
無
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
を
す
れ
ば
客
観
的
に
み
 

て
上
記
の
程
度
に
当
該
行
為
の
存
在
及
び
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
解
さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
 

監
査
請
求
を
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
そ
こ
で
、
こ
の
判
断
基
準
を
本
件
監
査
請
求
に
当
て
は
め
る
と
、
請
求
人
が
当
該
行
為
の
存
在
及
び
内
容
を
 

知
り
、
又
は
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
た
調
査
と
し
て
開
示
請
求
を
行
え
ば
知
る
こ
と
が
で
き
た

20
24

年
５
月
 

「
英
、
仏
」
の
項
以
前
の
財
務
会
計
行
為
及
び
同
年
８
月
「
豪
州
」
の
項
に
係
る
財
務
会
計
行
為
の
う
ち
業
務
 

委
託
契
約
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
は
成
立
せ
ず
、
不
適
法
で
あ
る
と
解
す
る
。
 

 
 
 
イ
 
短
期
間
に
極
め
て
高
額
な
海
外
視
察
費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
請
求
人
が
主
張
の
根
拠
と
す
る
本
件
記
事
の
表
の
数
字
は
、
議
会
事
務
局
か
ら
情
報
提
供
し
た
も
の
で
は
な
 

く
西
日
本
新
聞
の
記
者
が

20
24

年
及
び

20
25

年
に
情
報
公
開
請
求
し
、
開
示
を
受
け
た
文
書
か
ら
独
自
に
算
 

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
海
外
視
察
を
は
じ
め
海
外
活
動
の
経
費
の
額
は
、
参
加
者
の
数
、
行
程
、
時
期
、
 

訪
問
国
・
地
域
の
物
価
水
準
、
為
替
等
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
極
め
て
高
額
」
か
否
か
を
一
概
に
 

断
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
請
求
人
の
主
張
は
単
な
る
主
観
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
当
否
は
不
知
と
し
か
 

言
い
よ
う
が
な
い
。
 

ウ
 
議
長
並
び
に
各
交
渉
会
派
の
代
表
者
の
反
復
参
加
が
全
体
構
造
と
し
て
生
じ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
(海

外
視
 

察
の
必
要
性
に
つ
き
、
極
め
て
疑
問
が
あ
る
)と

の
主
張
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
情
報
公
開
請
求
等
に
よ
る
事
実
確
認
を
行
わ
ず
、
西
日
本
新
聞
の
報
道
の
み
に
依
拠
し
た
「
疑
い
」
や
「
可
 

能
性
」
に
基
づ
く
主
張
で
あ
り
、
対
象
と
し
て
い
る
「
海
外
視
察
(海

外
活
動
)」

に
関
す
る
支
出
が
違
法
又
は
 

不
当
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
や
証
明
に
は
な
り
え
な
い
。
 

 
 
 
 
 
県
議
会
の
海
外
視
察
そ
の
他
の
海
外
活
動
の
必
要
性
は
議
決
等
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
お
り
、
参
加
者
も
、
 

当
該
活
動
の
内
容
に
従
い
議
決
又
は
議
決
等
で
委
任
を
受
け
た
議
長
に
よ
っ
て
適
任
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
。

議
会
の
活
動
で
あ
る
か
ら
議
会
を
代
表
す
る
議
長
が
参
加
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
、
海
外
で
議
会
活
動

と
い
う
公
務
を
議
長
と
共
同
で
行
い
、
そ
の
成
果
を
出
来
る
だ
け
議
会
全
体
で
共
有
す
る
た
め
に
主
要
会
派
の

代
表
者
に
参
加
を
求
め
る
こ
と
も
必
要
か
つ
合
理
的
で
あ
る
が
、
議
員
は
多
忙
で
あ
る
た
め
、
各
主
要
会
派
を

代
表
し
て
参
加
す
る
議
員
は
、
実
態
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
代
表
者
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
 

 
 
 
 
 
な
お
、
「
再
参
加
の
基
準
や
上
限
」
な
ど
が
存
在
し
え
な
い
の
は
、
「
有
力
議
員
の
慰
安
旅
行
」
な
ど
で
は

断
じ
て
な
い
か
ら
こ
そ
、
当
然
で
あ
る
。
 

エ
 
随
意
契
約
に
よ
る
手
配
の
妥
当
性
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
本
県
議
会
の
海
外
活
動
の
業
務
委
託
が
随
意
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
理
由
は
キ
で
後
述
す
る
が
、
随
 

意
契
約
で
あ
る
こ
と
以
外
に
何
ら
根
拠
を
示
さ
ず
に
業
者
と
県
議
会
議
員
の
関
係
を
疑
い
、
贈
収
賄
の
疑
念
ま
 

で
言
及
す
る
の
は
論
理
に
大
き
な
飛
躍
が
あ
り
、
不
適
切
で
あ
る
。
業
務
委
託
契
約
は
、
県
議
会
議
員
で
は
な
 

く
議
会
事
務
局
の
担
当
職
員
複
数
の
公
然
と
し
た
事
務
処
理
に
よ
っ
て
、
公
正
・
適
法
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
な
お
、
請
求
人
が
西
日
本
新
聞
の
報
道
に
依
拠
し
て
主
張
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
手
続
」
も
 

随
意
契
約
の
一
形
態
で
あ
る
し
、
本
県
議
会
の
契
約
事
務
処
理
で
も
「
価
格
比
較
、
相
見
積
、
業
者
選
定
理
由
 

の
明
示
」
は
一
応
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
競
争
性
・
経
済
性
」
を
よ
り
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
業
者
選
 

定
手
続
の
見
直
し
を
現
在
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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オ
 
随
意
契
約
後
の
反
復
的
な
契
約
変
更
と
上
限
潜
脱
の
疑
い
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
 

本
県
議
会
の
業
務
委
託
契
約
は
、
法
令
上
の
随
意
契
約
の
根
拠
条
項
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
契
約
金
額
の
み
を
 
 

理
由
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
県
議
会
の
海
外
活
動
の
業
務
委
託
の
実
態
が
価
格
競
争
に
適
さ
 

ず
、
履
行
能
力
を
有
す
る
業
者
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

22
年
政
令
 

第
16
号
。
以
下
「
自
治
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

16
7
条
の
２
第
１
項
第
２
号
及
び
福
岡
県
財
務
規
則
運
用
 
 

要
綱
（
昭
和
39

年
９
月

25
日
39

出
総
第
34
0
号
。
以
下
「
財
務
規
則
運
用
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
１
号
の

「
契
約
の
目
的
物
が
特
定
の
も
の
で
な
け
れ
ば
納
入
で
き
な
い
と
き
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。

当
初
契
約
の
際
、
自
治
法
施
行
令
第

16
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
時
点
で
確

定
で
き
る
内
容
の
委
託
業
務
に
要
す
る
経
費
の
予
定
価
格
が
結
果
と
し
て
同
号
所
定
の
金
額
を
下
回
っ
て
い
た

か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
請
求
人
は
、
支
出
金
額
を
増
加
さ
せ
る
方
向
で
の
契
約
変
更
を
行
う
必
要
性
と
妥
当
性
を

問
題
と
し
て
い
る
が
、
元
々
、
予
定
さ
れ
て
い
た
が
単
に
金
額
が
確
定
で
き
て
い
な
か
っ
た
契
約
金
額
に
変
更

し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
上
記
自
治
法
施
行
令
の
規
定
を
「
潜
脱
」
す
る
た
め
の
手
法
で
は
な
い
。
 

カ
 
知
事
選
挙
の
実
施
時
期
と
議
会
対
策
的
配
慮
が
疑
わ
れ
る
構
造
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
本
県
議
会
は
、
従
来
か
ら
活
発
に
海
外
の
国
・
地
域
と
の
友
好
交
流
活
動
を
進
め
て
お
り
、
20
24

年
度
だ
け
 

 
 
 
 
実
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
請
求
人
が
出
演
し
た
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の
番
組
で
掲
示
し
た
表
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
ら
根
拠
を
示
さ
ず

20
25

年
の
知
事
選
挙
と
本
県
議
会
の
海
外
活
動
と

を
強
引
に
結
び
付
け
た
請
求
人
の
主
張
は
、
監
査
請
求
の
趣
旨
を
逸
脱
し
て
お
り
、
極
め
て
不
適
切
で
あ
る
。
 

キ
 
そ
の
他
（
本
県
議
会
の
海
外
活
動
業
務
委
託
が
随
意
契
約
で
行
わ
れ
て
い
る
理
由
）
 

(ｱ
)本

県
議
会
の
海
外
活
動
の
特
性
 
 

本
県
議
会
の
海
外
活
動
は
、
他
県
の
実
施
例
に
多
い
、
例
え
ば
、
日
程
、
参
加
者
、
調
査
や
研
修
の
テ
ー
 

マ
等
が
決
ま
っ
て
お
り
、
比
較
的
自
由
に
具
体
の
訪
問
箇
所
や
行
程
の
内
容
を
設
定
で
き
る
も
の
と
は
異
な

り
、
訪
問
箇
所
、
行
程
等
が
訪
問
国
・
地
域
の
政
府
機
関
、
議
会
等
の
都
合
・
事
情
に
合
わ
せ
て
変
更
と
な

る
こ
と
も
多
く
、
直
前
ま
で
確
定
し
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
継
続
的
に
国
際
交
流
を
行
っ

て
い
る
相
手
・
地
域
の
場
合
、
そ
の
年
の
訪
問
の
目
的
・
内
容
自
体
も
、
当
該
訪
問
先
と
の
協
議
に
よ
っ
て

設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
特
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
県
議
会
の
海
外
活
動
が
、
様
々
な
海

外
の
地
域
・
機
関
等
と
の
継
続
的
な
友
好
交
流
関
係
の
増
進
を
図
る
た
め
そ
の
時
点
で
双
方
が
抱
え
る
政
策

課
題
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
意
義
の
あ
る
交
流
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
や
海
外
で
実

施
さ
れ
る
公
共
的
な
機
関
・
団
体
の
活
動
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
新
た
な
国
際
的
な
連
携
交
流
関
係
を
築

く
こ
と
で
本
県
の
国
際
的
な
地
位
の
向
上
や
成
長
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
 

(ｲ
)委

託
業
者
早
期
選
定
の
必
要
性
と
こ
れ
ま
で
の
契
約
方
法
 

こ
の
よ
う
に
、
本
県
議
会
の
委
託
契
約
の
内
容
は
直
前
ま
で
確
定
し
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
一
方
で
、
委

託
業
者
に
は
、
航
空
機
の
座
席
や
現
地
交
通
手
段
、
宿
泊
先
等
の
確
保
（
仮
予
約
等
）
そ
の
他
各
種
手
配
の

準
備
に
早
期
に
着
手
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
結
局
、
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
費
用
が
高
額
に
な
る
な

ど
、
海
外
活
動
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
 

そ
こ
で
、
県
議
会
事
務
局
で
は
、
委
託
業
者
を
選
定
す
る
た
め
の
基
本
契
約
の
趣
旨
で
必
要
最
小
限
の
要

素
に
よ
っ
て
当
初
契
約
を
締
結
し
、
直
ち
に
手
配
業
務
に
着
手
し
て
も
ら
い
、
委
託
業
務
の
全
体
が
確
定
し

た
時
点
で
、
い
わ
ば
実
施
契
約
と
し
て
全
体
契
約
を
変
更
契
約
の
方
式
で
締
結
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
本
県
議
会
の
会
議
規
則
第

87
条
で
は
、
「
議
員
を
派
遣
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
会
の
議
決
で

こ
れ
を
決
定
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
の
議
決
後
に
参
加
者
の
選
定
や
訪
問
先
と
の
正
式
な
調
整
等
を
行

う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
行
程
の
詳
細
や
参
加
者
が
固
ま
る
の
は
そ
れ
以
降
に
な
る
。
し
か
も
、

前
述
の
と
お
り
、
本
県
議
会
の
海
外
活
動
は
、
現
地
で
の
活
動
内
容
が
先
方
の
機
関
・
団
体
等
と
の
協
議
・
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調
整
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
上
記
議
決
を
前
倒
し
て
行
う
こ
と
も
通
常
困
難
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
当
初
契
約
の
時
点
か
ら
全
体
契
約
の
額
や
行
程
が
見
え
た
方
が
望
ま
し
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
当
初
か
ら
確
定
額
で
全
体
契
約
を
締
結
す
る
方
式
に
す
る
と
、
業
者
の
方
も
手
配

を
確
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
が
、
直
前
ま
で
参
加
者
や
行
程
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
情
は
変

わ
ら
な
い
た
め
、
契
約
変
更
に
よ
る
多
額
の
キ
ャ
ン
セ
ル
料
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
そ
し
て
、

そ
の
リ
ス
ク
を
議
会
と
業
者
の
い
ず
れ
か
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
採
用
は
困
難
で
あ

る
。
こ
の
様
な
事
情
か
ら
、
現
在
、
県
議
会
事
務
局
に
お
い
て
、
よ
り
望
ま
し
い
契
約
方
式
へ
の
変
更
を
検

討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

(ｳ
)上

記
随
意
契
約
の
根
拠
法
令
 

本
県
議
会
の
海
外
活
動
の
手
配
業
務
の
委
託
は
、
価
格
競
争
に
適
さ
ず
、
履
行
能
力
を
有
す
る
業
者
が
極

め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
治
法
施
行
令
第

16
7
条
の
２
第
１
項
第
２
号
及
び
財
務
規
則
運
用
要
綱
第

１
号
の
「
契
約
の
目
的
物
が
特
定
の
も
の
で
な
け
れ
ば
納
入
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
」
に
該
当
し
、
法

令
上
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
(ｲ
)に

記
載
の
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
当

初
契
約
は
、
業
者
の
早
期
選
定
に
重
き
を
置
き
、
基
本
要
素
に
絞
っ
て
契
約
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
た
め
、

結
果
と
し
て
、
自
治
法
施
行
令
第

16
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
所
定
の
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
 

な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
自
治
法
施
行
令
第

16
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
と
同
項
第
２
号
が
重
複
し
て
該
当
す

る
場
合
に
は
、
法
慣
習
と
し
て
前
者
を
優
先
適
用
し
、
随
意
契
約
の
理
由
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

 
５
 
監
査
対
象
所
属
に
対
す
る
監
査
 

 
 
 
議
会
事
務
局
総
務
課
職
員
に
対
し
、
令
和
８
年
１
月

19
日
か
ら
同
年
３
月
５
日
に
か
け
て
、
関
係
書
類
の
調
査
及

び
確
認
並
び
に
聴
取
調
査
を
行
っ
た
。
 

 第
５
 
監
査
の
結
果
 

１
 
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
事
項
に
つ
い
て
、
監
査
対
象
所
属
に
お
け
る
関
係
書
類
の
調
査
及
び
担
当
職
員
か
ら
の
聴
取
に
よ
り
、

以
下
の
事
項
を
確
認
し
た
。
 
 

(1
)ニ

ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
交
流
促
進
訪
問
 

ア
 
訪
 問

 国
 
 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
 

 
イ
 
期
 
 
間
 
 
令
和
６
年
８
月
３
日
か
ら
令
和
６
年
８
月
８
日
ま
で
の
６
日
間

 
ウ
 
参
加
議
員
 
 
香
原
 勝
司
議
長
、
藏
内
 勇
夫
議
員
、
原
竹
 岩

海
議
員
、
堀
 大
助
議
員
 

エ
 
行
 
 
程
 

 
日
 
程

 
行
 
程

 
８
月
３
日
 

（
土
）
 

福
岡
空
港
⇒
羽
田
空
港
⇒
 

 

８
月
４
日
 

（
日
）
 

⇒
シ
ド
ニ
ー
空
港
 

・
サ
ブ
ロ
ー
・
ナ
ガ
ク
ラ
パ
ー
ク
訪
問
 

・
80

周
年
記
念
式
典
：
カ
ウ
ラ
市
長
主
催
公
式
夕
食
会
 

８
月
５
日
 

（
月
）
 

・
80

周
年
記
念
式
典
：
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
・
日
本
人
戦
争
墓
地
に
て
献
花
式
 

・
80

周
年
記
念
式
典
：
Ma
y 
We
ir
 M
em
or
ia
l 
Mo
rn
in
g 
Te
a 

・
シ
ド
ニ
ー
福
岡
県
人
会
と
の
意
見
交
換
会
 

８
月
６
日
 

（
火
）
 

・
セ
ン
ト
ラ
ル
・
シ
ド
ニ
ー
・
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
訪
問
 

・
福
岡
県
観
光
セ
ミ
ナ
ー
・
交
流
会
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・
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
教
育
省
訪
問
 

・
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
産
業
貿
易
大
臣
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
大
臣
表
敬
訪
問
 

・
福
岡
県
教
育
旅
行
セ
ミ
ナ
ー
・
交
流
会
 

・
関
係
者
と
の
意
見
交
換
会
 

８
月
７
日
 

（
水
）
 

・
エ
ム
シ
ー
ア
イ
・
カ
ー
ボ
ン
社
訪
問
 

・
オ
リ
カ
社
訪
問
 

シ
ド
ニ
ー
空
港
⇒
 

８
月
８
日
 

（
木
）
 

⇒
羽
田
空
港
⇒
福
岡
空
港
 

オ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
 

本
件
海
外
派
遣
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
31
年
９
月
議
決
。
以
下
「
会
議
規
則
」
と
い

う
。
）
第
87
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
６
月
24
日
の
県
議
会
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数

に
よ
り
以
下
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
。
 

(ｱ
)目

 
 
的
 
 
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
エ
ー
ル
ズ
州
カ
ウ
ラ
で
開
催
さ
れ
る
日
本
人
捕
虜
集
団
脱
走
80
周
年
記

念
慰
霊
式
典
へ
の
参
加
と
、
水
素
や
ス
ポ
ー
ツ
等
の
分
野
に
お
け
る
交
流
を
促
進
す
る
。
 

(ｲ
)場

 
 
所
 
 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
 

(ｳ
)期

 
 
間
 
 
令
和
６
年
８
月
３
日
か
ら
令
和
６
年
８
月
８
日
ま
で
の
６
日
間
 

(ｴ
)参

加
議
員
 
 
議
長
及
び
各
交
渉
会
派
を
代
表
す
る
議
員

 
カ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
議
員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て

 
本
派
遣
に
係
る
費
用
弁
償
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
 

支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
 
 

た
。
 

  

   

(ｱ
)航

空
賃
 

議
長
を
含
め
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

25
年
法
律
第

11
4

号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
第
34
条
第
１
項
第
１
号
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
２
号
の
イ
の
職
務
に
あ

る
者
に
相
当
す
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
を
使
用
し
た
場
合
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
な

お
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

(ｲ
)宿

泊
料
 

宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
準
用
す
る
旅
費
法
に
お
い
て
宿
泊
料
定
額
を
定
め
て
い
る
が
、
派
遣
時
に
お
け
る

滞
在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
法
定
額
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
旅
費
の

制
度
所
管
課
（
人
事
課
）
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
旅
費
法
第

46
条
第
２
項
に
基

づ
き
、
複
数
の
ホ
テ
ル
の
見
積
書
を
徴
し
、
知
事
（
人
事
課
）
に
事
前
協
議
を
行
っ
た
上
で
必
要
額
を
支
給

し
て
い
た
。
 

ま
た
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
部
屋
の
み
他
の
議
員
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
と
し
て
い
た
。
こ

れ
は
、
訪
問
国
の
政
府
要
人
等
が
面
会
に
来
ら
れ
た
際
に
、
相
応
の
グ
レ
ー
ド
の
部
屋
で
来
客
対
応
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
み
、
一
定
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
つ
つ
、
不
必
要
に
華

美
な
ル
ー
ム
タ
イ
プ
で
な
い
部
屋
の
使
用
を
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ

支
出
日
 

金
額
（
円
）
 

航
空
運
賃
等
 

宿
泊
料
 

日
当
、
旅
行

雑
費
等
 

計
 

令
和
７
年
 

１
月

10
日
 

4,
23
3,
53
5 

 

65
9,
00
0 

14
8,
61
9  

 

5,
04
1,
15
4  
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っ
た
。
 

(ｳ
)そ

の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
31

年
福
岡
県
条
例
第
35
号
）
等

関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に
要
し
た
交
通
費
、
日
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準

拠
し
た
金
額
及
び
旅
行
雑
費
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
 

キ
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
令
和
６
年
８
月

28
日
に
「
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
令
和
６
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
）
」
で
結
果
報
告
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 

(2
)エ

ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
訪
問
 

ア
 
訪
 問

 国
 
 
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
 

イ
 
期
 
 
間
 
 
令
和
６
年

11
月
２
日
か
ら
令
和
６
年

11
月
７
日
ま
で
の
６
日
間
 

ウ
 
参
加
議
員
 
 
香
原
 勝
司
議
長
、
中
尾
 正
幸
議
員
 

エ
 
行
 
 
程
 
 

日
 
程
 

行
 
程
 

11
月
２
日
 

（
土
）
 

福
岡
空
港
⇒
羽
田
空
港
⇒
 

 

11
月
３
日
 

（
日
）
 

⇒
ウ
ィ
ー
ン
空
港
⇒
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
空
港
⇒
 

※
ウ
ィ
ー
ン
発
カ
イ
ロ
便
が
欠
航
に
な
っ
た
た
め
、
急
き
ょ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
経
由
と
な
っ
た
も
の
。
 

11
月
４
日
 

（
月
）
 

⇒
カ
イ
ロ
空
港
 

・
第

12
回
世
界
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
参
加
 

・
在
エ
ジ
プ
ト
日
本
大
使
館
と
の
意
見
交
換
 

11
月
５
日
 

（
火
）
 

・
ハ
ビ
タ
ッ
ト
関
係
者
等
と
の
意
見
交
換
 

・
第

12
回
世
界
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
 

11
月
６
日
 

（
水
）
 

カ
イ
ロ
空
港
⇒
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
空
港
⇒
 

 

11
月
７
日
 

（
木
）
 

⇒
羽
田
空
港
⇒
福
岡
空
港
 

オ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
 

本
件
海
外
派
遣
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第
87
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
10
月
９
日
の

県
議
会
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
に
よ
り
以
下
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
。
 

(ｱ
)目

 
 
的
 
 
国
連
機
関
と
し
て
世
界
の
生
活
環
境
の
改
善
と
い
う
ワ
ン
ヘ
ル
ス
に
深
く
関
わ
る
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
る
ハ
ビ
タ
ッ
ト
本
部
と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
エ
ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
で

開
催
さ
れ
る
「
第
12
回
世
界
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
参
加
し
、
世
界
的
規
模
の
会
議
等
に

お
い
て
、
本
県
の
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
取
組
を
継
続
的
に
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
方
策
等
の

調
査
を
行
う
。
 

(ｲ
)場

 
 
所
 
 
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
 

(ｳ
)期

 
 
間
 
 
令
和
６
年
11
月
２
日
か
ら
令
和
６
年
11
月
７
日
ま
で
の
６
日
間
 

(ｴ
)参

加
議
員
 
 
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員
 

カ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
議
員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て
 

本
派
遣
に
係
る
費
用
弁
償
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
 

支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い

 
た
。
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(ｱ
)航

空
賃
 

議
長
を
含
め
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
第
34
条
第
１
項
第
１
号
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
２
号
の
イ
の

職
務
に
あ
る
者
に
相
当
す
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
を
使
用
し
た
場
合
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い

た
。
な
お
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

(ｲ
)宿

泊
料

 
宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
準
用
す
る
旅
費
法
に
お
い
て
宿
泊
料
定
額
を
定
め
て
い
る
が
、
派
遣
時
に
お
け
る
滞
 

在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
法
定
額
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
旅
費
の
制
度
 

所
管
課
（
人
事
課
）
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
旅
費
法
第

46
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
 

複
数
の
ホ
テ
ル
の
見
積
書
を
徴
し
、
知
事
（
人
事
課
）
に
事
前
協
議
を
行
っ
た
上
で
必
要
額
を
支
給
し
て
い
た
。
 

ま
た
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
部
屋
の
み
他
の
議
員
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
訪
問
国
の
政
府
要
人
等
が
面
会
に
来
ら
れ
た
際
に
、
相
応
の
グ
レ
ー
ド
の
部
屋
で
来
客
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
み
、
一
定
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
つ
つ
、
不
必
要
に
華
美
な
ル

ー
ム
タ
イ
プ
で
な
い
部
屋
の
使
用
を
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

(ｳ
)そ

の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に

要
し
た
交
通
費
、
日
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準
拠
し
た
金
額
及
び
旅
行
雑
費
が
支
給
さ
れ

て
い
た
。
 

キ
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
の
手
続
及
び
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
 

本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
は
、
福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
39

年
規
則
第

23
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
 

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
過
去
に
同
様
の
業
務
の
履
行
実
績
が
あ
る
な
ど
受
注
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
業
者
２
 

社
か
ら
見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
と
随
意
 

契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

当
初
契
約
に
お
け
る
委
託
業
務
は
、
専
門
的
な
通
訳
確
保
の
目
途
が
立
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
現
地
ガ
イ
 

ド
の
要
否
及
び
拘
束
時
間
が
想
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
添
乗
員
（
１
名
）
業
務
の
み
で
締
結
 

し
て
い
た
。
 

 
 
 
 
行
程
の
確
定
に
伴
い
、
車
両
借
上
（
１
台
）
、
現
地
ガ
イ
ド
（
１
名
）
、
通
訳
（
１
名
）
を
業
務
に
追
加
し

た
１
回
目
の
変
更
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。
 

そ
の
後
、
通
訳
に
つ
い
て
専
門
的
な
通
訳
が
で
き
る
者
が
現
地
で
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
南
ア
フ
リ
カ
在

住
の
者
に
依
頼
し
た
こ
と
、
「
第
12
回
世
界
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
へ
２
万
人
を
超
え
る
参
加
者
が
あ
り
車
両
借

上
代
が
高
騰
し
た
こ
と
、
エ
ジ
プ
ト
大
使
館
と
の
意
見
交
換
会
の
確
定
に
伴
い
意
見
交
換
会
経
費
等
を
追
加
し

た
こ
と
に
よ
り
、
２
回
目
の
変
更
契
約
を
締
結
し
た
。
 

 
 
 
 
変
更
後
の
委
託
業
務
は
、
い
ず
れ
も
エ
ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
訪
問
に
必
要
な
業
務
で
あ
り
、
変
更
金
額
も
、
 
 
 

第
12
回
世
界
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
中
と
い
う
特
殊
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
 

 
 
 
 
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
計
上
さ
れ
た
予
算
に
お
い
て
は
、
添
乗
員
費
用
以
外
に
ガ
イ
ド
料
、
通
訳
料
、
現
地

移
動
バ
ス
借
上
げ
が
計
上
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
予
定
価
格
に
は
添
乗
員
費
用
し
か
計
上
せ
ず
、

契
約
締
結
後
に
車
両
借
上
、
現
地
ガ
イ
ド
、
通
訳
を
変
更
契
約
で
追
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
実
例
価
格
等
を
基

支
出
日
 

金
額
（
円
）
 

航
空
運
賃
等
 

宿
泊
料
 

日
当
、
旅
行

雑
費
等
 

計
 

令
和
７
年
 

５
月

13
日
 

3,
76
2,
70
0 

 

47
8,
80
0  

72
,3
80
 

4,
31
3,
88
0 
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に
計
上
さ
れ
た
予
算
額
を
無
視
し
た
執
行
方
法
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
 
 
 
と
は
い
え
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
契
約
自
体
が
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
支
出
自
体
に
不
適
正
な
も
の
は

見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

項
 
目
 

内
 
容
 

予
算
額
 

2,
03
8,
00
0
円
 

予
定
価
格
・
内
訳
 

99
0,
00
0
円
 

（
内
訳
）
添
乗
員
費
用
（
1
名
）
 
99
0,
00
0
円
 

契
約
額
（
当
初
）
・
契
約
日
 

95
0,
00
0
円
 
 
令
和
６
年

10
月

18
日
 

契
約
期
間
 

令
和
６
年

10
月

18
日
か
ら
同
年

11
月
７
日
ま
で
 

委
託
内
容
 

添
乗
員
 

変
更
後
金
額
（
１
回
目
）
・
契
約
日
 

2,
03
8,
00
0
円
 
 
令
和
６
年

10
月

25
日
 

変
更
内
容
（
追
加
業
務
）
 

車
両
借
上
（
1
台
）
、
現
地
ガ
イ
ド
（
1
名
）
、
通
訳
（
1
名
）
 

変
更
後
金
額
（
２
回
目
）
・
契
約
日
 

4,
46
1,
27
2
円
 
 
令
和
６
年

11
月
１
日
 

変
更
内
容
（
追
加
業
務
）
 

・
通
訳
料
の
増
加
 

・
車
両
借
上
料
の
高
騰
に
よ
る
増
加
 

・
エ
ジ
プ
ト
大
使
館
と
の
意
見
交
換
会
（
9
名
参
加
）
の
追
加
 

・
現
地
諸
雑
費
の
追
加
 

ク
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
令
和
７
年
２
月

28
日
に
「
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
令
和
６
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
）
」
で
結
果
報
告
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 (3
)バ

ン
コ
ク
都
友
好
促
進
訪
問
 

ア
 
訪
 問

 国
 
 
タ
イ
王
国
 

イ
 
期
 
 
間
 
 
令
和
６
年
11
月
19
日
か
ら
令
和
６
年
11
月
22
日
ま
で
の
４
日
間
 

ウ
 
参
加
議
員
 
 
香
原
 勝
司
議
長
、
藏
内
 勇
夫
議
員
、
松
尾
 統
章
議
員
、
井
上
 博
隆
議
員
 

エ
 
行
 
 
程
 

日
 
程

 
行
 
程

 
11

月
19

日
 

（
火
）
 

福
岡
空
港
⇒
バ
ン
コ
ク
・
ス
ワ
ン
ナ
プ
ー
ム
空
港
 

・
タ
イ
国
福
岡
県
人
会
・
タ
イ
福
岡
OB

会
と
の
意
見
交
換
会
 

11
月

20
日
 

（
水
）
 

・
バ
ン
コ
ク
都
知
事
と
の
会
談
及
び
ワ
ン
ヘ
ル
ス
推
進
に
係
る
基
本
合
意
書
署
名
式
 

・
在
タ
イ
日
本
国
大
使
館
と
の
意
見
交
換
会
 

・
バ
ン
コ
ク
都
議
会
表
敬
及
び
協
定
締
結
式
 

・
バ
ン
コ
ク
都
主
催
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
 

11
月

21
日
 

（
木
）
 

・
福
岡
県
観
光
セ
ミ
ナ
ー
・
交
流
会
 

・
「
福
岡
フ
ェ
ア
」
開
会
セ
レ
モ
ニ
ー
 

・
県
産
農
林
水
産
物
PR
試
食
会
 

11
月

22
日
 

（
金
）
 

バ
ン
コ
ク
・
ス
ワ
ン
ナ
プ
ー
ム
空
港
⇒
福
岡
空
港
 

オ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
手
続
に
つ
い
て

 
本
件
海
外
派
遣
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第
87
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
10
月
９
日
の

県
議
会
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
に
よ
り
以
下
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
。
 

(ｱ
)目

 
 
的
 
 
バ
ン
コ
ク
都
を
訪
問
し
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
分
野
等
に
係
る
協
議
を
行
う
と
と
も
に
、
「
福
岡
フ
 

 ェ
ア
」
に
参
加
し
、
両
地
域
の
更
な
る
関
係
強
化
や
本
県
の
認
知
度
向
上
を
図
る
。
 

(ｲ
)場

 
 
所
 
 
タ
イ
王
国
 

(ｳ
)期

 
 
間
 
 
令
和
６
年
11
月
19
日
か
ら
令
和
６
年
11
月
22
日
ま
で
の
４
日
間
 

(ｴ
)参

加
議
員
 
 
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員
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 カ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
議
員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て

 
本
派
遣
に
係
る
費
用
弁
償
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

 
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い

 
た
。

 
  

   

(ｱ
) 
航
空
賃
 

議
長
を
含
め
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
第
34
条
第
１
項
第
１
号
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
２
号
の
イ
の

職
務
に
あ
る
者
に
相
当
す
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
を
使
用
し
た
場
合
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い

た
。
な
お
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

(ｲ
)宿

泊
料
 

宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
準
用
す
る
旅
費
法
に
お
い
て
宿
泊
料
定
額
を
定
め
て
い
る
が
、
派
遣
時
に
お
け
る
滞
 

在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
法
定
額
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
旅
費
の
制
度
 

所
管
課
（
人
事
課
）
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
旅
費
法
第

46
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
 

複
数
の
ホ
テ
ル
の
見
積
書
を
徴
し
、
知
事
（
人
事
課
）
に
事
前
協
議
を
行
っ
た
上
で
必
要
額
を
支
給
し
て
い
た
。
 

な
お
、
本
派
遣
に
つ
い
て
は
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
部
屋
に
つ
い
て
も
、
来
客
対
応
等
の
必
要
が
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
グ
レ
ー
ド
の
高
い
部
屋
の
使
用
は
な
か
っ
た
。
 

(ｳ
)そ

の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に
 

要
し
た
交
通
費
、
日
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準
拠
し
た
金
額
及
び
旅
行
雑
費
が
支
給
さ
れ
 

て
い
た
。
 

キ
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
の
手
続
及
び
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
 

知
事
と
同
行
し
た
バ
ン
コ
ク
都
友
好
促
進
訪
問
に
係
る
委
託
契
約
は
、
財
務
規
則
に
基
づ
き
、
知
事
部
局
が
 
 

契
約
の
相
手
方
と
し
て
選
定
し
た
業
者
１
社
か
ら
見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
内
で
当
該
業
者
と
随
意
契
約
 

に
よ
り
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

当
初
契
約
に
お
け
る
委
託
業
務
は
、
添
乗
員
（
１
名
）
、
通
訳
（
１
名
）
、
意
見
交
換
会
経
費
、
Wi
-F
iレ

ン
タ
ル
で
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 
そ
の
後
、
会
場
の
都
合
で
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
移
動
す
る
必
要
が
生
じ
る
な
ど
、
行
程
等
の
変
更

に
伴
い
、
在
タ
イ
日
本
国
大
使
公
邸
訪
問
に
係
る
車
両
借
上
（
１
台
）
、
意
見
交
換
会
参
加
者
が
想
定
以
上
に

多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
通
訳
の
増
員
（
１
名
）
、
添
乗
員
が
連
絡
調
整
等
に
要
す
る
タ
ク
シ
ー
代
な
ど
の
現
地

諸
雑
費
を
追
加
し
た
変
更
契
約
を
締
結
し
た
。
 

 
 
 
 
い
ず
れ
の
委
託
業
務
も
バ
ン
コ
ク
都
友
好
促
進
訪
問
に
必
要
な
業
務
で
あ
り
、
ま
た
、
行
程
等
の
変
更
に
伴

う
金
額
の
変
更
も
訪
問
直
前
の
急
き
ょ
の
変
更
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
 

    

支
出
日
 

金
額
（
円
）
 

航
空
運
賃
等
 

宿
泊
料
 

日
当
、
旅
行

雑
費
等
 

計
 

令
和
７
年
 

２
月

28
日
 

2,
17
6,
52
0  

 

1,
02
0,
00
0   

80
,5
80
 

 

3,
27
7,
10
0  
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項
 
目
 

内
 
容
 

予
算
額
 

他
経
費
か
ら
の
流
用
 

予
定
価
格
・
内
訳
 

81
1,
00
0
円
 

（
内
訳
）
添
乗
員
費
用
（
1
名
）
 
  

  
35
0,
00
0
円
 

 
 
 
 
 
通
訳
料
（
1
名
）
 
 
  
 
 
 
28
0,
00
0
円
 

  
  
  
  
  
意
見
交
換
会
経
費
（
9
名
参
加
）
12
6,
00
0
円
 

 
 
 
 
 
Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
料
（
一
式
）
  

55
,0
00

円
 

契
約
額
（
当
初
）
・
契
約
日
 

81
1,
00
0
円
  
  
令
和

6
年

10
月

17
日
 

契
約
期
間
 

令
和

6
年

10
月

17
日
か
ら
同
年

11
月

22
日
ま
で
 

委
託
内
容
 

添
乗
員
、
通
訳
、
意
見
交
換
会
経
費
、
Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
 

変
更
後
金
額
、
契
約
日
 

1,
14
8,
35
0
円
  

令
和
6
年

11
月

11
日
 

変
更
内
容
 

・
現
地
通
訳
（
1
名
）
の
追
加
に
よ
る
通
訳
料
の
増
 

・
追
加
の
車
両
借
上
（
1
台
）
に
よ
る
車
両
借
上
料
の
増
 

・
現
地
諸
雑
費
の
追
加
 

ク
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
令
和
６
年

12
月
９
日
に
「
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
令
和
６
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
）
」
、
令
和
７
年
２
月

14

日
に
「
ふ
く
お
か
県
議
会
だ
よ
り
（
令
和
７
年
２
月
発
行
）
」
で
結
果
報
告
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 

(4
)ハ

ワ
イ
州
議
会
友
好
訪
問
 

ア
 
訪
 問

 国
 
 
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

 
イ
 
期
 
 
間
 
 
令
和
７
年
１
月

13
日
か
ら
令
和
７
年
１
月

17
日
ま
で
の
５
日
間
 

ウ
 
参
加
議
員
 
 
江
口
 善

明
副
議
長
、
藏
内
 勇
夫
議
員
、
秋
田
 章
二
議
員
、
原
中
 誠
志
議
員
 

エ
 
行
 
 
程
 

日
 
程
 

行
 
程
 

１
月

13
日
 

（
月
）
 

福
岡
空
港
⇒
羽
田
空
港
⇒
ホ
ノ
ル
ル
空
港
 

＜
日
付
変
更
線
＞
 

・
パ
ン
チ
ボ
ウ
ル
国
立
太
平
洋
記
念
墓
地
献
花
（
戦
没
者
慰
霊
）
 

・
ハ
ワ
イ
大
学
訪
問
（
ワ
ン
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
意
見
交
換
）
 

・
ハ
ワ
イ
州
議
会
と
の
意
見
交
換
会
 

１
月

14
日
 

（
火
）
 

・
ハ
ワ
イ
州
知
事
表
敬
訪
問
 

・
ハ
ワ
イ
州
議
会
上
院
・
下
院
合
同
表
敬
訪
問
 

・
ハ
ワ
イ
福
岡
県
人
会
と
の
意
見
交
換
会
 

１
月

15
日
 

（
水
）
 

・
ハ
ワ
イ
州
議
会
開
会
式
 

・
在
ホ
ノ
ル
ル
日
本
国
総
領
事
館
表
敬
訪
問
 

１
月

16
日
 

（
木
）
 

ホ
ノ
ル
ル
空
港
⇒
 

１
月

17
日
 

（
金
）
 

⇒
羽
田
空
港
⇒
福
岡
空
港
 

オ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
 

本
件
海
外
派
遣
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第
87
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
12
月
19
日
の

県
議
会
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
に
よ
り
以
下
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
。
 

(ｱ
)目

 
 
的
 
 
福
岡
県
議
会
と
ハ
ワ
イ
州
議
会
と
の
友
好
提
携
に
基
づ
き
、
ハ
ワ
イ
州
議
会
と
の
交
流
を
行
 

い
、
友
好
関
係
を
継
続
、
発
展
さ
せ
る
。
 

(ｲ
)場

 
 
所
 
 
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
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(ｳ
)期

 
 
間
 
 
令
和
７
年
１
月
13
日
か
ら
令
和
７
年
１
月
17
日
ま
で
の
５
日
間
 

(ｴ
)参

加
議
員
 
 
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員
 

カ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
議
員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て
 

本
派
遣
に
係
る
費
用
弁
償
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
 

支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い

 
た
。
 

     

(ｱ
)航

空
賃
 

議
長
の
代
理
を
務
め
た
副
議
長
を
含
め
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
第
34
条
第
１
項
第
１
号
の
イ
及
び

ロ
並
び
に
第
２
号
の
イ
の
職
務
に
あ
る
者
に
相
当
す
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
を
使
用
し
た
場
合

の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

(ｲ
)宿

泊
料
 

宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
準
用
す
る
旅
費
法
に
お
い
て
宿
泊
料
定
額
を
定
め
て
い
る
が
、
派
遣
時
に
お
け
る
滞
 

在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
法
定
額
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
旅
費
の
制
度
 

所
管
課
（
人
事
課
）
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
旅
費
法
第

46
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
 

複
数
の
ホ
テ
ル
の
見
積
書
を
徴
し
、
知
事
（
人
事
課
）
に
事
前
協
議
を
行
っ
た
上
で
必
要
額
を
支
給
し
て
い
た
。
 

ま
た
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
副
議
長
の
部
屋
の
み
他
の
議
員
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
と
し
て
い
た
。
こ

れ
は
、
訪
問
国
の
政
府
要
人
等
が
面
会
に
来
ら
れ
た
際
に
、
相
応
の
グ
レ
ー
ド
の
部
屋
で
来
客
対
応
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
副
議
長
の
み
、
一
定
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
つ
つ
、
不
必
要
に
華
美

な
ル
ー
ム
タ
イ
プ
で
な
い
部
屋
の
使
用
を
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

(ｳ
)そ

の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に

要
し
た
交
通
費
、
日
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準
拠
し
た
金
額
及
び
旅
行
雑
費
が
支
給
さ
れ

て
い
た
。
 

キ
 
交
際
費
（
土
産
代
）
の
支
出
手
続
に
つ
い
て
 

訪
問
先
の
政
府
機
関
、
団
体
等
に
対
し
、
国
際
親
善
を
目
的
に
、
以
下
の
と
お
り
国
内
で
土
産
品
を
購
入
し
、

現
地
で
贈
呈
し
て
い
た
。
 

 

内
 
容
 

支
出
件
数
 

支
出
日
 

ハ
ワ
イ
州
議
会
友
好
訪
問
に
際
し
て
の
記
念
品
 

２
（
※
）
 

令
和
７
年
１
月

20
日
～
同
月

22
日
 

※
 
他
に
３
件
の
支
出
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
住
民
監
査
請
求
の
請
求
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
て
い
た
た
め
、

 
監
査
対
象
外
と
し
た
。

 
交
際
費
の
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
土
産
品
は
、
本
県
の
伝
統
工
芸
品
の
久
留
米
絣
と
菓
子
で
あ
っ
た
。
土
産
品
は
、
財
務

規
則
運
用
要
綱
第

24
6
条
関
係
に
基
づ
き
適
正
に
無
償
譲
渡
の
手
続
が
行
わ
れ
て
お
り
、
譲
渡
先
、
譲
渡
個
数

に
つ
い
て
も
訪
問
先
と
一
致
し
て
い
た
。

 
ク
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
の
手
続
及
び
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
 

支
出
日
 

金
額
（
円
）
 

航
空
運
賃
等
 

宿
泊
料
 

日
当
、
旅
行

雑
費
等
 

計
 

令
和
７
年
 

３
月

17
日
 

4,
16
8,
73
0 

1,
09
4,
70
0 

15
1,
84
0 

5,
41
5,
27
0 
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本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
は
、
財
務
規
則
に
基
づ
き
、
過
去
に
同
様
の
業
務
の
履
行
実
績
が
あ
る
な

ど
受
注
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
業
者
２
社
か
ら
見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

当
初
契
約
に
お
け
る
委
託
業
務
は
、
添
乗
員
（
１
名
）
、
車
両
借
上
（
１
台
）
、
現
地
ガ
イ
ド
（
１
名
）
、

意
見
交
換
会
経
費
（
県
人
会
分
）
で
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 
そ
の
後
、
参
加
者
の
追
加
や
意
見
交
換
会
の
追
加
等
の
行
程
等
の
変
更
に
伴
い
、
車
両
借
上
（
１
台
）
、
添

乗
員
（
１
名
）
、
県
人
会
意
見
交
換
会
の
参
加
者
増
に
よ
る
経
費
、
新
た
な
意
見
交
換
会
開
催
に
伴
う
経
費
、

通
訳
（
４
名
）
、
Wi
-F
iレ
ン
タ
ル
料
、
添
乗
員
が
連
絡
調
整
等
に
要
す
る
タ
ク
シ
ー
代
な
ど
の
現
地
諸
雑
費

を
追
加
し
た
変
更
契
約
を
締
結
し
た
。
 

 
 
 
 
い
ず
れ
の
委
託
業
務
も
ハ
ワ
イ
州
議
会
友
好
訪
問
に
必
要
な
業
務
で
あ
り
、
ま
た
、
行
程
等
の
変
更
に
伴
う

金
額
の
変
更
も
リ
ゾ
ー
ト
地
で
あ
る
ハ
ワ
イ
の
繁
忙
期
に
当
た
る
と
い
う
特
殊
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
妥
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。
 

 
 
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
予
算
に
お
い
て
、
添
乗
員
費
用
と
し
て
19
9万

円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
当
初
の
予
定
価
格
に
お
い
て
添
乗
員
費
用
が
予
算
額
を
大
幅
に
下
回
る
額
し
か
計
上
さ
れ
て
い
な
い
な

ど
、
実
例
価
格
等
を
基
に
計
上
さ
れ
た
予
算
額
を
無
視
し
た
執
行
方
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
 
 
 
と
は
い
え
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
契
約
自
体
が
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
支
出
自
体
に
不
適
正
な
も
の
は

見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

 

項
 
目
 

内
 
容
 

予
算
額
 

4,
57
4,
00
0
円
 

予
定
価
格
・
内
訳
 

97
9,
00
0
円
 

（
内
訳
）
添
乗
員
費
用
（
1
名
）
 
 
20
0,
00
0
円
 

車
両
借
上
料
（
1
台
）
 
 
30
0,
00
0
円
 

 
 
 
 
現
地
ガ
イ
ド
料
（
1
名
）
 
17
9,
00
0
円
 

 
 
 
 
県
人
会
意
見
交
換
会
経
費
（
11
名
参
加
）
30
0,
00
0
円
 

契
約
額
（
当
初
）
・
契
約
日
 

97
9,
00
0
円
 
 
令
和

6
年

12
月

19
日
 

契
約
期
間
 

令
和

6
年

12
月

19
日
か
ら
令
和

7
年
１
月

17
日
ま
で
 

委
託
内
容
 

添
乗
員
、
車
両
借
上
、
現
地
ガ
イ
ド
、
意
見
交
換
会
経
費
 

変
更
後
金
額
、
契
約
日
 

6,
51
1,
84
0
円
  
 
令
和

7
年

1
月

10
日
 

変
更
内
容
 

・
添
乗
員
（
1
名
）
、
車
両
借
上
（
1
台
）
、
現
地
ガ
イ
ド
（
1

名
）
が
増
加
 

・
県
人
会
意
見
交
換
会
参
加
者
の
増
加
（
6
名
）
に
よ
る
当
該
費

用
の
増
加
 

・
新
た
な
意
見
交
換
会
開
催
経
費
、
現
地
通
訳
（
4
名
）
、
Wi
-F
i

レ
ン
タ
ル
、
現
地
諸
雑
費
の
追
加
 

ケ
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
令
和
７
年
２
月

26
日
に
「
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
令
和
６
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
）
」
で
結
果
報
告
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 

(5
)ハ

ノ
イ
市
人
民
評
議
会
友
好
提
携

10
周
年
記
念
訪
問
 

ア
 
訪
 問

 国
 
 
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

 
イ
 
期
 
 
間
 
 
令
和
７
年
３
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
４
日
ま
で
の
３
日
間
 

ウ
 
参
加
議
員
 
 
香
原
 勝
司
議
長
、
藏
内
 勇
夫
議
員
、
松
尾
 統
章
議
員
、
岩
元
 一
儀
議
員
、
椛
島
 德
博

議
員
 

エ
 
行
 
 
程
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日
 
程

 
行
 
程

 
３
月
２
日
 

（
日
）
 

福
岡
空
港
⇒
台
湾
桃
園
空
港
⇒
ハ
ノ
イ
・
ノ
イ
バ
イ
空
港
 

・
ハ
ノ
イ
福
岡
県
人
会
と
の
意
見
交
換
会
 

３
月
３
日
 

（
月
）
 

・
ハ
ノ
イ
市
人
民
委
員
会
表
敬
・
意
見
交
換
 

・
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
表
敬
・
意
見
交
換
及
び
協
力
強
化
に
関
す
る
新
た
な
取
決
め
締
結

式
 

・
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
主
催
・
福
岡
県
議
会
・
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
友
好
提
携

10
周
年

記
念
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
 

３
月
４
日
 

（
火
）
 

ハ
ノ
イ
・
ノ
イ
バ
イ
空
港
⇒
台
湾
桃
園
空
港
⇒
福
岡
空
港
 

オ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
手
続
に
つ
い
て

 
本
件
海
外
派
遣
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第
87
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
基
づ
き
、
令
和
７
年
２
月
20
日
の

県
議
会
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
に
よ
り
以
下
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
。
 

(ｱ
)目

 
 
的
 
 
福
岡
県
議
会
と
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
と
の
友
好
提
携
10
周
年
を
契
機
と
し
て
、
新
た
な
取
 
 

 
決
め
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
両
地
域
の
友
好
・
協
力
関
係
を
促
進
さ
せ
る
。
 

(ｲ
)場

 
 
所
 
 
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
 

(ｳ
)期

 
 
間
 
 
令
和
７
年
３
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
４
日
ま
で
の
３
日
間
 

(ｴ
)参

加
議
員
 
 
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員
 

カ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
議
員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て

 
本
派
遣
に
係
る
費
用
弁
償
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

 
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
１
名
分
の
復
路
の
航
空
運
賃
に
係
る
疑
義
を
除
き
、
い
ず
れ
も
関
係

 
 
 
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。

 
     

(ｱ
)航

空
賃
 

議
長
を
含
め
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
第
34
条
第
１
項
第
１
号
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
２
号
の
イ
の

職
務
に
あ
る
者
に
相
当
す
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
を
使
用
し
た
場
合
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い

た
。
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

な
お
、
復
路
に
お
い
て
、
公
務
外
の
理
由
に
よ
り
派
遣
団
本
体
と
別
行
動
を
と
っ
た
者
が
１
名
お
り
、
結
果

と
し
て
、
こ
の
１
名
は
復
路
の
航
空
運
賃
が

10
万
円
程
度
高
額
に
な
っ
て
い
た
。
 

(ｲ
)宿

泊
料
 

宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
準
用
す
る
旅
費
法
に
お
い
て
宿
泊
料
定
額
を
定
め
て
い
る
が
、
派
遣
時
に
お
け
る
滞
 

在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
法
定
額
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
旅
費
の
制
度
 

所
管
課
（
人
事
課
）
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
旅
費
法
第

46
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
 

複
数
の
ホ
テ
ル
の
見
積
書
を
徴
し
、
知
事
（
人
事
課
）
に
事
前
協
議
を
行
っ
た
上
で
必
要
額
を
支
給
し
て
い
た
。
 

ま
た
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
部
屋
の
み
他
の
議
員
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
訪
問
国
の
政
府
要
人
等
が
面
会
に
来
ら
れ
た
際
に
、
相
応
の
グ
レ
ー
ド
の
部
屋
で
来
客
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
み
、
一
定
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
つ
つ
、
不
必
要
に
華
美
な
ル

ー
ム
タ
イ
プ
で
な
い
部
屋
の
使
用
を
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

支
出
日
 

金
額
（
円
）
 

航
空
運
賃
等
 

宿
泊
料
 

日
当
、
旅
行

雑
費
等
 

計
 

令
和
７
年
 

４
月

14
日
 

2,
17
9,
74
0 

43
0,
00
0   
 

83
,7
80
 

2,
69
3,
52
0 

18
-

-
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令

和
８

年
３

月
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日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

-
 
 
1
9
 
 
-
 

(ｳ
)そ

の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に
 

 
要
し
た
交
通
費
、
日
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準
拠
し
た
金
額
及
び
旅
行
雑
費
が
支
給
さ
れ
 

 
て
い
た
。
 

キ
 
交
際
費
（
土
産
代
）
の
支
出
手
続
に
つ
い
て
 

訪
問
先
の
政
府
機
関
、
団
体
等
に
対
し
、
国
際
親
善
を
目
的
に
、
以
下
の
と
お
り
国
内
で
土
産
品
を
購
入
し
、

現
地
で
贈
呈
し
て
い
た
。
 

内
 
容
 

支
出
件
数
 

支
出
日
 

ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
友
好
提
携

10
周
年
記
念

訪
問
に
際
し
て
の
記
念
品
 

８
 

令
和
７
年
２
月

25
日
～
同
年
３
月

17
日
 

交
際
費
の
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
 

 
 
 
 
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
土
産
品
は
、
博
多
織
や
久
留
米
絣
等
の
本
県
の
伝
統
工
芸
品
や
八
女
茶
等
の
特
産
農
産
 

物
、
菓
子
で
あ
っ
た
。
土
産
品
は
、
財
務
規
則
運
用
要
綱
第

24
6
条
関
係
に
基
づ
き
適
正
に
無
償
譲
渡
の
手
続

が
行
わ
れ
て
お
り
、
譲
渡
先
、
譲
渡
個
数
に
つ
い
て
も
訪
問
先
と
一
致
し
て
い
た
。

 
ク
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
の
手
続
及
び
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
 
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
は
、
財
務
規
則
に
基
づ
き
、
過
去
に
同
様
の
業
務
の
履
行
実
績
が
あ
る
な

ど
受
注
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
業
者
２
社
か
ら
見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

当
初
契
約
に
お
け
る
委
託
業
務
は
、
添
乗
員
（
１
名
）
現
地
ガ
イ
ド
（
１
名
）
、
通
訳
（
１
名
）
、
意
見
交

換
会
経
費
、
資
料
作
成
で
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 
 
そ
の
後
、
ハ
ノ
イ
市
と
の
直
前
の
調
整
に
お
い
て
行
程
の
変
更
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
２
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
移
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
現
地
ガ
イ
ド
（
１
名
）
、
通
訳
（
３
名
）
、
車
両
借

上
（
１
台
）
、
Wi
-F
iレ
ン
タ
ル
、
添
乗
員
が
連
絡
調
整
等
に
要
す
る
タ
ク
シ
ー
代
な
ど
の
現
地
諸
雑
費
を
追

加
し
た
変
更
契
約
を
締
結
し
た
。
 

 
 
 
 
 
い
ず
れ
の
委
託
業
務
も
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
友
好
提
携
10
周
年
記
念
訪
問
に
必
要
な
業
務
で
あ
り
、
ま
た
、

行
程
等
の
変
更
に
伴
う
金
額
の
変
更
も
訪
問
直
前
の
急
き
ょ
の
変
更
に
よ
る
も
の
で
あ
り
妥
当
な
も
の
と
認
め

ら
れ
た
。
 

 
 
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
計
上
さ
れ
た
予
算
に
お
い
て
は
、
車
両
借
上
料
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
急
き
ょ
の
追

加
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
な
る
べ
く
事
前
に
状
況
を
把
握
し
、
総
額
で
予
定
価
格
を
立
て
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
考
え
る
。
 

 
 
 
 
な
お
、
支
出
自
体
に
不
適
正
な
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

 

項
 
目
 

内
 
容
 

予
算
額
 

2,
45
2,
00
0
円
 

予
定
価
格
・
内
訳
 

96
9,
50
0
円
 

（
内
訳
）
添
乗
員
費
用
（
1
名
）
 
 
 
 
52
0,
00
0
円
 

現
地
ガ
イ
ド
料
（
1
名
）
  

 
 
80
,0
00

円
 

 
 
 
 
 
 
通
訳
料
（
1
名
）
 
 
 
 
 
 
26
0,
00
0
円
 

 
 
 
 
 
 
意
見
交
換
会
経
費
（
19
名
参
加
）
96
,0
00

円
 

 
 
 
 
 
 
資
料
作
成
費
（
一
式
）
 
 
 
 
13
,5
00

円
 

契
約
額
（
当
初
）
・
契
約
日
 

96
9,
50
0
円
 
令
和

7
年

2
月

20
日
 

契
約
期
間
 

令
和

7
年

2
月

20
日
か
ら
同
年

3
月

4
日
ま
で
 

委
託
内
容
 

添
乗
員
、
現
地
ガ
イ
ド
、
通
訳
、
意
見
交
換
会
経
費
、
資
料
作
成
 

変
更
後
金
額
、
契
約
日
 

1,
52
6,
98
0
円
  
令
和

7
年

2
月

28
日
 

19
-

-
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-
 
 
2
0
 
 
-
 

変
更
内
容
 

・
現
地
ガ
イ
ド
（
1
名
）
、
通
訳
（
3
名
）
の
増
加
 

・
車
両
借
上
（
1
台
）
、
Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
、
現
地
諸
雑
費
の
追
加
 

ケ
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
令
和
7
年
３
月

18
日
に
「
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
令
和
６
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
）
」
、
令
和
７
年
５
月

16

日
に
「
ふ
く
お
か
県
議
会
だ
よ
り
（
令
和
７
年
５
月
発
行
）
」
で
結
果
報
告
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 

(6
)大

韓
民
国
慶
尚
南
道
議
会
友
好
訪
問
 

ア
 
訪
 問

 国
 
 
大
韓
民
国
 

イ
 
期
 
 
間
 
 
令
和
７
年
３
月

26
日
か
ら
令
和
７
年
３
月

28
日
ま
で
の
３
日
間
 

ウ
 
参
加
議
員
 
 
香
原
 勝
司
議
長
、
藏
内
 勇
夫
議
員
、
松
尾
 統
章
議
員
、
原
口
 剣

生
議
員
、
秋
田
 章
二

議
員
 

エ
 
行
 
 
程

 
日
 
程

 
行
 
程

 
３
月

26
日
 

（
水
）
 

福
岡
空
港
⇒
ソ
ウ
ル
・
仁
川
空
港
 

・
国
立
大
田
顕
忠
院
訪
問
 

３
月

27
日
 

（
木
）
 

・
韓
日
親
善
協
会
表
敬
訪
問
、
昼
食
会
 

ソ
ウ
ル
駅
⇒
釜
山
駅
 

３
月

28
日
 

（
金
）
 

・
慶
尚
南
道
議
会
表
敬
訪
問
、
協
定
締
結
式
 

・
慶
尚
南
道
庁
知
事
表
敬
 

※
慶
尚
南
道
庁
知
事
・
副
知
事
の
災
害
対
応
の
た
め
急
き
ょ
中
止
 

・
慶
尚
南
道
議
会
主
催
歓
迎
昼
食
会
 

釜
山
・
金
海
空
港
⇒
福
岡
空
港
 

オ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
 

本
件
海
外
派
遣
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第
87
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
基
づ
き
、
令
和
７
年
２
月
20
日
の

県
議
会
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
に
よ
り
以
下
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
。
 

(ｱ
)目

 
 
的
 
 
福
岡
県
議
会
と
慶
尚
南
道
議
会
と
で
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
推
進
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
す
る
と
 

と
も
に
、
更
な
る
友
好
関
係
の
促
進
を
図
る
。
 

(ｲ
)場

 
 
所
 
 
大
韓
民
国
 

(ｳ
)期

 
 
間
 
 
令
和
７
年
３
月
26
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
28
日
ま
で
の
３
日
間
 

(ｴ
)参

加
議
員
 
  
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員
 

カ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
議
員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て

 
本
派
遣
に
係
る
費
用
弁
償
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

 
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い

 
た
。

 
     

(ｱ
)航

空
賃
 

議
長
を
含
め
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
第
34
条
第
１
項
第
１
号
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
２
号
の
イ
の

職
務
に
あ
る
者
に
相
当
す
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
を
使
用
し
た
場
合
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い

た
。
な
お
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

支
出
日
 

金
額
（
円
）
 

航
空
運
賃
等
 

宿
泊
料
 

日
当
、
旅
行

雑
費
等
 

計
 

令
和
７
年
 

５
月
２
日
 

71
8,
83
0 

25
5,
50
0  

12
0,
51
0  

1,
09
4,
84
0 

20
-

-
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(ｲ
)宿

泊
料
 

宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
準
用
す
る
旅
費
法
に
お
い
て
宿
泊
料
定
額
を
定
め
て
い
る
が
、
派
遣
時
に
お
け
る
滞
 

在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
法
定
額
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
旅
費
の
制
度
 

所
管
課
（
人
事
課
）
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
旅
費
法
第

46
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
 

複
数
の
ホ
テ
ル
の
見
積
書
を
徴
し
、
知
事
（
人
事
課
）
に
事
前
協
議
を
行
っ
た
上
で
必
要
額
を
支
給
し
て
い
た
。
 

ま
た
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
部
屋
の
み
他
の
議
員
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
訪
問
国
の
政
府
要
人
等
が
面
会
に
来
ら
れ
た
際
に
、
相
応
の
グ
レ
ー
ド
の
部
屋
で
来
客
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
み
、
一
定
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
つ
つ
、
不
必
要
に
華
美
な
ル

ー
ム
タ
イ
プ
で
な
い
部
屋
の
使
用
を
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

(ｳ
)そ

の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に
 

要
し
た
交
通
費
、
日
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準
拠
し
た
金
額
及
び
旅
行
雑
費
が
支
給
さ
れ
 

て
い
た
。
 

キ
 
交
際
費
（
土
産
代
）
の
支
出
手
続
に
つ
い
て
 

訪
問
先
の
政
府
機
関
、
団
体
等
に
対
し
、
国
際
親
善
を
目
的
に
、
以
下
の
と
お
り
国
内
で
土
産
品
を
購
入
し
、

現
地
で
贈
呈
し
て
い
た
。
 内
 
容
 

支
出
件
数
 

支
出
日
 

大
韓
民
国
慶
尚
南
道
議
会
友
好
訪
問
に
際
し
て

の
記
念
品
 

５
 

令
和
７
年
２
月

28
日
～
同
年
４
月
３
日
 

交
際
費
の
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
土
産
品
は
、
博
多
織
や
久
留
米
絣
等
の
本
県
の
伝
統
工
芸
品
や
菓
子
で
あ
っ
た
。
土
産

品
は
、
財
務
規
則
運
用
要
綱
第

24
6
条
関
係
に
基
づ
き
適
正
に
無
償
譲
渡
の
手
続
が
行
わ
れ
て
お
り
、
譲
渡
先
、

譲
渡
個
数
に
つ
い
て
も
訪
問
先
と
一
致
し
て
い
た
。

 
ク
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
の
手
続
及
び
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
は
、
財
務
規
則
に
基
づ
き
、
過
去
に
同
様
の
業
務
の
履
行
実
績
が
あ
る
な

ど
受
注
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
業
者
２
社
か
ら
見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

当
初
契
約
に
お
け
る
委
託
業
務
は
、
添
乗
員
（
１
名
）
、
車
両
借
上
（
１
台
）
、
通
訳
（
１
名
）
、
Wi
-F
i

レ
ン
タ
ル
で
あ
っ
た
。
 

 
 
  

そ
の
後
、
慶
尚
南
道
庁
知
事
表
敬
の
会
場
の
関
係
上
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
移
動
す
る
必
要
が
生
じ
、

行
程
等
の
変
更
に
伴
い
、
添
乗
員
（
１
名
）
、
通
訳
（
１
名
）
、
車
両
借
上
（
１
台
）
、
献
花
の
手
配
な
ど
の

現
地
諸
雑
費
を
追
加
し
た
変
更
契
約
を
締
結
し
た
。
 

 
 
 
 い

ず
れ
の
委
託
業
務
も
大
韓
民
国
慶
尚
南
道
議
会
友
好
訪
問
に
必
要
な
業
務
で
あ
り
、
行
程
等
の
変
更
に
伴

う
金
額
の
変
更
も
妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
 

 
 
 
 な
お
、
令
和
７
年
３
月
21
日
か
ら
発
生
し
て
い
た
慶
尚
南
道
山
火
事
災
害
の
対
応
の
た
め
、
知
事
表
敬
が
訪

問
予
定
当
日
に
急
き
ょ
中
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
は
２
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
の
活
動
に
は
な
ら
な

か
っ
た
が
、
追
加
経
費
の
キ
ャ
ン
セ
ル
は
で
き
な
か
っ
た
。
 

項
 
目
 

内
 
容
 

予
算
額
 

他
経
費
か
ら
の
流
用
 

予
定
価
格
・
内
訳
 

95
7,
00
0
円
 

（
内
訳
）
添
乗
員
費
用
（
1
名
）
 
 
 
 
 2
43
,0
00

円
 

車
両
借
上
料
（
1
台
ガ
イ
ド
込
）
 2
89
,0
00

円
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通
訳
料
（
1
名
）
 
 
 
  
  
  
 3
50
,0
00

円
 

 
 
 
 
 
Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
料
（
一
式
）
  
  
75
,0
00

円
 

契
約
額
（
当
初
）
・
契
約
日
 

94
2,
70
0
円
 
 
令
和

7
年

3
月

14
日
 

契
約
期
間
 

令
和

7
年

3
月

14
日
か
ら
同
年

3
月

28
日
ま
で
 

委
託
内
容
 

添
乗
員
、
車
両
借
上
、
通
訳
、
Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
 

変
更
後
金
額
、
契
約
日
 

1,
45
3,
09
6
円
  
 
令
和

7
年

3
月

21
日
 

変
更
内
容
 

・
車
両
借
上
（
1
台
）
、
添
乗
員
（
1
名
）
、
通
訳
（
1
名
）
の
増

加
 

・
現
地
諸
雑
費
の
追
加
 

 
ケ
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
令
和
７
年
４
月

16
日
に
「
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
令
和
７
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
）
」
、
令
和
７
年
５
月

16

日
に
「
ふ
く
お
か
県
議
会
だ
よ
り
（
令
和
７
年
５
月
発
行
）
」
で
結
果
報
告
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 

(7
)中

国
訪
問
 

ア
 
訪
 問

 国
 
 
中
華
人
民
共
和
国

 
イ
 
期
 
 
間
 
 
令
和
７
年
８
月

20
日
か
ら
令
和
７
年
８
月

24
日
ま
で
の
５
日
間
 

ウ
 
参
加
議
員
 
 

 藏
内
 勇
夫
議
長
、
野
原
 隆
士
議
員
 

エ
 
行
 
 
程
 

日
 
程

 
行
 
程

 
８
月

20
日
 

（
水
）
 

福
岡
空
港
⇒
大
連
空
港
⇒
北
京
空
港
 

８
月

21
日
 

（
木
）
 

・
中
国
国
家
疾
病
予
防
制
御
局
訪
問
 

・
農
業
農
村
部
畜
牧
獣
医
局
訪
問
 

・
自
治
体
国
際
化
協
会
（
ク
レ
ア
）
北
京
事
務
所
訪
問
 

・
在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
表
敬
 

８
月

22
日
 

（
金
）
 

北
京
空
港
⇒
西
安
空
港
 

・
日
中
韓
獣
医
師
会

MO
U（
基
本
合
意
書
）
調
印
式
 

８
月

23
日
 

（
土
）
 

・
中
国
獣
医
師
大
会
開
会
式
 

・
陜
西
盛
高
動
物
製
薬
有
限
公
司
視
察
 

８
月

24
日
 

（
日
）
 

西
安
空
港
⇒
上
海
空
港
⇒
福
岡
空
港
 

オ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
手
続
に
つ
い
て

 
本
件
海
外
派
遣
に
つ
い
て
は
緊
急
を
要
し
た
た
め
、
会
議
規
則
第
87
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
令
和
７
年
８
月

６
日
の
議
長
専
決
（
決
裁
）
に
よ
り
、
以
下
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
。
 

(ｱ
)目

 
 
的
 
 
日
中
間
に
お
け
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
推
進
及
び
国
際
交
流
に
関
す
る
意
見
交
換
を
行
い
、
併
せ

て
西
安
市
で
開
催
さ
れ
る
日
中
韓
獣
医
師
会
MO
U調
印
式
及
び
中
国
獣
医
師
大
会
に
出
席
し
、

ワ
ン
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
国
際
協
力
の
調
査
を
行
う
も
の
。
 

(ｲ
)場

 
 
所
 
 
中
華
人
民
共
和
国
 

(ｳ
)期

 
 
間
 
 
令
和
７
年
８
月
20
日
か
ら
令
和
７
年
８
月
24
日
ま
で
の
５
日
間
 

(ｴ
)参

加
議
員
 
 
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員
 

カ
 
本
件
海
外
派
遣
決
定
に
係
る
議
員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
に
つ
い
て

 
本
派
遣
に
係
る
費
用
弁
償
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

 
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い

 
た
。
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(ｱ
) 
航
空
賃
 

議
長
を
含
め
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
６
年
政
令
第

30
6
号
。
以
下
「
旅
費
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
７
条
第
２
項
第
２
号
及
び
第
３
号
の
「
内
閣
総
理
大
臣
等
、

指
定
職
職
員
等
」
に
相
当
す
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
を
使
用
し
た
場
合
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て

い
た
。
な
お
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
運
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

(ｲ
)宿

泊
料
 

宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
準
用
す
る
旅
費
法
施
行
令
に
お
い
て
宿
泊
費
基
準
額
を
定
め
て
い
る
が
、
派
遣
時
に
 

お
け
る
滞
在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
基
準
額
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
令
 

和
７
年
４
月
１
日
施
行
の
改
正
後
の
旅
費
法
第
８
条
第
２
項
を
準
用
し
、
複
数
の
ホ
テ
ル
の
見
積
書
を
徴
し
、
 

知
事
（
人
事
課
）
に
事
前
協
議
を
行
っ
た
上
で
必
要
額
を
支
給
し
て
い
た
。
 

ま
た
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
の
部
屋
の
み
他
の
議
員
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
訪
問
国
の
政
府
要
人
等
が
面
会
に
来
ら
れ
た
際
に
、
対
応
可
能
な
グ
レ
ー
ド
で
来
客
対
応
す
る
必
要
が
あ

り
、
か
つ
緊
急
的
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
対
応
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
派
遣
代
表

者
で
あ
る
議
長
の
み
、
一
定
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
つ
つ
、
不
必
要
に
華
美
な
ル
ー
ム
タ
イ
プ
で
な
い
部

屋
の
使
用
を
旅
費
の
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

(ｳ
)そ

の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に

要
し
た
交
通
費
、
宿
泊
手
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準
拠
し
た
金
額
及
び
渡
航
雑
費
が
支
給

さ
れ
て
い
た
。
 

キ
 
交
際
費
（
土
産
代
）
の
支
出
手
続
に
つ
い
て
 

訪
問
先
の
政
府
機
関
、
団
体
等
に
対
し
、
国
際
親
善
を
目
的
に
、
以
下
の
と
お
り
国
内
で
土
産
品
を
購
入
し
、

現
地
で
贈
呈
し
て
い
た
。
 内
 
容

 
支
出
件
数
 

支
出
日
 

中
国
訪
問
に
際
し
て
の
記
念
品
 

２
 

令
和
７
年
８
月

25
日
 

交
際
費
の
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
土
産
品
は
、
本
県
の
特
産
の
農
産
物
で
あ
る
八
女
茶
と
菓
子
で
あ
っ
た
。
土
産
品
は
、

財
務
規
則
運
用
要
綱
第

24
6
条
関
係
に
基
づ
き
適
正
に
無
償
譲
渡
の
手
続
が
行
わ
れ
て
お
り
、
譲
渡
先
、
譲
渡

個
数
に
つ
い
て
も
訪
問
先
と
一
致
し
て
い
た
。

 
ク
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
の
手
続
及
び
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
 
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
は
、
財
務
規
則
に
基
づ
き
、
過
去
に
同
様
の
業
務
の
履
行
実
績
が
あ
る
な

ど
受
注
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
業
者
２
社
か
ら
見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

当
初
契
約
に
お
け
る
委
託
業
務
は
、
添
乗
員
（
１
名
）
、
車
両
借
上
（
１
台
）
、
Wi
-F
iレ
ン
タ
ル
、
添
乗

員
が
連
絡
調
整
等
に
要
す
る
タ
ク
シ
ー
代
な
ど
の
現
地
諸
雑
費
で
あ
っ
た
。
 

そ
の
後
、
当
初
、
本
団
と
は
別
の
訪
問
団
の
同
行
予
定
者
が
現
地
ガ
イ
ド
等
を
兼
ね
る
予
定
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
、
急
き
ょ
他
の
用
務
で
同
行
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
現
地
ガ
イ
ド
（
１
名
）
、
通
訳
（
１

支
出
日
 

金
額
（
円
）
 

航
空
運
賃
等
 

宿
泊
料
 

宿
泊
手
当
・

渡
航
雑
費
等
 

計
 

令
和
８
年
 

２
月

16
日
 

57
8,
71
0  

19
4,
00
0 

36
,2
80
 

80
8,
99
0 
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名
）
を
追
加
し
た
変
更
契
約
を
締
結
し
た
。
 

い
ず
れ
の
委
託
業
務
も
中
国
訪
問
に
必
要
な
業
務
で
あ
り
、
ま
た
、
行
程
等
の
変
更
に
伴
う
金
額
の
変
更
も

妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
 

項
 
目
 

内
 
容
 

予
算
額
 

2,
08
8,
00
0
円
 

予
定
価
格
・
内
訳
 

2,
00
0,
00
0
円
 

（
内
訳
）
添
乗
員
費
用
（
1
名
）
 
  
  
70
0,
00
0
円
 

車
両
借
上
料
（
5
日
）
 
  
1,
00
0,
00
0
円
 

Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
料
（
一
式
）
20
0,
00
0
円
 

 
 
 
 
 
現
地
諸
雑
費
（
一
式
）
  
  
 1
00
,0
00

円
 

契
約
額
（
当
初
）
・
契
約
日
 

2,
00
0,
00
0
円
 
令
和

7
年

8
月

6
日
 

契
約
期
間
 

令
和

7
年

8
月

6
日
か
ら
同
年

8
月

24
日
ま
で
 

委
託
内
容
 

添
乗
員
、
車
両
借
上
、
Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
、
現
地
諸
雑
費
 

変
更
後
金
額
、
契
約
日
 

2,
50
0,
00
0
円
  
令
和

7
年

8
月

18
日
 

変
更
内
容
 

現
地
ガ
イ
ド
（
1
名
）
、
通
訳
（
1
名
）
の
追
加
 

ケ
 
本
件
海
外
派
遣
に
係
る
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
令
和
７
年
９
月
２
日
に
「
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
令
和
７
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
）
」
で
結
果
報
告
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 

２
 
判
断
 

上
記
の
事
実
関
係
の
確
認
及
び
論
点
ご
と
に
確
認
し
た
事
実
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
判
断
す
る
。
 

(1
)海

外
派
遣
の
必
要
性
及
び
妥
当
性
並
び
に
派
遣
議
員
の
選
定
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
よ
る
議
員
派
遣
に
つ
い
て
は
、
自
治
法
第

10
0
条
第

13
項
に
「
議
会
は
、
議
案
の

審
査
又
は
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
調
査
の
た
め
そ
の
他
議
会
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
会
議
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て

お
り
、
会
議
規
則
第

87
条
第
１
項
で
「
自
治
法
第

10
0
条
第

13
項
の
規
定
に
よ
り
議
員
を
派
遣
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
議
会
の
議
決
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
議
長
に
お
い
て
議
員
の
派
遣

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
ま
た
、
同
条
第
２
項
で
、
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
員
の
派
遣
を
決
定
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
派
遣
の
目
的
、
場
所
、
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

定
め
て
い
る
。
 

 
  

関
係
書
類
等
を
元
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
今
回
監
査
対
象
と
な
る
７
件
の
い
ず
れ
の
海
外
派
遣
に
つ
い
て
も
、

会
議
規
則
に
基
づ
き
議
決
又
は
議
長
の
専
決
に
よ
り
派
遣
が
決
定
さ
れ
て
い
た
。
 

最
高
裁
昭
和
63

年
３
月

10
日
第
一
小
法
廷
判
決
は
、
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
当
該
普
通
地
方
公

共
団
体
の
議
決
機
関
と
し
て
、
そ
の
機
能
を
適
切
に
果
た
す
た
め
に
必
要
な
限
度
で
広
範
な
権
能
を
有
し
、
合

理
的
な
必
要
性
が
あ
る
と
き
は
そ
の
裁
量
に
よ
り
議
員
を
海
外
に
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
 

し
か
し
一
方
で
、
最
高
裁
平
成
９
年
９
月
30

日
第
三
小
法
廷
判
決
で
は
「
裁
量
権
の
行
使
に
逸
脱
又
は
濫
用

が
あ
る
と
き
は
、
議
会
に
よ
る
議
員
派
遣
の
決
定
が
違
法
と
な
る
場
合
の
（
が
）
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
海
外
派
遣
の
決
定
に
つ
い
て
は
議
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
行
先
や
日
程
等

が
派
遣
目
的
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
る
場
合
な
ど
は
、
議
会
の
裁
量
権
の
行
使
に
逸
脱
又
は
濫
用

が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
海
外
派
遣
の
目
的
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
か
、
派
遣
に
係
る
支

出
や
業
務
委
託
契
約
に
違
法
又
は
不
当
な
点
は
な
い
か
、
以
下
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア
 
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
交
流
促
進
訪
問
 

 
 
 
 
 
本
派
遣
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
カ
ウ
ラ
で
発
生
し
た
日
本
人
捕
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虜
集
団
脱
走
か
ら

80
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
知
事
並
び
に
県
議
会
議
長
が
カ
ウ
ラ
市
長
か
ら
記
念
式
典
等
へ

の
参
加
の
招
へ
い
を
受
け
、
現
地
を
訪
問
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第

87
条
に
基
づ
き
、
議
決
に
よ
り
議
長
及
び
各
交
渉
会
派
を
代
表
す
る

議
員
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
議
長
の
決
裁
に
よ
り
派
遣
決
定
さ
れ
た
本
県
議
会
を
代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
の
ほ
か
交
渉
会
派
を
代
表
す
る
役
員
で
あ
り
、
派
遣
目
的
に
適
っ

て
い
る
。
 

80
周
年
記
念
式
典
の
参
加
を
始
め
、
九
州
電
力
元
会
長
で
あ
る
永
倉
三
郎
氏
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
及
び

日
本
人
の
戦
没
者
墓
地
が
カ
ウ
ラ
市
民
に
大
切
に
維
持
・
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
整
備
し
た
サ

ブ
ロ
ー
・
ナ
ガ
ク
ラ
パ
ー
ク
へ
の
訪
問
、
戦
争
墓
地
で
の
献
花
は
、
い
ず
れ
も
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
お
け
る

両
国
の
戦
没
者
へ
の
慰
霊
で
あ
り
、
本
県
が
進
め
る
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
と
の
友
好
関
係
強
化
の
取

組
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
ま
た
、
本
県
と
同
州
は
、
訪
問
の
前
年

11
月
に
「
水
素
分
野
に
お
け
る
協
力
促
進
に
関
す
る
覚
書
」
を
締
結

す
る
な
ど
、
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
や
ス
ポ
ー
ツ
等
の
振
興
に
お
い
て
緊
密
な
連
携
を
図
っ
て
お
り
、
先
進
事

例
を
学
ぶ
た
め
、
学
校
や
教
育
省
等
の
訪
問
、
観
光
・
教
育
に
係
る
各
種
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
の
他
、
先
進
技

術
を
持
つ
企
業
や
研
究
機
関
を
視
察
し
、
関
係
者
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
こ
と
は
、
本
県
が
進
め
る
教
育
の

充
実
及
び
観
光
・
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
等
の
振
興
の
取
組
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

加
え
て
、
本
派
遣
は
知
事
と
の
同
行
で
あ
っ
た
た
め
、
派
遣
の
訪
問
先
等
は
知
事
部
局
に
お
い
て
選
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
  

な
お
、
以
下
全
て
の
海
外
派
遣
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
行
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
現
地
県
人

会
と
の
交
流
や
政
府
関
係
機
関
等
へ
の
表
敬
及
び
意
見
交
換
は
、
い
ず
れ
も
現
地
訪
問
の
機
会
を
捉
え
相
互
理

解
と
友
好
親
善
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
県
が
進
め
る
海
外
と
の
地
域
間
交
流
推
進
の

取
組
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

イ
 
エ
ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
訪
問
 

 
 
 
 
 
本
派
遣
に
つ
い
て
は
、
本
県
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
統
括
本
部
を
置
く
国
際
連
合
人
間
居
住
計
画
（
国
連
ハ

ビ
タ
ッ
ト
）
が
主
催
す
る
「
第

12
回
世
界
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
へ
の
出
席
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
連

ハ
ビ
タ
ッ
ト
が
取
り
組
む
、
人
々
の
健
康
的
な
暮
ら
し
を
守
る
取
組
や
気
候
変
動
等
の
環
境
問
題
へ
の
取
組
、

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
は
、
「
ワ
ン
ヘ
ル
ス
」
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
最
大
級
の
国
際

会
議
「
ワ
ー
ル
ド
・
ワ
ン
ヘ
ル
ス
・
コ
ン
グ
レ
ス
」
の
本
県
誘
致
に
向
け
、
本
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
、

大
規
模
国
際
会
議
の
運
営
方
法
や
課
題
、
情
報
発
信
の
手
法
等
を
調
査
す
る
た
め
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
視
察
の
他
、

関
係
者
と
の
意
見
交
換
の
機
会
を
持
つ
こ
と
は
、
本
県
が
進
め
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
取
組
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。
 

派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第

87
条
に
基
づ
き
、
議
決
に
よ
り
、
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員

と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
議
長
の
決
裁
に
よ
り
派
遣
決
定
さ
れ
た
本
県
議
会
を
代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
の
ほ
か
福
岡
県
国
際
交
流
推
進
議
員
連
盟
会
長
を
務
め
る
議
員
で
あ
り

派
遣
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
 

ウ
 
バ
ン
コ
ク
都
友
好
促
進
訪
問
 

本
派
遣
に
つ
い
て
は
、
本
県
と
の
友
好
提
携
先
で
あ
る
タ
イ
王
国
・
バ
ン
コ
ク
都
に
お
い
て
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス

の
推
進
に
係
る
基
本
合
意
書
へ
の
署
名
式
出
席
等
を
目
的
に
、
知
事
並
び
に
議
長
等
が
現
地
を
訪
問
し
た
も
の

で
あ
る
。

 
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第

87
条
に
基
づ
き
、
議
決
に
よ
り
、
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員

と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
議
長
の
決
裁
に
よ
り
派
遣
決
定
さ
れ
た
本
県
議
会
を
代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

25
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と
認
め
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
の
ほ
か
福
岡
県
タ
イ
友
好
議
員
連
盟
代
表
並
び
に
役
員
を
務
め
る
議
員

で
あ
り
、
派
遣
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
 

本
県
と
バ
ン
コ
ク
都
は
平
成

18
年
に
、
県
議
会
と
バ
ン
コ
ク
都
議
会
は
平
成

19
年
に
友
好
提
携
し
て
以
来
、

経
済
、
環
境
、
文
化
等
幅
広
い
分
野
で
交
流
を
重
ね
て
お
り
、
本
派
遣
で
は
、
バ
ン
コ
ク
都
に
お
け
る
本
県
の

更
な
る
認
知
度
向
上
と
、
タ
イ
か
ら
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
促
進
、
農
林
水
産
物
の
販
路
拡
大
を
目
的
と
し
て
、
福

岡
フ
ェ
ア
や
観
光
セ
ミ
ナ
ー
、
交
流
会
、
商
談
会
、
県
産
農
林
水
産
物
PR
試
食
会
を
実
施
し
た
。
 

こ
れ
ら
の
取
組
は
、
知
事
と
議
長
に
よ
る
現
地
で
の
貴
重
な
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
の
機
会
と
も
言
え
、
両
地
域

の
更
な
る
関
係
強
化
に
寄
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
本
県
が
進
め
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
、
農
林
水
産
物
等
の
魅
力
発
信

と
輸
出
拡
大
、
観
光
産
業
の
高
付
加
価
値
化
の
取
組
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

な
お
、
本
派
遣
は
知
事
と
の
同
行
で
あ
っ
た
た
め
、
本
派
遣
の
訪
問
先
等
は
知
事
部
局
に
お
い
て
選
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
エ
 
ハ
ワ
イ
州
議
会
友
好
訪
問
 

本
派
遣
に
つ
い
て
は
、
本
県
議
会
と
昭
和

57
年
に
国
際
友
好
親
善
促
進
の
盟
約
を
締
結
し
た
ハ
ワ
イ
州
議
会
 
 

か
ら
の
招
へ
い
を
受
け
訪
問
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第

87
条
に
基
づ
き
、
議
決
に
よ
り
、
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員

と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
議
長
の
決
裁
に
よ
り
派
遣
決
定
さ
れ
た
本
県
議
会
を
代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
の
ほ
か
交
渉
会
派
を
代
表
す
る
役
員
、
福
岡
県
日
米
友
好
議
員
連
盟
の

代
表
を
務
め
る
議
員
で
あ
り
、
派
遣
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
 

本
県
と
ハ
ワ
イ
州
は
昭
和

56
年
に
姉
妹
提
携
を
締
結
す
る
な
ど
そ
の
結
び
つ
き
は
古
く
、
文
化
、
教
育
、
経

済
な
ど
様
々
な
分
野
で
交
流
を
続
け
て
い
る
。
 

派
遣
に
伴
い
訪
れ
た
パ
ン
チ
ボ
ウ
ル
国
立
太
平
洋
記
念
墓
地
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
二
つ
し
か
な
い
国
立
 
 

墓
地
の
一
つ
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
等
の
戦
没
者
と
そ
の
家
族
な
ど
、
お
よ
そ

53
,0
00

人
が
宗
教
の
隔
た
 

り
な
く
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
欧
州
戦
線
に
展
開
し
た
日
系
人
部
隊
の
ほ
か
、
日
系
で
本
 

県
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
米
民
主
党
重
鎮
だ
っ
た
ダ
ニ
エ
ル
・
イ
ノ
ウ
エ
上
院
議
員
ら
も
眠
る
日
本
及
び
本
県
に
ゆ
 

か
り
の
深
い
墓
地
で
も
あ
り
、
終
戦
か
ら

80
年
を
迎
え
両
国
の
戦
没
者
へ
の
慰
霊
を
行
う
こ
と
は
、
本
県
が
進
 

め
る
ハ
ワ
イ
州
と
の
友
好
関
係
継
続
の
取
組
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
ま
た
、
ハ
ワ
イ
大
学
で
は
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
に
関
し
て
同
大
学
が
取
り
組
ん
で
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
本
県
の
取
 

組
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
て
お
り
、
本
県
が
進
め
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
取
組
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
 

れ
る
。
 

オ
 
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
友
好
提
携

10
周
年
記
念
訪
問
 

本
派
遣
は
、
本
県
議
会
と
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
と
の
友
好
提
携

10
周
年
を
契
機
と
し
て
、
新
た
な
取
決

 
め
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
両
地
域
の
友
好
・
協
力
関
係
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
訪
問
し
た
も
の
で
あ

 
る
。

 
 
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第

87
条
に
基
づ
き
、
議
決
に
よ
り
、
議
長
が
指
名
す
る
議
員
と
さ
れ
て

お
り
、
い
ず
れ
も
議
長
の
決
裁
に
よ
り
派
遣
決
定
さ
れ
た
本
県
議
会
を
代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
の
ほ
か
交
渉
会
派
を
代
表
す
る
役
員
、
福
岡
県
ベ
ト
ナ
ム
友
好
議
員
連
盟
の
代
表

を
務
め
る
議
員
で
あ
り
、
派
遣
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
 

ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
と
は
平
成

26
年
に
友
好
交
流
の
取
決
め
を
締
結
し
て
以
来
、
長
年
に
わ
た
っ
て
友
好

交
流
を
続
け
て
お
り
、
今
回
は
こ
れ
ま
で
の
取
決
め
に
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
推
進
に
関
す
る
項
目
を
加
え
新
た
な
取

決
め
を
締
結
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
県
が
進
め
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
及
び
ハ
ノ
イ
市
と
の
友
好
関
係
継
続
の
取
組

の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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カ
 
大
韓
民
国
慶
尚
南
道
議
会
友
好
訪
問
 

本
派
遣
は
、
韓
国
・
慶
尚
南
道
議
会
か
ら
の
招
へ
い
を
受
け
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
推
進
に
関
す
る
覚
書
を
締
結

す
る
と
と
も
に
、
更
な
る
友
好
関
係
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
訪
問
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第

87
条
に
基
づ
き
、
議
決
に
よ
り
、
議
長
及
び
議
長
が
指
名
す
る
議
員

と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
議
長
の
決
裁
に
よ
り
派
遣
決
定
さ
れ
た
本
県
議
会
を
代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
の
ほ
か
福
岡
県
日
韓
友
好
議
員
連
盟
代
表
並
び
に
役
員
を
務
め
る
議
員

で
あ
り
、
派
遣
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
 

本
県
議
会
と
慶
尚
南
道
議
会
は
平
成

24
年
に
友
好
交
流
協
定
を
締
結
し
て
以
来
、
長
年
に
わ
た
り
友
好
交
流

を
続
け
て
お
り
、
今
回
は
こ
の
協
定
に
基
づ
き
、
両
議
会
が
特
に
関
心
を
持
っ
て
交
流
に
取
り
組
む
分
野
と
し

て
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
推
進
に
関
す
る
新
た
な
覚
書
を
締
結
し
、
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
で
関
係
強
化
を
図
っ
た
。
 

派
遣
に
伴
い
訪
れ
た
国
立
大
田
顕
忠
院
は
、
朝
鮮
戦
争
等
の
戦
没
者
や
歴
代
の
大
統
領
な
ど
に
加
え
、
本
県

議
会
と
慶
尚
南
道
議
会
の
友
好
交
流
協
定
に
尽
力
さ
れ
た
韓
日
親
善
協
会
中
央
会
元
会
長
も
眠
る
墓
地
で
あ
り
、

慰
霊
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
韓
日
親
善
協
会
表
敬
訪
問
は
、
会
長
と
面
会
し
、
最
近
の
韓
国
情
勢
や
日
韓
関
係
な
ど
に
つ
い
て
幅

広
い
意
見
交
換
を
行
う
た
め
に
実
施
し
た
。

 
こ
れ
ら
の
取
組
は
い
ず
れ
も
、
本
県
が
進
め
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
及
び
慶
尚
南
道
と
の
友
好
関
係
継
続
の
取
組
の

趣
旨
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

キ
 
中
国
訪
問
 

 
 
 
 
 
本
派
遣
は
、
訪
問
前
年
の
５
月
に
日
中
韓
首
脳
会
議
に
お
け
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
理
念
を
盛
り
込
ん
だ
共
同
声

明
に
お
い
て
、
「
国
、
地
域
及
び
世
界
の
健
康
安
全
保
障
の
強
化
の
た
め
に
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を

通
じ
て
、
多
分
野
に
わ
た
る
積
極
的
な
参
加
」
が
推
奨
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
中
国
政
府
機
関
等
を
訪
問
し
、

日
中
間
に
お
け
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
推
進
及
び
国
際
交
流
に
関
す
る
意
見
交
換
を
行
い
、
併
せ
て
西
安
市
で
開
催

さ
れ
る
日
中
韓
獣
医
師
会
MO
U
締
結
式
及
び
中
国
獣
医
師
会
大
会
に
出
席
し
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
国
際
協

力
の
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

派
遣
議
員
に
つ
い
て
は
、
会
議
規
則
第

87
条
に
基
づ
き
、
い
ず
れ
も
議
長
の
専
決
に
よ
り
派
遣
決
定
さ
れ
た

議
長
及
び
本
県
議
会
を
代
表
す
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
議
長
の
ほ
か
ワ
ン
ヘ
ル

ス
・
地
方
分
権
等
調
査
特
別
委
員
会
委
員
長
で
あ
り
派
遣
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
 

取
組
は
い
ず
れ
も
、
本
県
が
進
め
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
及
び
同
地
域
と
の
友
好
関
係
継
続
の
取
組
の
趣
旨
に
合
致

す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 

上
記
の
と
お
り
、
い
ず
れ
の
派
遣
も
本
県
が
進
め
る
施
策
に
も
適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
請
求
人
が
主
張
す
る
不
 

 
合
理
な
点
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

 

(2
)議

員
の
費
用
弁
償
（
旅
費
）
の
必
要
性
及
び
妥
当
性
に
つ
い
て
 

ア
 
航
空
賃
 

議
長
を
含
む
本
県
議
会
の
議
員
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
第
34
条
第
１
項
第
１
号
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
２
号

の
イ
の
職
務
に
あ
る
者
（
令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
は
、
旅
費
法
施
行
令
第
７
条
第
２
項
第
２
号
及
び
第
３
号

の
「
内
閣
総
理
大
臣
等
、
指
定
職
職
員
等
」
）
に
相
当
す
る
と
し
て
知
事
（
人
事
課
）
と
の
事
前
協
議
に
よ
り

格
付
け
を
整
理
し
て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
座
席
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
支
給
し
た
も
の
で

あ
り
、
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。
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今
回
監
査
対
象
の
海
外
派
遣
７
件
・
延
べ

26
名
に
つ
い
て
、
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
使
用

に
よ
る
費
用
弁
償
が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
及
び
支
給
額
も
適
切
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

全
て
の
支
出
の
う
ち
、
ハ
ノ
イ
市
人
民
評
議
会
友
好
提
携

10
周
年
記
念
訪
問
の
復
路
に
お
い
て
、
公
務
外
の

理
由
に
よ
り
航
空
機
乗
換
地
の
台
湾
で
派
遣
団
本
体
と
別
行
動
を
と
っ
た
者
が
１
名
お
り
、
結
果
と
し
て
、
こ

の
１
名
は
復
路
の
航
空
運
賃
が

10
万
円
程
度
高
額
に
な
っ
て
い
た
。
 

こ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
議
会
事
務
局
か
ら
旅
費
の
制
度
所
管
課
（
人
事
課
）
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
平
成

14
年
６
月

11
日
付
け

14
人
給
第

19
号
「
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
運
用
に
つ
い
て
(通

知
)」
第
１
の
第
５
条
(旅

行
命
令
（
※
）
等
に
従
わ
な
い
旅
行
)関

係
で
は
、
発
着
地
が
出
張
命
令
ど
お
り
旅

行
し
た
場
合
の
経
路
内
に
収
ま
っ
て
い
る
場
合
で
も
「
出
張
命
令
の
日
程
を
超
え
て
旅
行
し
た
日
の
旅
費
」
は
、

出
張
命
令
の
日
程
と
連
続
す
る
週
休
日
等
に
留
ま
る
場
合
を
除
き
、
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

一
般
職
の
場
合
は
、
私
用
の
た
め
台
湾
到
着
後
に
別
行
動
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
３
月
５
日
（
水
）
及
び
６

日
（
木
）
は
出
張
命
令
の
日
程
と
連
続
す
る
週
休
日
等
の
旅
行
に
当
た
ら
な
い
た
め
、
台
湾
―
福
岡
間
の
航
空

賃
は
支
給
で
き
な
い
。
 

た
だ
し
、
議
員
に
つ
い
て
は
勤
務
時
間
の
定
め
が
な
い
た
め
、
上
記
の
取
扱
い
は
適
用
さ
れ
ず
、
台
湾
―
福

岡
間
の
航
空
賃
の
支
給
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
海
外
旅
行
に
係
る
公
費
の
支
出
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
議
長

の
判
断
に
よ
ら
れ
た
い
。
 

ま
た
、
発
着
地
は
旅
行
命
令
ど
お
り
旅
行
し
た
場
合
の
経
路
内
に
収
ま
っ
て
い
る
が
旅
行
日
が
異
な
る
場
合

の
旅
費
の
限
度
額
の
規
定
は
内
国
旅
行
の
場
合
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
海
外
旅
行
の
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い

て
も
、
海
外
旅
行
に
係
る
公
費
の
支
出
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
議
長
の
判
断
に
よ
ら
れ
た
い
。
」
と
の
こ
と
 

で
あ
っ
た
。
 

こ
の
た
め
、
議
会
事
務
局
に
復
路
の
航
空
運
賃
の
支
出
理
由
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
議
員
に
は
、

平
成

14
年
６
月

11
日
付
け

14
人
給
第

19
号
「
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
運
用
に
つ
い
て

（
通
知
）
」
の
適
用
が
な
い
こ
と
及
び
一
般
職
の
よ
う
な
勤
務
時
間
の
観
点
が
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
議
員
活
動
が

議
会
活
動
と
関
連
し
、
有
益
な
も
の
に
な
り
得
る
と
い
う
議
員
特
有
の
事
情
が
あ
る
。
台
湾
で
の
当
該
議
員
の

活
動
は
、
議
会
公
務
で
は
な
い
と
は
い
え
、
議
員
活
動
と
は
無
縁
の
私
的
活
動
で
は
な
く
、
福
岡
県
と
台
湾
と

の
連
携
促
進
に
資
す
る
台
湾
の
要
人
と
の
面
会
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
個
別
の
事
情
を
勘
案
し
た

判
断
と
し
て
実
費
弁
償
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
公
正
な
事
務
処
理
の
要
請
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
。
 

な
お
、
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
上
記
通
知
を
類
推
適
用
す
る
方
法
も
あ
り
得
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
 

方
法
も
含
め
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
議
員
へ
の
費
用
弁
償
支
給
額
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
策
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
 

た
た
め
、
原
則
ど
お
り
実
費
弁
償
の
要
請
を
重
視
し
、
実
際
の
所
要
額
を
支
給
し
た
も
の
で
あ
り
、
何
ら
不
合
 

理
な
判
断
で
は
な
い
と
考
え
る
。
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
こ
と
を
受
け
、
台
湾
訪
問
の
理
由
や
面
談
し
た
相
手
等
に
つ
い
て
確
認
し
た
結
果
、
当
該
航
空
運
賃
に

係
る
支
出
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
違
法
又
は
不
当
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
判
断
し
た
。
 

※
 
「
旅
行
命
令
」
と
は
、
公
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
職
員
が
勤
務
場
所
を
離
れ
て
業
務
を
行

う
こ
と
を
命
じ
る
職
務
命
令
の
こ
と
で
、
「
出
張
命
令
」
と
同
義
 

イ
 
宿
泊
料
  

 
 
 
宿
泊
料
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
（
令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
は
「
旅
費
法
施
行
令
」
）
を
準
用
し
て
お
り
、

派
遣
時
に
お
け
る
滞
在
先
ホ
テ
ル
の
実
勢
価
格
と
の
比
較
で
や
む
を
得
ず
法
定
額
（
令
和
７
年
４
月
１
日
以
降

は
「
基
準
額
」
）
を
超
過
す
る
場
合
は
、
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
適
切
に
支
給
し
て
い
た
。
 

 
 
な
お
、
本
件
海
外
派
遣
７
件
中
６
件
に
お
い
て
、
派
遣
代
表
者
で
あ
る
議
長
若
し
く
は
副
議
長
の
部
屋
の
み
、
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他
の
議
員
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
と
し
て
い
た
。
 

 
 
 
こ
れ
は
、
訪
問
国
の
政
府
要
人
等
が
面
会
に
来
ら
れ
た
際
に
、
相
応
の
グ
レ
ー
ド
の
部
屋
で
来
客
対
応
す
る

等
の
必
要
上
、
派
遣
代
表
者
（
議
長
又
は
副
議
長
）
の
み
、
一
定
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
つ
つ
、
不
必
要

に
華
美
な
ル
ー
ム
タ
イ
プ
で
な
い
部
屋
の
使
用
を
、
知
事
（
人
事
課
）
へ
の
事
前
協
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
一
方
、
バ
ン
コ
ク
都
友
好
促
進
訪
問
で
は
、
来
客
対
応
の
必
要
が
な
か
っ
た
と

し
て
、
全
員
が
同
じ
タ
イ
プ
の
部
屋
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ウ
 
そ
の
他
の
費
用
に
つ
い
て
 

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
関
係
規
程
に
基
づ
き
、
国
内
の
移
動
に

要
し
た
交
通
費
、
日
当
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
行
に
準
拠
し
た
金
額
及
び
旅
行
（
渡
航
）
雑
費
が

適
切
に
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 

(3
)交

際
費
（
土
産
代
）
の
支
出
手
続
の
必
要
性
及
び
妥
当
性
に
つ
い
て
 

県
議
会
の
交
際
費
は
、
議
長
が
県
議
会
を
代
表
し
外
部
と
の
交
渉
や
公
の
交
際
の
た
め
に
要
す
る
経
費
で
あ
り
、

香
典
等
の
慶
弔
費
や
関
係
団
体
の
会
費
、
式
典
等
へ
の
供
花
、
今
回
の
監
査
対
象
で
あ
る
海
外
派
遣
の
際
の
土
産

代
等
に
使
用
さ
れ
る
。
 

そ
の
執
行
状
況
は
、
毎
月
県
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
病
気
見
舞
い
や
土
産
等
の
贈
答

品
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
や
相
手
方
と
の
信
頼
関
係
に
特
段
の
配
慮
を
要
す
る
と
し
て
、
金
額
や
氏

名
等
一
部
の
情
報
を
公
表
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
 

贈
答
品
の
購
入
価
格
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
相
手
方
に
渡
す
と
い
う
行
為
は
、
社
会
通
念
上
も
一
般
的
と
は
言

い
が
た
く
、
個
々
の
贈
呈
先
に
ど
の
よ
う
な
価
格
の
土
産
を
持
参
し
た
か
、
金
額
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と

に
つ
い
て
は
一
定
の
理
解
は
で
き
る
。
 

議
員
の
海
外
派
遣
に
際
し
、
訪
問
先
の
政
府
機
関
、
団
体
等
に
対
し
、
国
際
親
善
を
目
的
に
土
産
品
を
持
参
す

る
の
は
通
例
で
あ
り
、
過
度
に
高
額
な
も
の
で
な
い
限
り
贈
呈
は
妥
当
と
言
え
る
。
 

今
回
監
査
対
象
と
し
た
土
産
品
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
支
出
証
拠
書
類
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
関
係

法
令
等
に
基
づ
き
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
お
り
、
手
続
の
瑕
疵
は
な
く
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
土
産
品
も
本

県
の
伝
統
工
芸
品
や
特
産
の
農
・
水
産
物
、
菓
子
等
で
あ
り
、
本
県
の
名
産
を
海
外
で
広
報
す
る
上
か
ら
も
妥
当

で
あ
る
。
品
選
び
も
贈
呈
先
の
数
や
関
係
性
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
支
出
が
過
度
に
高
額
で
あ
る
と
は
言
い
が

た
い
。
 

 

(4
)委

託
契
約
の
手
続
及
び
業
務
内
容
等
の
必
要
性
及
び
妥
当
性
に
つ
い
て
 

 
 
海
外
派
遣
に
係
る
添
乗
等
業
務
委
託
は
、
派
遣
先
の
現
地
の
実
情
等
を
踏
ま
え
た
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
同
様
の
業
務
実
績
を
有
す
る
等
、
履
行
能
力
を
有
す
る
業
者
が
限
ら
れ
て
お
り
、
自
治
法
施
行
令
第

16
7
条

の
２
第
１
項
第
２
号
及
び
財
務
規
則
運
用
要
綱

16
3
条
関
係
１
の
(1
)の

「
契
約
の
目
的
物
が
特
定
の
者
で
な
け
れ

ば
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
財
務
規
則
運
用
要
綱
第

16
3
条

関
係
２
に
基
づ
き
、
過
去
に
同
様
の
業
務
の
履
行
実
績
が
あ
る
な
ど
受
注
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
業
者
２
社
か
ら

見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
と
随
意
契
約
に
よ

り
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

た
だ
し
、
知
事
と
同
行
し
た
バ
ン
コ
ク
都
友
好
促
進
訪
問
に
係
る
委
託
契
約
に
つ
い
て
は
、
知
事
部
局
が
契
約

の
相
手
方
と
し
て
選
定
し
た
業
者
１
社
か
ら
見
積
書
を
徴
し
て
、
予
定
価
格
内
で
当
該
業
者
と
随
意
契
約
に
よ
り

契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
 

 
 
受
託
事
業
者
数
は
、
６
件
の
契
約
に
対
し
４
社
で
あ
り
、
特
定
の
１
社
の
み
が
受
注
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
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な
か
っ
た
。
各
契
約
に
お
い
て
見
積
書
を
徴
す
る
業
者
を
２
社
に
絞
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訪
問

先
に
応
じ
て
そ
の
地
域
事
情
に
精
通
し
た
旅
行
会
社
を
見
積
の
相
手
方
と
し
て
選
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
法

令
・
規
則
に
違
反
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
必
要
な
能
力
を
備
え
た
業
者
は
２
社
以
上
存
在
す
る
場
合
も
考
え
ら

れ
、
競
争
性
・
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
能
力
を
有
す
る
で
き
る
だ
け
多
く
の
業
者
か
ら
見
積
を
徴
す
る

努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
価
格
以
外
の
評
価
項
目
を
設
定
し
て
総
合
的
な
観
点
か
ら

比
較
評
価
す
る
な
ど
の
手
法
も
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

予
定
価
格
は
、
想
定
さ
れ
る
最
小
限
の
人
員
・
訪
問
先
と
し
た
場
合
の
添
乗
員
、
車
両
借
上
、
現
地
ガ
イ
ド
、

Wi
-F
i
レ
ン
タ
ル
な
ど
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
業
者
に
聞
き
取
り
を
行
い
設
定
し
て
い
た
が
、
過
去
の
実
績

や
見
積
等
を
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
た
予
算
上
の
積
算
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
額
を
大
き
く
下
回
る
額
で

予
定
価
格
を
定
め
、
随
意
契
約
を
行
っ
た
後
に
受
託
業
者
と
の
間
で
増
額
変
更
を
行
っ
て
お
り
、
適
切
な
予
定
価

格
の
設
定
が
さ
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
も
の
が
３
件
あ
っ
た
。
 

予
定
価
格
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
制
度
所
管
課
（
財
産
活
用
課
）
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
知
事
部
局
に
お
い

て
は
取
引
の
実
勢
価
格
な
ど
に
よ
り
、
ま
ず
は
適
切
な
予
定
価
格
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
契
約
締

結
後
の
変
更
契
約
は
、
通
常
、
仕
様
書
な
ど
に
よ
り
変
更
契
約
の
内
容
を
契
約
相
手
方
に
示
し
た
上
で
見
積
書
を

徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
変
更
契
約
の
理
由
が
過
去
の
実
績
等
か
ら
予
見
で
き
な
か
っ
た
事
象
（
数
量
・
期
間
等
）

な
の
か
、
県
民
に
対
す
る
丁
寧
な
説
明
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
経
緯
や
理
由
を
詳
細
に
記
録
し
て
明
ら
か
に
す
べ

き
」
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
議
会
事
務
局
に
お
い
て
も
当
初
契
約
に
お
い
て
予
算
額
ど
お
り
に
予
定
価
格
を
設

定
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
決
裁
書
類
の
中
で
理
由
等
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
、
随
意
契
約
の
理
由
が
自
治
法
施
行
令
第

16
7
条
の
２
第
１
項
第
２
号
で
あ
れ
ば
、
契
約
総
額
に
近
い
形

で
予
定
価
格
を
立
て
る
な
ど
の
契
約
方
法
に
改
め
る
方
が
透
明
性
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
当
初
契
約
の
締
結
後
、
訪
問
箇
所
、
行
程
等
の
確
定
に
伴
い
添
乗
員
、
現
地
ガ
イ
ド
の
増
員
や
、
車

両
借
上
の
追
加
な
ど
新
た
に
追
加
と
な
っ
た
業
務
に
要
す
る
経
費
を
合
計
し
た
金
額
に
よ
り
変
更
契
約
を
締
結
す

る
際
に
、
受
託
業
者
と
協
議
の
上
見
積
書
を
徴
収
し
、
当
該
見
積
額
を
変
更
金
額
と
す
る
変
更
契
約
を
締
結
し
て

い
た
が
、
見
積
の
積
算
内
容
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
 

制
度
所
管
課
（
財
産
活
用
課
）
に
、
変
更
契
約
に
当
た
り
変
更
金
額
の
内
訳
が
分
か
る
明
細
書
の
提
出
を
求
め

な
い
こ
と
に
つ
い
て
問
題
が
な
い
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
直
ち
に
法
令
・
規
則
等
に
抵
触
す
る
と
ま
で
は
言
え

な
い
が
、
知
事
部
局
に
お
い
て
は
県
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
必
要
か
ら
、
変
更
契
約
の
際
に
は
、
原
則
と
し

て
契
約
相
手
方
か
ら
具
体
的
な
数
量
や
単
価
の
内
訳
を
詳
細
に
示
し
た
見
積
書
を
徴
し
、
発
注
者
と
し
て
、
金
額

の
妥
当
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
こ
と
を
参
考
に
、
変
更
金
額
の
妥
当
性
に
つ
い
て
議
会
事
務
局
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
日
程
の
追
加
や

参
加
者
の
増
加
に
伴
う
添
乗
員
の
追
加
等
が
あ
っ
た
こ
と
、
本
県
の
海
外
視
察
の
特
性
上
、
日
程
等
の
変
更
が
直

前
に
な
る
た
め
価
格
交
渉
が
難
し
い
こ
と
、
イ
ン
フ
レ
や
円
安
、
人
件
費
の
高
騰
な
ど
に
よ
り
増
加
し
た
も
の
で

あ
り
、
議
会
事
務
局
に
お
い
て
、
過
去
の
訪
問
時
の
費
用
や
、
参
考
価
格
等
を
基
に
業
者
と
協
議
し
た
」
と
の
回

答
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
ぞ
れ
の
変
更
契
約
に
つ
い
て
、
受
託
業
者
に
積
算
内
容
の
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
変
更
契
約
は
行
程
等

の
変
更
に
伴
い
必
要
な
業
務
が
追
加
委
託
さ
れ
て
い
た
。
議
会
事
務
局
に
対
し
て
積
算
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
聴

取
を
行
っ
た
と
こ
ろ
不
自
然
な
点
は
な
く
、
積
算
内
容
及
び
変
更
金
額
は
妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
 

贈
収
賄
の
疑
い
に
つ
い
て
は
、
業
務
委
託
契
約
に
県
議
会
議
員
が
関
与
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
議
会
事
務

局
長
の
弁
明
に
あ
る
と
お
り
、
議
会
事
務
局
の
担
当
職
員
が
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
事
務
処
理
を
行
っ
て
お
り
、

収
賄
罪
を
疑
う
よ
う
な
事
務
処
理
は
な
か
っ
た
。
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結
論
と
し
て
、
随
意
契
約
と
い
う
手
法
を
採
っ
た
こ
と
は
違
法
と
は
言
え
ず
、
請
求
人
の
「
随
意
契
約
が
取
ら

れ
た
こ
と
で
、
競
争
性
・
経
済
性
を
欠
く
合
理
的
疑
い
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
だ
け
で
は

当
該
契
約
行
為
を
違
法
又
は
不
当
と
す
る
理
由
と
は
な
り
得
な
い
。
 

 

(5
)海

外
派
遣
終
了
後
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

本
件
海
外
派
遣
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
６
月
の
「
議
会
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
の
中
間
答
申

を
受
け
、
い
ず
れ
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
紙
に
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に

お
い
て
引
き
続
き
報
告
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
報
告
書
の
公
表
を
準
備
中
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
充
実
し
た
結
果
報
告
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
 

 

(6
)暫

定
的
な
停
止
勧
告
に
つ
い
て
 

暫
定
的
な
停
止
勧
告
は
、
財
務
会
計
行
為
の
停
止
と
い
う
行
政
活
動
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
当
該
行
為
の
違
法
性
に
係
る
も
の
に
限
ら
れ
、
当
該
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
思
料
す
る
に
足
り
る
相
当

な
理
由
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
こ
の
相
当
な
理
由
と
は
、
社
会
通
念
上
客
観
的
に
見
て
合
理
的
な
場
合
を
言
い
、
勧
告
を
行
う
ま
で
の

根
拠
は
不
要
で
あ
る
も
の
の
、
相
当
程
度
具
体
的
な
証
拠
に
基
づ
い
て
違
法
で
あ
る
こ
と
が
疎
明
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
程
度
で
は
、
「
相
当
な
理
由
」
が
あ
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

 
 
本
件
請
求
に
お
い
て
は
、
証
拠
書
類
と
し
て
新
聞
記
事
及
び
同
電
子
版
の
記
事
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
同
記

事
に
お
い
て
は
、
随
意
契
約
の
手
法
に
つ
い
て
の
疑
問
や
、
他
県
と
の
比
較
に
よ
る
疑
問
は
呈
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
個
々
の
海
外
派
遣
に
係
る
公
金
支
出
の
違
法
性
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
直

ち
に
違
法
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
と
な
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
監
査
に
よ
る
確
認
の
結
果
、
監
査
の
対
象

と
な
る
海
外
派
遣
に
係
る
公
金
の
支
出
に
は
、
明
ら
か
に
違
法
又
は
不
当
と
言
え
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
 

し
た
が
っ
て
、
当
該
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
思
料
す
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

暫
定
的
な
停
止
勧
告
は
行
わ
な
か
っ
た
。
 

 

上
記
の
と
お
り
、
「
第
３
 
請
求
の
要
件
審
査
」
に
よ
り
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
公
金
の
支
出
に
つ
い
て
は
、

関
係
法
令
・
基
準
等
に
基
づ
い
て
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
違
法
又
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為

又
は
怠
る
事
実
に
は
該
当
せ
ず
、
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件
請
求
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
棄
却

す
る
。

 
ま
た
、
そ
の
他
の
財
務
会
計
行
為
に
つ
い
て
は
、
請
求
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
、
却
下
す
る
。
 

 第
６
 
付
言
 

 
 
本
件
監
査
の
結
果
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
監
査
の
過
程
に
お
い
て
、
本
県
議
会
の
海
外
派
遣
の
実
施
に
当
 

 
た
っ
て
改
善
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
点
が
認
め
ら
れ
た
。
 

１
 
海
外
派
遣
に
係
る
委
託
契
約
手
続
に
つ
い
て
 

海
外
派
遣
に
係
る
委
託
料
に
つ
い
て
、
財
務
規
則
第

15
2
条
第
２
項
に
お
い
て
「
予
定
価
格
は
、
取
引
の
実
例
価

格
、
需
給
の
状
況
、
履
行
の
難
易
、
契
約
の
数
量
の
多
少
及
び
履
行
期
限
の
長
短
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
過
去
の
実
績
や
見
積
等
を
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
た
予
算
上
の
積
算
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
額
を
大
き
く
下
回
る
額
で
予
定
価
格
を
定
め
、
随
意
契
約
を
行
っ
た
後
に
業
者
と
増
額

変
更
契
約
を
行
っ
た
例
が
あ
っ
た
。
 

31
-

-



62
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

-
 
 
3
2
 
 
-
 

こ
の
よ
う
な
事
務
処
理
は
「
随
意
契
約
の
方
法
を
選
択
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
誰
が
見
て
も
納
得
で
き
る
理
由
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
の
本
県
随
意
契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
に
鑑
み
る
と
、
契
約
の
透
明
性
、
公
平

性
、
競
争
性
を
確
保
す
る
上
で
問
題
が
あ
り
、
こ
う
し
た
不
自
然
な
予
定
価
格
の
立
て
方
は
県
民
に
不
信
感
を
抱
か

せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
手
法
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

こ
の
こ
と
は
、
契
約
の
手
法
に
係
る
問
題
で
あ
り
、
契
約
の
結
果
行
わ
れ
た
支
出
そ
の
も
の
が
直
ち
に
違
法
又
は
 

不
当
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
後
、
議
会
事
務
局
に
お
か
れ
て
は
、
透
明
性
、
競
争
性
の
確
保
を
踏
ま
え
た
契

約
方
法
の
是
正
が
必
要
と
考
え
る
。
 

ま
た
、
予
算
の
計
上
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
他
経
費
か
ら
の
流
用
等
に
よ
り
必
要
経
費
が
確
保
さ
れ
た
も
の
に
つ
 
 
 

い
て
も
、
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
後
変
更
契
約
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

海
外
派
遣
の
行
程
や
参
加
人
数
、
車
両
の
手
配
台
数
が
不
明
で
あ
り
、
当
初
よ
り
総
額
に
基
づ
く
予
定
価
格
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り
予
算
計
上
に
努
め

た
上
で
同
様
に
透
明
性
、
公
平
性
、
競
争
性
の
確
保
を
図
ら
れ
た
い
。
 

さ
ら
に
、
随
意
契
約
に
当
た
っ
て
、
財
務
規
則
第

16
3
条
の
「
な
る
べ
く
二
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
か
ら
、
実
績
等
が
あ
る
２
社
か
ら
見
積
を
徴
し
て
い
る
。
し
か
し
、
必
要
な
能
力

を
備
え
た
業
者
は
２
社
以
上
存
在
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
２
社
か
ら
の
み
の
見
積
で
は
固
定
し
た
業
者
と
の
み
契

約
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
県
民
の
疑
念
を
招
き
か
ね
な
い
。
競
争
性
・
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら

も
、
能
力
を
有
す
る
で
き
る
だ
け
多
く
の
業
者
か
ら
見
積
を
徴
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
必
要
に

応
じ
て
価
格
以
外
の
評
価
項
目
を
設
定
し
て
総
合
的
な
観
点
か
ら
比
較
評
価
す
る
な
ど
の
手
法
も
検
討
す
べ
き
も
の

と
考
え
る
。
 

 

２
 
海
外
派
遣
の
妥
当
性
及
び
そ
の
成
果
の
積
極
的
な
県
民
へ
の
周
知
に
つ
い
て
 

今
回
の
監
査
の
結
果
、
議
員
の
派
遣
先
、
活
動
内
容
、
参
加
議
員
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
規
定
に
基
づ
い
た
上
で
、
 

派
遣
の
目
的
に
応
じ
決
定
さ
れ
て
い
た
。
 

 
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
円
安
・
物
価
高
等
に
よ
り
、
派
遣
に
係
る
経
費
が
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
否
め

な
い
。
も
と
よ
り
、
議
員
の
海
外
派
遣
の
実
施
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
県
議
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

必
要
性
は
単
に
金
額
の
多
寡
の
み
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
公
金
を
用
い
る
以
上
、
経
費
の
節
減
に

努
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
が
本
県
の
県
政
推
進
に
い
か
に
有
効
に
寄
与
す
る
か
に
つ
い
て
、
説
明
責

任
を
果
た
す
こ
と
が
今
後
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
。
 

令
和
６
年
６
月
に
「
議
会
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
よ
る
中
間
答
申
が
な
さ
れ
、
予
算
執
行
の
根
拠
の
明

確
化
・
合
理
化
、
経
費
の
節
減
、
海
外
活
動
に
関
す
る
事
前
・
事
後
の
公
表
等
に
取
り
組
む
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
予

算
措
置
ル
ー
ル
の
明
確
化
、
随
行
職
員
の
見
直
し
に
よ
る
経
費
の
節
減
、
海
外
派
遣
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公

表
等
な
ど
が
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

更
に
今
後
、
 

・
 
委
託
業
者
の
選
定
方
法
及
び
選
定
手
続
の
見
直
し
、
経
費
総
額
の
早
期
把
握
及
び
見
積
内
容
の
精
査
と
合
理
 

性
の
説
明
 

・
 
海
外
に
お
け
る
参
考
事
例
等
の
調
査
を
目
的
と
し
た
海
外
活
動
に
つ
い
て
の
、
参
加
議
員
全
員
が
関
与
し
て
 
 

の
報
告
書
の
作
成
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
表
 

に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
取
組
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
政
と
の
関
連
を
意
識
し
た
派
遣
の
目
的
、
必
要
性
や
成
果
を
 

県
民
に
分
か
り
や
す
く
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
費
用
や
手
続
、
成
果
な
ど
、
派
遣
全
般
に
つ
い
て
の
透
明
性
を
高

め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
一
層
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。
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 （（

参参
考考

））
主主

なな
根根

拠拠
規規

定定
  

 今
回

の
海

外
活

動
に

係
る

公
⾦

の
⽀

出
の

根
拠

と
な

る
法

令
等

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

  １１
  

派派
遣遣

のの
決決

定定
、、

派派
遣遣

後後
のの

公公
表表

にに
係係

るる
ここ

とと
  

（（
地地
方方
自自
治治
法法
第第

11
00
00
条条

11
33
項項
））

  
「

議
会

は
、

議
案

の
審

査
⼜

は
当

該
普

通
地

⽅
公

共
団

体
の

事
務

に
関

す
る

調
査

の
た

め
そ

の
他

議
会

に
お

い
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
会

議
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

議
員

を
派

遣
す

る
こ

と
が

で
き

る
。」

 
（（
福福
岡岡
県県
議議
会会
会会
議議
規規
則則
第第

88
77
条条
））

 
「

法
第

百
条

第
⼗

三
項

の
規

定
に

よ
り

議
員

を
派

遣
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
議

会
の

議
決

で
こ

れ
 

を
決

定
す

る
。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

は
、

議
⻑

に
お

い
て

議
員

の
派

遣
を

決
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。（
第

１
項

）」
 

「
前

項
の

規
定

に
よ

り
議

員
の

派
遣

を
決

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

派
遣

の
⽬

的
、

場
所

、
期

間
そ

の
 

他
必

要
な

事
項

を
明

ら
か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。（
第

２
項

）」
 

 
２２

  
各各

費費
⽬⽬

のの
⽀⽀

出出
にに

関関
すす

るる
ここ

とと
  

 
〇

 
旅

費
 

【【
令令
和和
７７
年年
３３
月月

33
11
日日
以以
前前
】】
  

（（
福福
岡岡
県県
議議
会会
議議
員員
のの
議議
員員
報報
酬酬
及及
びび
費費
用用
弁弁
償償
等等
にに
関関
すす
るる
条条
例例
第第
５５
条条
））

 
「

６
 

議
⻑

、
副

議
⻑

及
び

議
員

の
外

国
旅

⾏
の

費
⽤

弁
償

の
⽀

給
に

つ
い

て
は

、
知

事
が

別
に

定
め

 
る

。」
 

（（
福福
岡岡
県県
職職
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
条条
例例
等等
のの
運運
用用
にに
つつ
いい
てて
（（
通通
知知
））
第第
２２
  
第第
６６
条条
（（
外外
国国
旅旅
行行
のの

旅旅
費費
））
関関
係係
））

 
「

特
別

職
の

職
員

の
外

国
旅

⾏
の

旅
費

の
⽀

給
に

関
し

て
は

、
⽀

度
料

及
び

旅
⾏

雑
費

を
除

く
ほ

か
、 

国
家

公
務

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

１
１

４
号

）
を

準
⽤

す
る

も
の

と
し

、 
⽀

度
料

及
び

旅
⾏

雑
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

旅
費

条
例

を
適

⽤
す

る
⼀

般
職

員
の

例
に

よ
る

 
こ

と
。

ま
た

、
福

岡
県

議
会

の
議

員
の

議
員

報
酬

及
び

費
⽤

弁
償

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

３
１

年
 

福
岡

県
条

例
第

３
５

号
）

第
5

条
第

6
項

に
規

定
す

る
外

国
旅

⾏
に

お
い

て
も

同
様

と
す

る
。」

 
（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
第第

33
44
条条
））
  

「
航

空
賃

の
額

は
、

次
の

各
号

に
規

定
す

る
旅

客
運

賃
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

運
賃

」
と

い
う

。）
  

に
よ

る
。

 
⼀

 
運

賃
の

等
級

を
三

以
上

の
階

級
に

区
分

す
る

航
空

路
に

よ
る

旅
⾏

の
場

合
に

は
、

次
に

規
定

 
す

る
運

賃
 

イ
 

内
閣

総
理

⼤
⾂

等
並

び
に

指
定

職
の

職
務

に
あ

る
者

で
あ

つ
て

⼀
般

職
の

職
員

の
給

与
に
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関
す

る
法

律
第

六
条

第
⼀

項
第

⼗
⼀

号
に

規
定

す
る

指
定

職
俸

給
表

の
適

⽤
を

受
け

る
も

の
の

う
ち

同
表

の
六

号
俸

の
俸

給
⽉

額
以

上
の

俸
給

を
受

け
る

も
の

（
同

表
の

七
号

俸
⼜

は
六

号
俸

の
俸

給
⽉

額
の

俸
給

を
受

け
る

者
に

あ
つ

て
は

、
各

庁
の

⻑
が

財
務

⼤
⾂

に
協

議
し

て
定

め
る

も
の

に
限

る
。

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
「

特
定

指
定

職
在

職
者

」
と

い
う

。）
及

び
指

定
職

の
職

務
に

あ
る

者
で

あ
つ

て
同

表
の

適
⽤

を
受

け
な

い
も

の
の

う
ち

各
庁

の
⻑

が
財

務
⼤

⾂
に

協
議

し
て

定
め

る
特

定
指

定
職

在
職

者
に

相
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

最
上

級
の

運
賃

 
ロ

 
指

定
職

の
職

務
に

あ
る

者
（

イ
に

該
当

す
る

者
を

除
く

。）
、

七
級

以
上

の
職

務
に

あ
る

者
及

び
⻑

時
間

に
わ

た
る

航
空

路
に

よ
る

旅
⾏

と
し

て
財

務
省

令
で

定
め

る
も

の
（

以
下

「
特

定
航

空
旅

⾏
」

と
い

う
。）

を
す

る
六

級
⼜

は
五

級
の

職
務

に
あ

る
者

に
つ

い
て

は
、

最
上

級
の

直
近

下
位

の
級

の
運

賃
 

ハ
 

六
級

以
下

の
職

務
に

あ
る

者
（

ロ
に

該
当

す
る

者
を

除
く

。）
に

つ
い

て
は

、
ロ

に
規

定
す

る
運

賃
の

級
の

直
近

下
位

の
級

の
運

賃
 

⼆
 

運
賃

の
等

級
を

⼆
階

級
に

区
分

す
る

航
空

路
に

よ
る

旅
⾏

の
場

合
に

は
、

次
に

規
定

す
る

運
 

 
賃

 
イ

 
内

閣
総

理
⼤

⾂
等

並
び

に
指

定
職

の
職

務
⼜

は
七

級
以

上
の

職
務

に
あ

る
者

及
び

特
定

航
 

空
旅

⾏
を

す
る

六
級

⼜
は

五
級

の
職

務
に

あ
る

者
に

つ
い

て
は

、
上

級
の

運
賃

 
ロ

 
六

級
以

下
の

職
務

に
あ

る
者

（
イ

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。）

に
つ

い
て

は
、

下
級

の
運

賃
 

三
 

運
賃

の
等

級
を

設
け

な
い

航
空

路
に

よ
る

旅
⾏

の
場

合
に

は
、

航
空

機
の

利
⽤

に
要

す
る

運
 

 
賃

 
四

 
内

閣
総

理
⼤

⾂
等

⼜
は

指
定

職
の

職
務

に
あ

る
者

が
公

務
上

の
必

要
に

よ
り

特
別

の
座

席
の

設
備

を
利

⽤
し

た
場

合
に

は
、

前
三

号
に

規
定

す
る

運
賃

の
ほ

か
、

そ
の

座
席

の
た

め
現

に
⽀

払
つ

た
運

賃
 

２
 

⾞
賃

の
額

は
、

実
費

額
に

よ
る

。」
 

 
（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
第第
33
55
条条
））

 
「

⽇
当

及
び

宿
泊

料
の

額
は

、
旅

⾏
先

の
区

分
に
応
じ

た
別

表
第

⼆
の

定
額

に
よ

る
。

 
２

 
第

三
⼗

⼆
条

第
五

号
の

規
定

に
よ

り
寝
台

料
⾦

を
⽀

給
す

る
場

合
に

お
け

る
宿
泊

料
の

額
は

、 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
旅

⾏
先

の
区

分
に
応
じ

た
別

表
第

⼆
の

定
額

の
⼗

分
の

七
に

相
当

す
る

額
に

よ
る

。
 

３
 
⾷
卓

料
の

額
は

、
別

表
第

⼆
の

定
額

に
よ

る
。

 
４

 
第

⼆
⼗

条
第

⼆
項

及
び

第
三

項
、

第
⼆

⼗
⼀

条
第

⼆
項

並
び

に
第

⼆
⼗

⼆
条

第
⼆

項
の

規
定

は
、

外
国

旅
⾏

の
場

合
の

⽇
当

、
宿
泊

料
及

び
⾷
卓

料
に

つ
い

て
準

⽤
す

る
。」

 
（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
第第
44
66
条条
第第
２２
項項
））

 
「
各
庁
の
長
は
、
旅
行
者
が
こ
の
法
律
又
は
旅
費
に
関
す
る
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
旅
費
に
よ
り

旅
行
す
る
こ
と
が
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
当
該
旅
行
の
性
質
上
困
難
で
あ

る
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
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令令
和和
７７
年年
４４
月月
１１
日日
以以
降降
】】
  

（（
福福
岡岡
県県
議議
会会
議議
員員
のの
議議
員員
報報
酬酬
及及
びび
費費
用用
弁弁
償償
等等
にに
関関
すす
るる
条条
例例
第第
５５
条条
））
  

「
5 

議
⻑

、
副

議
⻑

及
び

議
員

の
外

国
旅

⾏
の

費
⽤

弁
償

の
⽀

給
に

つ
い

て
は

、
知

事
が

別
に

定
め

 
る

。」
 

（（
福福
岡岡
県県
職職
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
条条
例例
等等
のの
運運
用用
にに
つつ
いい
てて
（（
通通
知知
））
第第
１１
  
第第

22
99
条条
（（
外外
国国
旅旅
行行

のの
旅旅
費費
））
関関
係係
））

 
「

外
国

旅
⾏

の
旅

費
の

⽀
給

に
関

し
て

は
、
渡

航
 

雑
費

を
除

く
ほ

か
、

国
家

公
務

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
法

律
（

昭
和
25

年
法

律
第
11

4
号

。
以

下
「

旅
費

法
」

と
い

う
。）

、
国

家
公

務
員

等
の

旅
費

に
関

す
る

法
律
施

⾏
令

（
令

和
６

年
政

令
第

30
6

号
。

以
下

「
施

⾏
令

」
と

い
う

。）
及

び
国

家
公

務
員

等
の

旅
費

⽀
給

規
程

（
昭

和
25

年
⼤
蔵

省
令

第
45

号
。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。）

を
準

⽤
す

る
こ

と
。」

 
 

（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
第第
６６
条条
））
  

「
旅

費
は

、
旅

⾏
に

要
す

る
実

費
を

弁
償

す
る

た
め

の
も

の
と

し
て
政

令
で

定
め

る
種

⽬
及

び
内
容

に
基
づ

き
、

最
も
経
済

的
な

通
常

の
経

路
及

び
⽅

法
に

よ
り

旅
⾏

し
た

場
合

に
よ

つ
て
計
算

す
る

。
た

だ
し

、
公

務
上

の
必

要
⼜

は
天
災

そ
の

他
や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
最

も
経
済

的
な

通
常

の
経

路
⼜

は
⽅

法
に

よ
り

旅
⾏

し
難

い
場

合
に

は
、そ

の
現

に
よ

つ
た
経

路
及

び
⽅

法
に

よ
つ

て
計
算

す
る

。」
 

（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
施施
行行
令令
第第
７７
条条
））
  

「
航

空
賃

は
、

航
空

機
（

航
空

法
第

⼆
条

第
⼗
⼋

項
に

規
定

す
る

航
空

運
送

事
業

の
⽤

に
供

す
る

航

空
機

、
外

国
に

お
け

る
こ

れ
に

相
当

す
る

も
の

そ
の

他
財

務
省

令
で

定
め

る
も

の
を

い
う

。
次

項
及

び
次

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

を
利

⽤
す

る
移

動
に

要
す

る
費

⽤
と

し
、

そ
の

額
は

、
次

に
掲
げ

る
費

⽤
（

第
⼆

号
及

び
第

三
号

に
掲
げ

る
費

⽤
は

、
第

⼀
号

に
掲
げ

る
運

賃
に
加
え

て
別

に
⽀

払
う

も
の

で
あ

っ
て

、
公

務
の

た
め

特
に

必
要

と
す

る
も

の
に

限
る

。
）

の
額

の
合
計

額
と

す
る

。
 

⼀
 

運
賃

 

⼆
 

座
席

指
定

料
⾦

 

三
 

前
⼆

号
に
掲
げ

る
費

⽤
に
付
随

す
る

費
⽤

 

２
 

前
項

第
⼀

号
に
掲
げ

る
運

賃
の

額
の

上
限

は
、

運
賃

の
等

級
が

区
分
さ

れ
た

航
空

機
に

よ
り
移

動
す

る
場

合
に

は
、

最
下

級
の

運
賃

の
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

に
掲
げ

る
場

合
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

⼀
 

内
国

旅
⾏

の
場

合
で

あ
っ

て
、

内
閣

総
理

⼤
⾂

等
が
移

動
す

る
と

き
 

最
上

級
の

運
賃

の
額

 

⼆
 

外
国

旅
⾏

の
場

合
で

あ
っ

て
、

内
閣

総
理

⼤
⾂

等
、

指
定

職
職

員
等

及
び

職
務

の
級

が
七

級

以
上

の
者

が
移

動
す

る
と

き
並

び
に

職
務

の
級

が
六

級
⼜

は
五

級
の

者
が

⻑
時

間
に

わ
た

る
移

動
と

し
て

財
務

省
令

で
定

め
る

も
の

（
次

号
に

お
い

て
「

特
定

航
空
移

動
」

と
い

う
。

）
を

す

る
と

き
（

同
号

に
掲
げ

る
場

合
を

除
く

。
）

 
最

上
級

の
運

賃
の

額
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三
 

外
国

旅
⾏

の
場

合
で

あ
っ

て
、

運
賃

の
等

級
が

三
以

上
に

区
分
さ

れ
た

航
空

機
に

よ
り

内
閣

総
理

⼤
⾂

等
（

内
閣

総
理

⼤
⾂

、
最
⾼
裁
判

所
⻑
官

、
国

務
⼤

⾂
、

最
⾼
裁
判

所
判

事
、

会
計

検
査
院

⻑
、
⼈

事
院

総
裁

及
び
検

事
総

⻑
を

除
く

。
）

、
指

定
職

職
員

等
及

び
職

務
の

級
が

七

級
以

上
の

者
が
移

動
す

る
と

き
並

び
に

職
務

の
級

が
六

級
⼜

は
五

級
の

者
が

特
定

航
空
移

動
を

す
る

と
き

 
最

上
級

の
直

近
下

位
の

級
の

運
賃

の
額

 

四
 

外
国

旅
⾏

の
場

合
で

あ
っ

て
、

職
務

の
級

が
四

級
以

下
の

者
が
著

し
く

⻑
時

間
に

わ
た

る
移

動
と

し
て

財
務

省
令

で
定

め
る

も
の

を
す

る
と

き
 

最
下

級
の

直
近

上
位

の
級

の
運

賃
の

額
」

 

（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
施施
行行
令令
第第
８８
条条
））

 

「
そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、

そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
公
務
の
た
め
特

に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

 

一
 
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め

て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す

る
自
動
車
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る

運
賃

 

二
 
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る

 

自
動
車
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交

通
手
段
（
前
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃

 

三
 
前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

を
含
む
。
）
の
賃
料
そ
の
他
の
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用

 

四
 
前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
」

 

（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
施施
行行
令令
第第
９９
条条
））

 

「
宿
泊
費
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
地
域
の
実
情
及
び
旅
行
者
の
職

務
を
勘
案
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
額
（
次
条
に
お
い
て
「
宿
泊
費
基
準
額
」
と
い
う
。
）
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。
」

 

（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
施施
行行
令令
第第
11
11
条条
））
  

「
宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、

通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
と
す
る
。

 

  

36
-

-



67
令

和
８

年
３

月
24

日
　

火
曜

日
第

68
0 

号

- 3
7 

- 
 

（（
国国
家家
公公
務務
員員
等等
のの
旅旅
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
第第
８８
条条
））
  

「
２

 
各

庁
の

⻑
は

、
旅

⾏
者

が
こ

の
法

律
⼜

は
旅

費
に

関
す

る
他

の
法

律
の

規
定

に
よ

る
旅

費
に

 
よ

り
旅

⾏
す

る
こ

と
が

当
該

旅
⾏

に
お

け
る

特
別

の
事
情

に
よ

り
⼜

は
当

該
旅

⾏
の
性
質

上
困
難

 
で

あ
る

場
合

に
は

、
財

務
⼤

⾂
に

協
議

し
て

定
め

る
旅

費
を

⽀
給

す
る

こ
と

が
で

き
る

。」
 

 〇
 
交
際

費
 

（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
第第

11
99
条条
  
））
  

「
歳
⼊
歳

出
予
算

の
款

項
及

び
⽬

の
区

分
並

び
に
歳
⼊
予
算

に
係

る
節

の
区

分
は

、
省

令
別
記

に
規

定
す

る
歳
⼊
歳

出
予
算

の
款

項
及

び
⽬

の
区

分
並

び
に
歳
⼊
予
算

に
係

る
節

の
区

分
を
基

準
と

し
て

、
及

び
歳

出
予
算

に
係

る
節

の
区

分
は

、
省

令
別
記

に
規

定
す

る
歳

出
予
算

に
係

る
節

の
区

分
に

よ
り

、
知

事
が

別
に

定
め

る
も

の
と

す
る

。」
 

（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
運運
用用
要要
綱綱
第第

11
99
条条
関関
係係
））
  

「
知

事
が

別
に

定
め

る
も

の
」

と
は

、
歳
⼊
歳

出
予
算

及
び
歳
⼊
歳

出
予
算

事
項

別
明
細
書

に
掲
げ

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
れ

以
外

の
新

た
な

⽬
及

び
節

の
設

定
が

必
要

な
場

合
に

お
い

て
は

、
財
政
課

⻑
を
経

て
総

務
部

⻑
の

決
裁

を
受

け
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
な

お
、
歳

出
予
算

に
係

る
節

の
区

分
は

、
省

令
別
記

に
規

定
す

る
区

分
に

よ
り

、
別
紙

⼆
「
歳

出
予

算
に

係
る
節

の
計

上
の

要
領

」
の

と
お

り
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

 
（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
運運
用用
要要
綱綱
  
別別
紙紙
２２
抜抜
粋粋
））
  

「
９
交
際

費
 

知
事

⼜
は

そ
の

他
の
執

⾏
機

関
が

、
公

の
交
際

の
た

め
に

特
に

必
要

と
す

る
経

費
で

あ
る

。
な

お
、

公
の
交
際

の
た

め
に

、
特

に
必

要
と

す
る
物
品

の
購
⼊

に
要

す
る
経

費
を
含
む

も
の

で
あ

る
。」

 
（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
運運
用用
要要
綱綱
第第

22
44
66
条条
関関
係係
））
  

 
 「

２
 使

⽤
責
任

者（
警
察
本
部

に
あ

っ
て

は
会
計
課

⻑
、財

務
担

当
所

に
あ

っ
て

は
財

務
担

当
所

⻑
）

 
は

、
売

払
い

、
無

償
譲
渡

⼜
は
交
換

に
よ

り
物
品

を
払

い
出

す
と

き
は

、
買

受
⼈

、
譲

受
⼈

⼜
は

 
交
換

の
相
⼿

⽅
か

ら
物
品

受
領
書

を
徴

す
る

こ
と

。
ま

た
、
物
品

受
領
書

に
代
え

、
当

該
物
品

出
納

 
通

知
書

の
余
⽩

に
当

該
物
品

の
受

取
⼈

を
し

て
受
領

年
⽉

⽇
を
記
⼊
さ
せ

、
記
名
押
印

⼜
は
署
名

 
さ
せ

て
さ

し
つ

か
え

な
い

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に
掲
げ

る
場

合
は

、
売

払
い

⼜
は
無

償
譲
渡

 
を

し
た

こ
と

を
証

す
る

に
⾜

る
書
類

を
も

っ
て

こ
れ

に
代
え

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

 
  

 
 
(2
) 
交
際

、
報

償
⼜

は
扶
助

の
⽬

的
を

も
つ

て
購
⼊

し
た
物
品

を
、

 そ
の

⽬
的

に
従

つ
て
無

償
譲

 
渡

す
る

と
き

。」
 

 
 

 
 

 
〇

 
委
託

料
 

（（
地地
方方
自自
治治
法法

22
33
44
条条
第第
１１
項項
及及
びび
第第
２２
項項
））

 
「
売
買

、
貸
借

、
請
負

そ
の

他
の
契
約

は
、

⼀
般
競
争
⼊
札

、
指
名
競
争
⼊
札

、
随
意
契
約

⼜
は
せ

り
売

り
の

⽅
法

に
よ

り
締
結

す
る

も
の

と
す

る
。

 
２

 前
項

の
指
名
競
争
⼊
札

、
随
意
契
約

⼜
は
せ

り
売

り
は

、
政

令
で

定
め

る
場

合
に

該
当

す
る

と
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き
に

限
り

、
こ

れ
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。」
 

（（
地地
方方
自自
治治
法法
施施
行行
令令
第第

11
66
77
条条
のの
２２
第第
１１
項項
第第
１１
号号
及及
びび
第第
２２
号号
））
  

「
地

⽅
⾃
治

法
第

⼆
百

三
⼗

四
条

第
⼆

項
の

規
定

に
よ

り
随
意
契
約

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
は

、
次

に
掲
げ

る
場

合
と

す
る

。
  

⼀
  
売
買

、
貸
借

、
請
負

そ
の

他
の
契
約

で
そ

の
予

定
価
格

（
貸
借

の
契
約

に
あ

つ
て

は
、
予

定
賃

貸
借

料
の

年
額

⼜
は

総
額

）
が

別
表

第
五

上
欄

に
掲
げ

る
契
約

の
種
類

に
応
じ

同
表

下
欄

に
定

め
る

額
の
範
囲

内
に

お
い

て
普

通
地

⽅
公

共
団

体
の

規
則

で
定

め
る

額
を
超
え

な
い

も
の

を
す

る
と

き
。

 
⼆

  
不

動
産

の
買
⼊

れ
⼜

は
借
⼊

れ
、

普
通

地
⽅

公
共

団
体

が
必

要
と

す
る
物
品

の
製
造

、
修

理
、

加
⼯

⼜
は
納
⼊

に
使

⽤
さ
せ

る
た

め
必

要
な
物
品

の
売

払
い

そ
の

他
の
契
約

で
そ

の
性
質

⼜
は

⽬
的

が
競
争
⼊
札

に
適

し
な

い
も

の
を

す
る

と
き

。」
 

（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則

11
66
22
条条
のの
２２
））
  

「
令

第
百

六
⼗

七
条

の
⼆

第
⼀

項
第

⼀
号

の
規

定
に

よ
り
随
意
契
約

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
は

、
売
買

、
貸
借

、
請
負

そ
の

他
の
契
約

で
そ

の
予

定
価
格

（
貸
借

の
契
約

に
あ

つ
て

は
、
予

定
賃
貸
借

料
の

年
額

⼜
は

総
額

）
が

次
の

表
の

上
欄

に
掲
げ

る
契
約

の
種
類

に
応
じ

同
表

下
欄

に
定

め
る

額
を
超
え

な
い

場
合

と
す

る
。

 
（

令
和
７

年
６

⽉
30

⽇
以

前
）

 
一

 
工

事
又

は
製

造
の

請
負

 
 

二
百

五
十

万
円

 
 

二
 
財

産
の

買
入

れ
 
 

百
六

十
万

円
 
 

三
 
物

件
の

借
入

れ
 
 

八
十

万
円

 
 

四
 
財

産
の

売
払

い
 
 

五
十

万
円

 
 

五
 
物

件
の

貸
付

け
 
 

三
十

万
円

 
 

六六
  
前前

各各
号号

にに
掲掲

げげ
るる

もも
のの

以以
外外

のの
もも

のの
  
  

百百
万万

円円
  
  

（
令

和
７

年
７

⽉
１

⽇
以
降

）
 

一
 
工

事
又

は
製

造
の

請
負

 
 

四
百

万
円

 
 

二
 
財

産
の

買
入

れ
 
 

三
百

万
円

 
 

三
 
物

件
の

借
入

れ
 
 

百
五

十
万

円
 
 

四
 
財

産
の

売
払

い
 
 

百
万

円
 
 

五
 
物

件
の

貸
付

け
 
 

五
十

万
円

 
 

六六
  
前前

各各
号号

にに
掲掲

げげ
るる

もも
のの

以以
外外

のの
もも

のの
  
  

二二
百百

万万
円円

  
  

  （（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
運運
用用
要要
綱綱
第第

11
66
33
条条
関関
係係
））
  

「
１

 随
意
契
約

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
は

、
令

第
⼀

六
七

条
の

⼆
第

⼀
項

各
号

に
掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

と
き

に
限

る
こ

と
と
さ

れ
て

い
る

が
、

第
⼆

号
中

「
そ

の
性
質

⼜
は

⽬
的

が
競
争
⼊
札

に
適

し
な

い
も

の
」

に
該

当
す

る
事

例
は
概
ね

次
の

と
お

り
で

あ
る

こ
と

。
 

 
(1
)契
約

の
⽬

的
物

が
特

定
の

者
で

な
け

れ
ば
納
⼊

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

と
き

。」
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（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
運運
用用
要要
綱綱
第第

11
66
33
条条
関関
係係
））

 
「

２
 随
意
契
約

に
よ

る
と

き
は

、
な

る
べ

く
⼆
⼈

以
上

の
者

か
ら
⾒
積
書

を
提

出
さ
せ

、
予

定
価
格

の
範
囲

内
（

第
⼀

項
た

だ
し
書

及
び

第
⼆

項
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
。）

で
価
格

を
⽐
較
検
討

し
、

必
要

に
応
じ

て
再

度
の
⾒
積

り
合
せ

を
⾏

い
、

最
も
有

利
、

か
つ

、
確

実
な

条
件

を
備
え

た
者

と
契

約
を

す
る

こ
と

」
 

（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
第第

11
55
22
条条
第第
２２
項項
））
  

「
２

 
予

定
価
格

は
、

取
引

の
実

例
価
格

、
需

給
の
状
況

、
履

⾏
の
難
易

、
契
約

の
数
量

の
多
少

及
び

履
⾏

期
限

の
⻑
短

等
を
考
慮

し
て

適
正

に
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

」
 

（（
福福
岡岡
県県
財財
務務
規規
則則
運運
用用
要要
綱綱
第第

11
55
11
条条
関関
係係
））
  

「
１

 予
定
価
格

は
、

県
が
契
約

を
締
結

す
る

に
際

し
、

そ
の
契
約

⾦
額

を
決

定
す

る
基

準
と

す
る

も
の

で
あ

つ
て

、
競
争

の
公
正
性

を
確
保

し
よ

う
と

す
る

も
の

で
あ

る
か

ら
、
常

に
厳
正

公
平

に
な
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
か

つ
、

そ
の
秘
密

の
保
持

に
関

し
て

は
、

特
別

の
配
慮

を
要

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 
な

お
、
物
品

を
購
⼊

す
る

場
合

に
お

い
て

、
電
⼦
情

報
処

理
組
織

で
⾏

う
⼀

般
競
争
⼊
札

で
は

、
封
書

に
代
え

て
、
電
⼦
情

報
処

理
組
織

に
記
録

し
内
容

が
認

知
で

き
な

い
⽅

法
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
 

ま
た

、「
総

務
部

⻑
が

指
⽰

す
る

⽅
法

」
と

は
、
伺
書

の
中

に
予

定
価
格

調
書

を
折

り
込
む

⽅
法

 
 

 
 

を
い

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。」
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号
例」に改め、同条を第14条とし、第12条の次に次の１条を加える。

　　（添付書面等の省略）

　第13条　情報通信技術活用条例第７条に規定する規則等で定める書面等及び措置は、

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令（平成15年政令第27号）

第５条に規定するもののほか、福岡県公安委員会等が別に定めるものとする。

　　　附　則

　この規則は、令和８年３月24日から施行する。

福岡県公安委員会告示第63号

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和59年福岡県条例第

30号）第３条第１項第４号の規定に基づき、同号の日及び地域を次のとおり指定したの

で、同条第２項の規定により告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

指　定　す　る　日　及　び　地　域

令和８年５月４日　～　令和８年５月５日
福岡市の全地域

令和８年７月２日　～　令和８年７月16日

令和８年７月18日　～　令和８年７月20日

北九州市の全地域令和８年７月25日　～　令和８年７月27日

令和８年９月20日　～　令和８年９月21日

令和８年８月４日　～　令和８年８月６日 久留米市の全地域

福岡県公安委員会告示第64号

　福岡県風俗案内業の規制に関する条例（平成24年福岡県条例第69号）第12条第１号ニ

の規定に基づき、同号ニの日及び地域を次のとおり指定したので告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

福岡県公安委員会規則第４号

　福岡県公安委員会が管理する公文書の開示等に関する規則及び福岡県公安委員会等に

係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部を改正する規則を制定し

、ここに公布する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

　　　福岡県公安委員会が管理する公文書の開示等に関する規則及び福岡県公安

　　　委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部

　　　を改正する規則

　（福岡県公安委員会が管理する公文書の開示等に関する規則の一部改正）

第１条　福岡県公安委員会が管理する公文書の開示等に関する規則（平成14年福岡県公

安委員会規則第18号）の一部を次のように改正する。

　　第１条中「福岡県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を「福

岡県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」に、「情報通信技術利用条

例」を「情報通信技術活用条例」に改める。

　　第２条第２項中「情報通信技術利用条例」を「情報通信技術活用条例」に改める。

　（福岡県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一

部改正）

第２条　福岡県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

（平成30年福岡県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　　第１条中「福岡県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を「福

岡県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」に、「情報通信技術利用条

例」を「情報通信技術活用条例」に改める。

　　第２条第１項第５号から第７号までの規定、第４条、第５条第１項、第６条、第８

条、第９条及び第11条中「情報通信技術利用条例」を「情報通信技術活用条例」に改

める。

　　第14条を第15条とし、第13条中「情報通信技術利用条例」を「情報通信技術活用条
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までの間 については、午後０時10分までとし、
その後午後１時00分から修了考査を実
施する。）

福岡県警察警備員教育セ
ンター

　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和８年５月19日（火）
から同年５月22日（金）
までの間

午前９30分から午後４時35分まで（初
日の講習は、午前10時25分から開始し
、最終日の講習については、午後０時
10分までとし、その後午後１時00分か
ら修了考査を実施する。）

北九州市門司区小森江三
丁目９番１号
福岡県警察警備員教育セ
ンター

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　36名

　⑵　追加取得講習

　　　10名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

指　定　す　る　日　及　び　地　域

令和８年５月４日　～　令和８年５月５日
福岡市の全地域

令和８年７月２日　～　令和８年７月16日

令和８年７月18日　～　令和８年７月20日

北九州市の全地域令和８年７月25日　～　令和８年７月27日

令和８年９月20日　～　令和８年９月21日

令和８年８月４日　～　令和８年８月６日 久留米市の全地域

福岡県公安委員会告示第66号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定

する警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及

び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号

。以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。

）を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第１号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所

　⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和８年５月14日（木）
から同年５月22日（金）

午前９時30分から午後５時30分まで（
３日目から６日目までの講習についは
、午後４時35分まで、最終日の講習

北九州市門司区小森江三
丁目９番１号
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　　　　　⒝　履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず５⑴の事前（電話）受付期間内に、必ず福岡県警察

警備員教育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事

いる者

　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　　　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、４⑴アからオまでのいずれかに該当する者

５　受講申込手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

　　　　令和８年４月６日（月）及び同年４月７日（火）

　　イ　受付時間

　　　　午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

　　　　※　同申込書には、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写真を貼付す

ること。

　　　イ　４⑴アからオに掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　　　　　⒜　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明

する警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。
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福岡県公安委員会告示第67号

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで、福岡県公安委員会が管理する公文書の開示等に関す

る規則及び福岡県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規

則の一部を改正する規則（令和８年福岡県公安委員会規則第４号）を制定したので、同

条例第41条第５項の規定に基づき、次のように告示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　意見公募手続を実施しなかった理由

　　当該改正は、福岡県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部

を改正する条例（令和７年福岡県条例第31号）が施行されたことに伴い、所要の規定

の整理をするものであるが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされ

る規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であり、福

岡県行政手続条例第37条第４項第８号の規定に該当することから、意見公募手続を実

施しなかったものである。

２　規則の施行の日

　　令和８年３月24日

３　概要等

　　関連資料については、福岡県警察ホームページ（https://www.police.pref.fukuoka.

jp/）に掲載するほか、福岡県警察本部警務部情報管理課に備え置く。

福岡県警察本部告示第19号

　福岡県警察本部長が管理する公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示を次

のように定める。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県警察本部長　住友　一仁　　

　　　福岡県警察本部長が管理する公文書の開示等に関する規程の一部を改正す

　　　る告示

前申込みを行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付

期間中であっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後４時00分までの間に、受付場所である福岡県警察警備員教育セン

ターに赴き、受付番号を申告するとともに、５⑶に掲げる必要書類に受講手数料

を添えて受講申込みを行うこと。

　　ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

　　エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

　⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

　⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

　⑴　講習受講の際には、筆記用具を持参すること。

　　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること。

　⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

3174）に対して行うこと。

　⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウウンロードすることができる。

　⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
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　福岡県労働委員会告示第１号

　福岡県労働委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（平成17

年福岡県労働委員会規則第３号）において例によることとされる知事等に係る情報通信

技術を活用した行政の推進等に関する規則（平成16年福岡県規則第25号）第３条の規定

に基づき、次のように情報通信の技術を利用して行う手続等の根拠となる法令又は条例

等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続を公示する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県労働委員会会長　　所　　浩　代　　

　情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要する申請等の根拠となる法

令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続

手続等の根拠となる法令又は
条例等の名称 条項 使用の開始日 対象手続

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第77条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報開示請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第91条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報訂正請求

個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号） 第99条第１項 令和８年３月24日 保有個人情報利用停止請

求

　福岡県警察本部長が管理する公文書の開示等に関する規程（平成14年６月福岡県警察

本部告示第29号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「福岡県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を「福岡

県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」に、「情報通信技術利用条例」

を「情報通信技術活用条例」に改める。

　第２条第２項中「情報通信技術利用条例」を「情報通信技術活用条例」に改める。

　　　附　則

　この告示は、令和８年３月24日から施行する。

福岡県警察本部告示第20号

　電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う

ことができる手続等（令和３年５月福岡県警察本部告示第31号）の一部を次のように改

正し、令和８年３月24日から施行する。

　　令和８年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県警察本部長　住友　一仁　　

　別表中
「

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法
律第57号）

第５条第１項

第８条第１項

第９条第１項及び第２項
」

を
「

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法
律第57号）

第５条第１項

第８条第１項

第９条第１項及び第２項

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 第77条第１項

第91条第１項

第99条第１項
」

に改める。


